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           午前９時００分 開議 

○議長（新澤良文君） 再開いたします。 

  ただいまより本会議を再開いたします。  

  本日の出席議員は、８名中７名でございますので、本会議は成立いたします。  

  ９月２９日に引き続きまして、これより新型コロナウイルスワクチン接種に係る

事故の実態と町幹部の関与についての調査を行います。  

  本日出席要求しました証人は、武平総括参事、芦高総務課長、桝井福祉課長、新

型コロナワクチン接種プロジェクトチームから、リーダーの石尾課長、サブリーダ

ーの前田課長補佐、江口主査の計６名に出席いただいておりますので、御報告いた

します。 

  証言を求める前に証人の皆様に申し上げます。証人の尋問につきましては、地方

自治法第１００条の規定があり、これに基づき民事訴訟法の証人尋問に関する規定

が準用されることになっております。これにより、証人は原則として、証言を拒む

ことはできませんが、次に申し上げる場合には、これを拒むことができることとな

っております。 

すなわち、証言が証人または証人の配偶者、４親等内の血族、３親等内の姻族、

もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受

ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、及び医師、

歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、外国法事務弁護士を含む弁護士、弁

理人、弁護人、公証人、宗教、祈祷もしくは祭祀の職にある者、もしくはこれらの

職にあった者が、その職務上知った事実であって黙秘すべきものについての尋問を

受けるとき、及び技術または職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき、

以上の場合には証人は証言を拒むことができます。  

また、公務員または公務員であった者が、職務上の秘密に属する事項について尋

問を受けるとき、その監督官庁の承認を得る前は、証人は証言を拒むことができま

す。これらに該当するときは、その旨、お申出をお願い申し上げます。それ以外に

は証言を拒むことはできません。もし、これらの正当な理由がなく証言を拒んだと

きは、６か月以下の禁錮または１０万円以下の罰金に処せられることになっており

ます。 

  さらに、証人に証言を求める場合には、宣誓をさせなければならないことになっ

ております。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることと

なっております。 
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  すなわち、証人または証人の配偶者、４親等内の血族、３親等内の姻族もしくは

証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者に

著しい利害関係がある事項につき尋問を受けるときには、宣誓を拒むことができま

す。それ以外には拒むことはできません。なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述を

したときは、３か月以上５年以下の禁錮に処せられることになっております。  

  以上のことを御承知おき、お願い申し上げます。 

  法律の定めるところによりまして、証人の皆さんそれぞれに宣誓を求めます。  

  宣誓の後、証言を求めることになりますが、証言は証言を求められた範囲を超え

ないこと。また、発言の際には、その都度、議長の許可を得て発言いただきますよ

うお願い申し上げます。 

  また、証人は議員に対して反論や質問をすることはできないこととなっておりま

すので、御了承をお願い申し上げます。ただし、尋問内容が不明確であり、それを

明確にするための発言は認められております。  

  この際、議員各位に申し上げます。本日は重要な問題について、証人から証言を

求めるものでありますので、不規則発言等、議事の進行を妨げる言動のないよう御

協力をお願い申し上げます。議員の発言につきましては、証人の人権に十分留意さ

れますよう、併せてお願いいたします。  

また、証人への尋問は、正当な理由がある場合を除き、次に述べる質問は制限を

いたします。１、証人を侮辱し、または困惑させる質問、２、誘導尋問、３、既に

した質問と重複する質問、４、争点に関係のない質問、５、意見の陳述を求める質

問、６、証人が直接経験しなかった事実についての陳述を求める質問、以上、御留

意の上、御発言ください。  

  ただいまより尋問に入ります。  

  それでは、これより証人から証言を求めたいと思います。  

  なお、今おそろいの証人におかれましては、公務もあることから、尋問をお受け

いただく方のみ入室いただき、ほかの皆さんにおかれましては、順番が来るまで通

常業務をされながら待機していただきますようお願い申し上げます。  

  尋問終了後は退室いただくこととしたいと思いますが、よろしゅうございますか。  

          〔「異議なし」の声起こる〕  

○議長（新澤良文君） それでは、最初に、武平総括参事、御登壇お願い申し上げま

す。 

ほかの皆さんにおかれましては、改めて御案内いたしますので、退室ください。  
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○議長（新澤良文君） それでは、武平総括参事、宣誓書の朗読をお願いし、次に、

宣誓書に署名、捺印をお願いいたします。  

○証人（武平年史君） はい、議長。 

  宣誓書、私は良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えな

いことを誓います。令和３年１０月５日、武平年史。  

          〔武平証人 宣誓書に署名、捺印〕 

○議長（新澤良文君） なお、併せて付け加えさせていただきます。 

  虚偽の証言につきましては、地方自治法第１００条第２項において、準用する民

事訴訟に関する法令の規定により、宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述を

したときは、これを３か月以上５年以下の禁錮に処する。併せて申し上げておきま

す。 

  それでは、武平総括参事に質問いたします。  

  ７月１１日、保健センターでのワクチン接種について、二度打ちなどの医療事故

が隠蔽されているのではという疑惑についてお尋ねいたします。知っていることを

お話しください。武平参事。  

○証人（武平年史君） ７月１１日でございますが、私は、当日は地域交流スペース

のほうで総務課長らとともに現場の責任者として接種業務のほうに従事しておりま

した。そこで、午後３時頃だったかと思いますけれども、保健センターで勤務され

ていた桝井課長のほうから電話がかかってきまして、注射器のほうが１本余って、

一人打たずに帰られた人がいるようだというような連絡がございました。その時点

では、私は、すぐに対象者に電話連絡して確認するようにというふうに伝えたよう

に思います。 

  その後、私は、地域交流スペースのほうで接種業務のほう続いておりましたので、

終了後、夕方、保健センターのほうへ向かいました。保健センターのほうでの打合

せにおきましては、各証人のほうが証言されておられるとおりでございますけれど

も、いろいろな御意見が出たんですけれども、最終的に結論のほうが出ませんでし

て、町長のほうに判断のほうを委ねられまして様子を見るということになったとい

うふうに記憶をしております。  

  ７月１１日については、その後、保健師のほうから進言のほうが何度もあったと

いう事実については、私は知りませんでした。  

  その後、７月の１５日の夕方に、松本保健師のほうが、桝井課長とともに証拠と

して出されている伺い書のほうを持参されましたので、総務課長とともに副町長に
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相談のほう上がりました。内容のほうにつきましては、９月の２９日に副町長のほ

うが証言したとおりでございますが、接種、７月１１日の翌日、７月１２日に副町

長や総務課長らが町長に進言しましたけれども、対応は変わらないということでご

ざいましたので、町長には報告せず、そのまま様子を見るということになったと記

憶をしております。 

  その当時、二度打ちの可能性が完全に否定できないということでございましたら、

すぐに対象者に連絡をして、必要な検査を実施するようにということを本来であれ

ば、もっと強く進言すべきであったというふうに大変反省をしております。申し訳

ございませんでした。 

○議長（新澤良文君） 武平総括参事は、県からの出向で本町の参事という業務に従

事していただいてるということでございますけども、私は、奈良県の医療政策局、

新型コロナワクチン接種推進室のマツナミ室長と会ってまいりました。  

  奈良県といたしまして、こういう針刺し事故と申しますか、二度打ちあるいは空

打ちに該当する場合にはどういうことをしなければいけないというのは、県として

マニュアルというのは作っておられるということでございますが、これは承知され

ておりますか。武平参事。  

○証人（武平年史君） すみません、ちょっと詳細につきましては、把握はしており

ませんでした。 

○議長（新澤良文君） 武平参事は、このワクチン接種についてはどのような立場で

関わっておられますか。武平参事。  

○証人（武平年史君） 立場といいますか、具体的にどのようなという明確な位置づ

けはないかもわかりませんけれども、町長のほうの最重要課題ということでござい

ましたので、私ども、このワクチン接種につきましては、町民の皆様方に少しでも

安心いただけるようにということで積極的に関わってまいったつもりでございます。  

○議長（新澤良文君） それであるならば、この二度打ち、空打ちという可能性とお

っしゃいました。この可能性がある事案につきまして、県のマニュアル、県から出

向されてきておられる参事でいらっしゃるのだから、県のマニュアル等々もこのワ

クチン接種に関わって手伝っていただけるということであるならば、県のマニュア

ルはもう国のマニュアルも一緒ですよ。もうどこの自治体も同じ対応をされており

ます。こういうことを事前に御理解いただいた上で、参事という立場において発言

をしていただいておればと思うのですが、どう思われますか。武平参事。  

○証人（武平年史君） 議長がおっしゃられるとおりでございまして、私がもう少し
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確認といいますか、しっかり勉強させていただいた上で取り組んでいければよかっ

たなというふうに反省しております。申し訳ございません。  

○議長（新澤良文君） この件におきましては、その後、武平参事のほうは、町長に

進言等々はされてないということでございましたけども、その事故の当日に接種さ

れなかった人という可能性ということが出たときに、確認をするようにということ

は進言されたと先ほど証言をされましたけども、具体的にどのように進言されたか

お聞かせください。武平参事。  

○証人（武平年史君） 私は、一人帰られた人がいるのではないかという報告でござ

いましたので、まずはその対象者に電話連絡をして、そういった方がいないかどう

かという確認をするべきであるというふうに申し上げました。  

○議長（新澤良文君） もっともな進言であったと思うのですが、その武平参事の進

言がなぜ聞き入れられなくて、この電話確認ということに及ばなかったのか、その

理由をお聞かせください。武平参事。  

○証人（武平年史君） 当日、原因についてちょっといろいろな意見が出まして、当

然、私、電話連絡すべきという意見もございましたけれども、高齢者なので、打っ

た気になった人もいるんではないかというような意見があったりですとか、ちょっ

とその辺、もともと注射器が１本多かったのではないか等々、様々な意見が出まし

て、最終的にそのような結論に至りませんでした。  

○議長（新澤良文君） ちょっと驚くような発言で、打った気になってるような方っ

ていう、とんでもないこれは発言もされてるわけなんですけども、であるならば、

注射器が１本多かったであるとか、あるいは空打ち、二度打ちの針刺し事故の可能

性もあるとか、そういうことでございますんで、武平参事の主張されている電話で

の連絡というのはどうしても必要であったと思うのですが、どうしてそのように進

まなかったんですか、誰かそれはしないという発言をされた人がいらっしゃったん

ですか。武平参事。 

○証人（武平年史君） すみません、ちょっと当日誰がどのような発言をしたかとい

うところまでは、申し訳ございません、ちょっと記憶がございません。結論が出な

かったと、居合わせてるメンバーでは結論が出なかったという事実でございました。  

○議長（新澤良文君） 他の自治体等々でも、この注射器、シリンジの余っていると

いう事案が全国的にたくさん出ております。そんな中で、他の自治体がどのような

対処をされているかということは御存じでしたか。武平参事。  

○証人（武平年史君） 報道等で確認させていただいてる範囲でございましたら、自
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治体におきましては、速やかに公表をして、対象者への検査等を実施されておられ

ます。 

○議長（新澤良文君） ちょっとしつこくなりますけども、なぜ本町においては、こ

のような大事な事案、町民の健康被害、あるいは命にも関わるようなことに対して、

組織ぐるみで隠蔽とも取れるような行動を取られたのかお聞かせください。武平参

事。 

○証人（武平年史君） ７月１１日の打合せの時点では、様子を見るという結論に至

ったということでございます。その後、翌日、副町長、総務課長、それから石尾課

長のほうが町長のほうに進言に行かれたという事実はございます。ちょっと私その

場におりませんでしたのであれなんですけれども、先日の証言の内容から、町長の

ほうに進言をしたけれども、対応は変わらないというような結果であったというこ

とでございます。あと、７月１５日の日にも、松本保健師のほうが伺い書を持って

きたということでございますが、町長のほうが御判断が変わらないということでご

ざいましたので、そのまま様子を見るという判断になってしまいました。  

○議長（新澤良文君） この針刺し事故、この二度打ち、空打ちっていう案件につき

ましては、事故を起こした全ての、全国の全ての自治体が速やかに公表をして、対

象者に対する感染症あるいは抗体検査等々の処置をされているという事実の中で、

本町においては、いろんな可能性、他の自治体においてもいろんな可能性は議論さ

れていると聞いております。針刺し事故の起きた、例えば五條市であるとか、斑鳩

町、昨日、斑鳩町の町会議員の先生ともちょっとお会いしたんですけども、にもお

伺いしたら、いろんな可能性はもちろんあると。でも、自治体としては、やること

は一つやということをおっしゃっておられました。  

  そんな中で、それはいろんな可能性はあるんだろうけども、当日はね。重ねて申

し上げますけども、本町においては、いろんな可能性があるから、町民の命あるい

は健康状態も被害等々も考えても、町民のことがないがしろと言うたら言葉は悪い

ですけども、置いといて、公表せずにおいたということでよろしゅうございますか。

武平参事。 

○証人（武平年史君） そのまま様子を見るという結論になりまして、帰った方が特

定できず、その原因が分からないままになっていたというのは事実でございます。

大変申し訳ございませんでした。  

○議長（新澤良文君） では、申し上げます。様子を見るという対処、対応をされた

中で、針刺し事故の場合、町民の方にどのような健康被害が及ぶと、危険が及ぶと
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いう御認識はございますか。武平参事。 

○証人（武平年史君） 針刺し事故でございますけれども、感染症、Ｂ型・Ｃ型肝炎

あるいはＨＩＶ等の感染症のリスクがあると考えます。  

○議長（新澤良文君） そのようなリスクがあると承知されておきながら、様子を見

るという対応にされたということでよろしゅうございますか。武平参事。  

○証人（武平年史君） すみません、ちょっと私は、７月１１日の時点で、ちょっと

二度打ちの可能性についての認識というのをそこまで強く持っておりませんでした。

申し訳ございません。 

○議長（新澤良文君） 先ほども申し上げました。日本全国の自治体がこの空打ち、

二度打ちあるいは針刺し事故において、取っておられる行動の中で、針刺し事故の

可能性が一番高いということで、速やかに公表して、そして対策をしておられます。

本町においてもインフルエンザのワクチン接種において、以前、針刺し事故が起き

ております。起きております、本町においても。近いところでおきましても、２４

日、斑鳩町、そして８月には五條市であるとか、針刺し事故は起きております。こ

んな針刺し事故っていうのは、二度打ち、空打ちっていう言葉は全国的にたくさん

起きてるような中でこれを一番に排除した理由っていうのは、本町だけがこれを一

番に排除した理由っていうのは何なんですか。武平参事。  

○証人（武平年史君） すみません、排除、二度打ちの可能性を排除といいますか、

打った当日、打たれた看護師の方が二度打ちはないと言っていたような事実等々か

らそのような判断に至りました。  

○議長（新澤良文君） 全国的に看護師は、二度打ち、針刺し事故を起こしてしまっ

た時点で気が付いていれば、接種後に注射器が１本余ったっていうようなケースは

起きるはずがございません。例えば斑鳩町の場合では、針刺し事故が起きてすぐに

看護師が申告と申しますか、申し出て、その接種室に入っている御家族の方のみの

感染症検査、抗体検査をしたということになっております。このように、看護師が

気が付かないうちにやってしまうから、これは針刺し事故だっていう認識はござい

ませんでしたか。武平参事。  

○証人（武平年史君） 申し訳ありません、ちょっとその時点では認識ございません

でした。 

○議長（新澤良文君） 大変町の執行部として、あるいは幹部としての驚くべき証言

だと思います。 

  それでは、先ほど、これは組織ぐるみではない、１１日に針刺し事故が起きた次
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の日に、副町長、そして総務課長、そしてワクチンプロジェクトチームのリーダー

等が町長に進言をしたけども、町長は私が決めたことだから変えないと、進言を受

け入れなかったという証言はほかの証人からも出ておりますが、参事も先ほど、そ

の場には居合わせなかったけども、その事実はあったという、この事実はお認めに

なりますか。武平参事。 

○証人（武平年史君） 後日、そのようにお話は聞きました。  

○議長（新澤良文君） では、これは組織ぐるみの隠蔽という形ではなく、町長お一

人による隠蔽ということでよろしゅうございますか。武平参事。  

○証人（武平年史君） 町長一人といいますか、７月１２日に進言された際には、そ

のような返答であったということでございますが、７月の１５日に再度、松本保健

師のほうが伺い書を持って相談に来られましたんで、その時点で同じ対応というこ

とで、その伺い書を町長まで回さないという形の処理になったことは、私どものほ

うも責任があると思っております。  

○議長（新澤良文君） これは隠蔽という言葉はちょっと重くあると取られるかもし

れませんけども、これは本町のほうから二カ月以上経ってから公表されたものでは

なく、週刊誌の報道を受けて、事実関係をお認めになって公表されたと。誰が何と

言おうと隠蔽でございます。このような事案をね、先ほど参事の証言の中では、１

２日に町長に幹部職員が進言に行かれた。でも、聞き入れていただけなかった、町

長がもう変えないという決断をされた。その後に１５日に伺い書が上がってきて、

その伺い書を町長のほうに上げるまでもなく、町長が一度判断されたということで

あるからということで、幹部職員で決裁もせずに、福祉課長のほうに留め置き、伺

い書の決裁をしなかったということでございますけども、それでよろしゅうござい

ますか。武平参事。 

○証人（武平年史君） はい、そのとおりでございます。  

○議長（新澤良文君） この事案について、どのような対応を先ほど、全国的なこと

も介してなんですけど、本町においてもこの事案についてはどのようにしておけば

よかったとお思いですか。武平参事。  

○証人（武平年史君） ７月１５日の時点で伺い書のほうを松本保健師が持参された

時点で、二度打ちの可能性が完全に否定できないということでございましたら、速

やかに公表して対象者への連絡あるいは必要な検査を実施するということをするべ

きであったと思います。 

○議長（新澤良文君） では、７月１５日まではほったらかしでよかったっていうお
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考えなんですか。７月１１日にはもうワクチンのシリンジの１本余りという事案が

出ております。しつこく申し上げますけども、他の自治体においては、そういうワ

クチンの注射器、シリンジですね、の余りっていうケースが出た場合は、先ほども

参事が証言されましたけども、Ｃ型肝炎、Ｂ型肝炎、ＨＩＶ、エイズですね、そし

て梅毒等の感染症のリスクがあるということで、どこの自治体でも速やかに、そう

いう事故があったときは公表して、対象者の住民において感染症検査あるいは抗体

検査等々をされるということでございますが、本町においては、それがなされませ

んでした。それも今、どのようにしておけばよかったかって参事にお尋ねしたんで

すけども、そうではなくて、伺い書を置くまでのこの４日間、ほったらかしにしと

いてもよかったとお考えということでよろしゅうございますか。武平参事。  

○証人（武平年史君） すみません、ちょっと申し遅れというか、言葉足らずで失礼

しました。７月１１日の時点で速やかに対象の方５９名にまず電話連絡を取り、帰

られた方がいないかどうかということの確認を取った上で、確認が取れないという

ことであれば、二度打ちの可能性ということで速やかに公表した上で検査等を実施

するべきでございました。  

○議長（新澤良文君） 参事は、７月１１日の時点で電話連絡で確認したほうがいい

ということを進言なされております。これはもう初期対応としては当然のことであ

って、参事の進言が採用、あるいはその進言を受け入れるような体制であったなら

ば、今回のような高取町の恥を全国的にさらすこともなかった。そして、住民の方

を不安に陥れることもなかったのかなと。後のいろんなワクチンの事故等において

も、もう少し緊張感持った対応をしていたんじゃないかなと思われるんですけども、

その参事の進言っていうのを受け入れられないような高取町の体制なんですか。高

取町というのはどういう、今、状況なんですか、職員の間では。  

  と申しますのは、わかりにくかったら申し訳ないんですけども、一番大事なこと

を進言なさっているんですよ、それも県から出向をしていただいている参事さんが、

世間の常識と申しますか、こういう針刺し事故が起きたときに、一番やらなければ

いけないことというのを進言なされているのに、その進言を受け入れられなかった

という本町というのはどういうことなのかと不思議に思うんですけども、何かこの

点についてお聞かせいただけることはないですか。武平参事。  

○証人（武平年史君） 私もこの件に関しまして専門家というわけではございません

が、そのときの進言というものをもっと強くさせていただけばよかったのかという

ふうに反省しております。  



 

－１２－ 

○議長（新澤良文君） では、次、８月１日のリベルテホールでのワクチン接種につ

いてお伺いいたします。 

  この８月１日のリベルテホールでの接種について知っていることをお聞かせくだ

さい。武平参事。 

○証人（武平年史君） ８月１日につきましては、６４８名の接種予定者に対しまし

て、５レーンのほうで実施しておりました。夕方に注射器が２本残っているが、そ

れに対するシールが２枚足りなくなったという報告がございまして、確認しました

ところ、午後からの第２レーンのほうでシールが２枚足りなくなったということで

ございました。その他のレーンでは、予診票、注射器、シール、接種者数が一致し

ていたというふうに聞いております。そこで、当日は６４６名に接種し、用意した

注射器、接種者、シール、回収した予診票の数は６４６と一致しており、シールの

ない注射器２本を廃棄したというふうに聞いております。ただ、そのシールがなく

なったという原因につきまして、当日、業者等にも確認をしましたけれども、結果

的にシールがなぜなくなったのかという原因のほうが特定できておらないという状

況でございます。以上でございます。  

○議長（新澤良文君） そのことについて、どう指示、もしくは対応されたのかお聞

かせください。武平参事。  

○証人（武平年史君） 先ほど申しましたが、当日、委託業者のほうにシールがどこ

かにないかということを調べていただきましたが、見つかりませんでした。業者に

対しては、再発防止の指示等をしたというのは、前田証人が証言したとおりでござ

います。 

○議長（新澤良文君） このシールがっていう話なんですけども、要するに注射器が

２本余ったとも取れませんか。武平参事。  

○証人（武平年史君） 結果的には、６４８名分の注射器を用意いたしましたが、シ

ールのない注射器が２本残っているという状況でございます。  

○議長（新澤良文君） そういうことでございます。シールが２枚足らなかったって

いうこともそうなんですけども、その分、注射器は２本。当初の６４８人分の注射

器はあったと。でも、シールはなかったということでございます。この単にシール、

単にという言葉はちょっと言葉が適正かどうかはございますけども、このシール紛

失っていう可能性を１００％と考えられたと、だからそういう処置の仕方、対応の

仕方ということになってこようと思うんですけども、しかしながら、１００％確実、

大丈夫と言えないような状況がこれまで保健師等々の証言の中でも出てきておりま
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すが、それを聞いた上ではどう思われますか。このシール２枚、紛失っていうだけ

で何の対応もしないっていうことでよろしゅうございますか。武平参事。  

○証人（武平年史君） その当時につきましては、例えば二度打ちをしたとすれば、

外部から受付をせずに入った方が接種されて、予診票を提出せずに持ち帰るという

ようなことがあるかもわかりませんが、その当時はそういったことが動線等から考

えられませんでしたので、二度打ちの可能性について思いが至りませんでしたが、

やはりシールが足りない、２本余ったという事実がございまして、その原因が特定

されていないということは事実でございますので、速やかに必要な検査等を実施す

べきと考えます。 

○議長（新澤良文君） この件につきましても、こういうワクチンに関する事故につ

いては、全て厚生労働省に報告しなければいけない、７月１１日のケースもそうな

んですけども、８月１日もそうでございます。それは御存じでしたか。武平参事。  

○証人（武平年史君） 厚生労働省への報告様式等があることは知っておりましたが、

本件について、報告しなければならないという認識が不足しておりました。申し訳

ございません。 

○議長（新澤良文君） この件も、先ほどの７月１１日の事件と同じでございまして、

マスコミ等の報道等々で明らかになるまでは町ぐるみで隠蔽されていたんではない

かという疑惑があるわけでございますけども、その点についてはどう思われますか。

武平参事。 

○証人（武平年史君） ７月１１日の事案と同様に受け取られてしまうということで

ございますけれども、我々としましては、当時は二度打ちの可能性について、ちょ

っと、思いが至らなかったということでございまして。ただ、やはりその考えがち

ょっと甘かったのかなというふうに思っております。  

○議長（新澤良文君） じゃあ、組織ぐるみの隠蔽とは考えておらない、今でも隠し

ていたっていうような思いではないということでございますか。武平参事。  

○証人（武平年史君） 意図的に隠すという意図はございませんでした。ただ、結果

的に公表される原因が特定されていないという状況でございます。  

○議長（新澤良文君） では、次に、再冷凍があったのではとの疑惑についてお尋ね

いたします。 

  保健センターから県担当課や厚生労働省の担当者の見解について報告された記録

が提出されましたが、なぜ故意に隠したと取られかねない対応をされたのか。この

再冷凍についての御自身の認識についてお尋ねいたします。武平参事。  
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○証人（武平年史君） 本件につきましては、各証人が証言しておるとおりでござい

ますけれども、７月の１９日の日にプロジェクトチームのほうから、県、ファイザ

ーのほうに確認をし、再冷凍に当たらないという報告を受けました。ただ、一方で

同じ日に保健センターのほうからも県等に確認をしたけれども、ワクチンの保証能

力が弱いというような回答があったという報告がありました。そのやり取りについ

ては証拠で出されているとおりでございますけども、その後、７月２０日に植山所

長名の伺い書のほうを桝井課長のほうが持参され、町長も交えて対応のほうを協議

したところでございます。町長のほうからは、プロジェクトチームにファイザーが

大丈夫と言っているのかどうかという確認の再確認がございまして、翌日、医師に

も確認の上、使用するということになったものでございます。  

  今思いますと、プロジェクトチームあるいは保健センターがそれぞれどのような

質問をして回答を得たのかというのもその時点でもう少し詳しく慎重に確認をした

上で、使用するかどうかという判断をすべきであったかと思います。  

○議長（新澤良文君） 先ほどから、もうそこは、後からばれてしまったことなんで、

どうしてもそういう発言になると思うんですけども、あのときこうしておけばよか

ったというふうな発言が多いんですけども、この件につきましては、私、昨日、先

ほども申し上げましたけども、ワクチン担当推進室のマツナミ室長とお話しさせて

いただいて、この当日に本町のプロジェクトリーダー、石尾課長と保健師のほうか

らどのような問合せがあったかということを県のほうではメモに残しておられます。

それを提出していただくようにお願いいたしました。後日、それは、メモはいただ

けると確信してるわけなんですけども、このメモをいただくまで、やはり命にかか

ることなので、どういうふうな会話があったかということを口頭でお伺いしたとこ

ろによると、対応されたのは松井さんっていう方でございまして、ワクチンプロジ

ェクトチームのほうからは、５分間、データロガーをつけてワクチンを搬送した。

これでこのワクチンについて、再冷凍は問題ないですかというようなことだったと

口頭でおっしゃっております。それと、全くといっていいほど違う話が保健センタ

ーからあったということでございますが、それについても詳細は証拠として提出し

ていただけるようになっております。  

  もう１点、ファイザーのほうではございますけども、ファイザーのお客様相談室

のほうには、１００条調査権発動という議会の権利と申しますか、義務を主張しま

して、本日このファイザー社に対して、ファイザー社のほうから本町議会事務局の

ほうに、ファイザー社とプロジェクトリーダー石尾氏との会話の議事録と申します
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か、どういう会話があったということ。そして、保健センターの質問等々の会話、

全て電話の会話の中のことを文字に起こしていただいて提出いただくことになって

おります。まだ時間的に間に合ってませんでしたけども、今日中には来ますので、

来たらまた議員の皆様に情報共有させていただきたいと思いますけども、一貫して

申されておられたのは、県のほうもファイザーのほうも石尾さんから電話があった

と申しております。だけども、本町のほうはプロジェクトリーダーあるいはサブリ

ーダーの前田課長補佐が電話したということを主張されております。この違いにつ

いて何か参事のほう御存じですか。何でここが違うんですか。  

  考えられる点として、一つは、前田課長補佐が、石尾ですけどもって言うて電話

した場合は、これはこの対応は石尾という形で、これは記録に残ってますんで、電

話の記録として残ると思うんですけども、どうなんですかね。武平参事。  

○証人（武平年史君） すみません、ちょっとその件に関しましてはわかりません。

すみません。 

○議長（新澤良文君） じゃあ、本人に聞きます。このワクチンについて、再冷凍に

当たる疑義のある疑惑のワクチンと申しますか、危険ワクチンについて、１６日に

１８日の接種分のワクチンを運んだということでございますけども、これは保健セ

ンターのほうから強く、再冷凍に当たるからこれは使わないでくれという進言があ

ったというように過去の１００条議会のほうで明らかになっておりますが、それは

間違いないですか。武平参事。  

○証人（武平年史君） 私が直接その件に関しましては聞いてはおりませんでしたけ

れども、各証言のほうからそのような話であったというふうに把握しております。  

○議長（新澤良文君） 例えばこの医療、あるいは６５歳以上のワクチンにおいては、

現場で責任を持った業務をされてきた、そして、ワクチン取扱管理者である保健セ

ンターからの進言を聞かずに、この２１日に接種してしまうわけなんですけども、

１６日に搬送したときにも、松本保健師のほうから再冷凍に当たるんじゃないかと

いうようなことを指摘され、そして、１８日には接種を見送った。そして、１９日

に保健センターとプロジェクトチームのほうが、それぞれに県とファイザーに質問

をして、まず、プロジェクトチームのほうの質問等々の回答をもって、このワクチ

ンを人体に接種しても安全やというように思われた、判断したということでよろし

ゅうございますか。武平参事。  

○証人（武平年史君） その当時に関しましては、実際に搬送業務に従事しましたプ

ロジェクトチームが製造元のファイザーに確認したということで、その環境が再冷
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凍に当たらないという回答のほうを信じておりました。  

○議長（新澤良文君） このワクチンの取扱いについてはマニュアル等がございます。

たかが１５枚ぐらいのマニュアルで、それもいろんな図に示してわかりやすいよう

なマニュアルでございますけども、私も読んだことあるんですけども、これは参事

のほうは読まれたことはありますか。武平参事。  

○証人（武平年史君） 詳細の内容までは把握はしておりませんが、そういったもの

があるというのは把握しております。  

○議長（新澤良文君） であるならば、このそれぞれに違う意見、現場のほうから、

これについては現場で医療に従事してる方からの進言もあった中で、どうしてこの

ワクチンのマニュアルに基づいた対応をされなかったのかが疑問でございますけど

も、その点については、なぜそういうふうな対応になったんですか。  

  と申しますのは、マニュアルには書いてるんです、再冷凍に当たる、本町のやっ

た行為をしても再冷凍に当たるというのは一目瞭然なわけで、マニュアルに基づい

た対応をしておれば、２１日に町民の健康被害あるいは命の危険性もあるようなワ

クチンを接種するっていう決断に及ばなかったと思うんですが、なぜそこまで慎重

に対応あるいは検討されなかったのかということが非常に疑問なんですけども、ど

うなんですか。武平参事。  

○証人（武平年史君） 議長がおっしゃられるように、もう少し慎重に確認すべきで

ございました。申し訳ございません。  

○議長（新澤良文君） ちょっと乱暴な言い方をしますけども、疑惑のワクチンを町

民に打って、町民の命あるいは健康に被害があるっていうことを考えたときに、そ

のような曖昧な対応あるいは処分等をしないと思うんですよね。だから、その辺、

町民の命を重く考えずに自分たちの立場だけを考えたのかと取られかねないと思う

んですけど、どう思いますか。武平参事。  

○証人（武平年史君） 決してそのようなつもりではございませんでしたけれども、

当日のプロジェクトチームの確認内容というものを信じておったということで、保

健センターからの話を含めて、もう少し慎重に判断をすべきでございました。申し

訳ございません。 

○議長（新澤良文君） これについては、濱坂保健師、藤原保健師のほうからの証言

において、ワクチンのプロジェクトリーダー石尾課長がこの冷凍ワクチンはこんな

危ないワクチン、僕らは打たんでよかったなと、６月のうちに打っといてよかった

なっていうような、石尾課長にそれを質問をぶつけたときには冗談とおっしゃって
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ましたけども、こういう発言も出ております。それについて参事はどうお考えにな

りますか。このこういう発言も出てきてるということは、認識の中でこのワクチン

が１００％安全なワクチンだというような認識はなかったんじゃないかと取れるの

ではないかと思うんですけど、どう思われますか。武平参事。  

○証人（武平年史君） ちょっとどのような発言をされて、石尾課長がどういう意図

でおっしゃられたのかはわかりませんが、ワクチンのプロジェクトリーダーという

ことで、そういった発言は冗談であっても適切ではなかったのかなというふうに思

います。 

○議長（新澤良文君） 発言について伺ってるんじゃなしに、そういう発言をされる

っていうことは、ワクチンが１００％安全であるというようなことじゃなしに、少

しでもどうかなっていうワクチンであったというような現場の認識であったという

ことを尋ねてるわけです。問題のワクチンであったということを現場は承知で町民

に接種したのではないかということをお尋ねしております。どうですか。武平参事。  

○証人（武平年史君） すみません、ちょっとその点については、私にはわかりかね

ます。 

○議長（新澤良文君） では、ワクチン接種状況について、状況と申しますが、接種

について、高取町はこのワクチン接種について、ほかにも何か町民の安心・安全、

命を守るためにあえてこの場で話しておくべきことがあったらお聞かせください。

武平参事。 

○証人（武平年史君） 今回このような事態を招いた一つの原因に、保健センターと

プロジェクトチーム、あるいは我々との意思疎通が十分できていなかったことがあ

るのかなというふうに思っております。  

  先日、議長のほうからも御指摘いただきましたとおり、４月に議長のほうにも間

に入っていただいて、総務課長とともに保健センター所長とお話合いを持ったにも

かかわらず、その間に入って十分な調整ができず、このような事態となってしまい

まして、本当に町民の皆様に御迷惑をおかけすることになったことにつきましては、

本当に申し訳なく思っております。申し訳ございませんでした。  

○議長（新澤良文君） それでは、ここで委員の皆さんから武平参事に質問のある方

がいらっしゃったらお受けいたします。  

  質問のある方はいらっしゃいますか。谷本議員。  

○３番（谷本吉巳君） 私からは、武平参事にお伺いしたいのは、県から人事交流と

いうことで高取町に派遣されてこられたと思うんですけれども、総括参事という職
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責あるいは職務について、どのような認識をお持ちかお伺いいたします。  

○議長（新澤良文君） 武平参事。 

○証人（武平年史君） 総括参事という職につきましては、行政組織上、特に明確に

位置づけられているものがないかと思っておるんですけれども、各課の間の調整で

あったり、業務の助言等、あと、政策決定の審議等に加わりまして、高取町のほう

が少しでもうまく回っていくように努めるというふうに認識しております。  

○議長（新澤良文君） 谷本議員。 

○３番（谷本吉巳君） そうしましたら、７月１１日に桝井課長のほうから注射器が

１本余って、一人帰られたのではないかという報告を受けられて、指示されたのは、

１名帰られたかわからない方を調査するように指示されたのか、それとも５９名全

員を調査するように指示されたのか、どちらですか。  

○議長（新澤良文君） 武平参事。 

○証人（武平年史君） １名が特定はできておりませんでしたので、まずその対象者

の特定という意味で、原因が分からない方について連絡するようにという趣旨でご

ざいました。 

○議長（新澤良文君） 谷本議員。 

○３番（谷本吉巳君） そうしましたら、その当日の５時５０分からの保健センター

での会議の中で、参事から桝井課長に調査したのかという確認はされましたか。  

○議長（新澤良文君） 武平参事。 

○証人（武平年史君） 桝井課長にしたかどうかはわかりませんが、まだ対象者には

連絡されてないという事実は確認をいたしました。  

○議長（新澤良文君） それも対象者に連絡しないということが決まったってさっき

証言しましたよ。 

  先ほど証人が、対象者に連絡したほうがというような進言をされたけども、その

場の会議の中でそれは採用されなかったという証言はなされております。はい。  

○３番（谷本吉巳君） それはその前の段階やな。  

○議長（新澤良文君） その前の段階ってどんな段階。谷本議員。  

○３番（谷本吉巳君） そうしましたら、本来、県庁でも、そういう重要な会議につ

いては当然会議録は取られると思うんですけども、今回その保健センターでの会議

についての会議録があるかどうかは認識されてますか。  

○議長（新澤良文君） 武平参事。 

○証人（武平年史君） 会議録といいますか、保健センターのほうが証拠として出さ
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れている、松本保健師が作成した内容ものがそれに当たるのかなというふうに認識

しております。 

○議長（新澤良文君） 谷本議員。 

○３番（谷本吉巳君） そのような重要な会議で会議録を作っていないという事実が

あると思うんですけれども、それについてはどのように思いますか。 

○議長（新澤良文君） 武平参事。 

○証人（武平年史君） 本来であれば、きちっとした議事録を作っておくべきである

というふうに思います。 

○議長（新澤良文君） 谷本議員。 

○３番（谷本吉巳君） あと、何といいますか、文書で全部残しておく、起案は当然

しなければいけないし、例えば、前田補佐が県並びにファイザーにワクチンのこと

について質問した際に文書化されてないと思うんですけど、こういう文書、こうい

う質問をしてよろしいかというような起案はありますか。  

○議長（新澤良文君） ちょっとすみません、ここでプロジェクトチームのほうから

証拠書類が出てますんで、ちょっとそれを議員の皆さんにお配りさせていただいて、

それを元にまた参考にしていただければ。  

  ちょっとここで暫時休憩します。  

        午前１０時０２分 休憩 

        午前１０時０５分 再開 

                                     

○議長（新澤良文君） 再開いたします。 

  皆さん、お手元のほうに分厚い一式ありますけども、これが決裁関係一式でござ

います。この資料については、プロジェクトチームのときにこの資料に基づいて説

明があると思います。 

○３番（谷本吉巳君） 結構です。 

○議長（新澤良文君） ほか、参事に質問のある方。森川副議長。  

○１番（森川彰久君） 先ほどから武平参事の証言をお聞きしておるんですが、おわ

びという言葉がもう度々繰り返されますが、ここは謝罪の言葉を求める場じゃない

ですので、真実を語っていただく場ですので、そんな中で３点だけ、重複する場合

もあるかもわかりませんが、確認させていただきたいのは、７月１１日の打たずに

帰られた方を採用されて、何度もこれまでに証言や事実関係、状況の説明をしてお

る、現場のトリプルチェック、もう接種せずに帰られた方はまずいない、まず考え
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られない。なのにもかかわらず、その状況を無視いうんかな、採用されず、打たず

に帰られた、それを採用されたというのが、どうしても私理解できないんですが、

誰かをかばわれたとか、そういうようなことはないですか。  

○議長（新澤良文君） 武平参事。 

○証人（武平年史君） 誰かをかばったということはございません。  

○議長（新澤良文君） 森川副議長。 

○１番（森川彰久君） ということは、どうしても考えられない、現場の状況から、

それを打たずに帰られたと採用された武平参事のお気持ちはどうですか。  

○議長（新澤良文君） 武平参事。 

○証人（武平年史君） 私としましては、帰られた人がいるというふうに結論づけた

のであれば、すぐに対象者に連絡をして、どなたが帰られたのかということの確認

をすぐにすべきであったというふうに思っております。  

○議長（新澤良文君） 森川副議長。 

○１番（森川彰久君） ということは、武平参事とすれば、じくじたる思いで容認し

たということでいいんですか。  

○議長（新澤良文君） 武平参事。 

○証人（武平年史君） 当日いろんな意見が出ましたけれども、最終的に町長の判断

に委ねられたということでございます。  

○議長（新澤良文君） 森川副議長。 

○１番（森川彰久君） ２点目は、再冷凍の問題ですが、これも同様の内容になるん

ですが、ワクチン接種の責任者である保健センターの植山所長がそのワクチンは破

棄してくださいと。ワクチン接種の責任者の言葉を採用されずに、今までは前田補

佐が確認したということでしたが、今日は石尾課長が確認したという内容にちょっ

と変わってきてますが、いずれにしろ、プロジェクトチームの言葉を採用して責任

者たる植山所長の意見を聞き入れなかった、この点についてはどうですか。  

○議長（新澤良文君） 武平参事。 

○証人（武平年史君） その当時については、プロジェクトチームのほうが製造元の

ファイザーに確認したという回答について信用していたといいますか、保健センタ

ーのほうの回答ももちろんあったわけなんですけれども、製造元のファイザーに確

認したという事実で信用しておりました。  

○議長（新澤良文君） 森川副議長。 

○１番（森川彰久君） だから、それを、ワクチン接種責任者の所長の意見をなぜ信
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用しなかったかいうことを聞いとるんですが。  

○議長（新澤良文君） ちょっと森川議員、認識の違いがあると思うんですけども、

接種の責任者ではないですね、保健センター。ワクチンの管理責任者。森川副議長。  

○１番（森川彰久君） 管理責任者であれ、武平参事の御意見ちょっと聞かせてくだ

さい。 

○議長（新澤良文君） 武平参事。 

○証人（武平年史君） ワクチンの管理責任者である植山所長からのお話ということ

でございますけれども、当日運搬されたというのがプロジェクトチームの方という

ことで、その方々が製造元のほうにきちんと説明のほうをされたのかなというふう

に認識をしておりまして、ちょっと保健センターのほうから、どのように聞かれて

そういった回答をされたのかというところまで、確認のほうができておりませんで

した。 

○議長（新澤良文君） 森川副議長。 

○１番（森川彰久君） この再冷凍の問題を明るみにその時点ですることによって、

７月１１日の空打ちと思われる事案も遡って公表しなくてはいけないと。要は隠蔽

の連鎖いうことをそのときは意識されませんでしたか。  

○議長（新澤良文君） 武平参事。 

○証人（武平年史君） すみません、その時点では意識しておりませんでした。  

○１番（森川彰久君） はい、終わります。 

○議長（新澤良文君） ほかに武平参事に質問のある議員さんはいらっしゃいません

か。今はないと。 

  では、武平参事への証人尋問、この尋問はこれにて終わります。  

  次に、桝井福祉課長の尋問を行います。  

  暫時休憩いたします。 

          午前１０時１３分 休憩 

          午前１０時２１分 再開 

                                     

○議長（新澤良文君） それでは、再開いたします。  

  桝井証人、尋問台、尋問席にお移りいただいて、宣誓の上、宣誓書に署名、捺印

をお願いいたします。桝井証人。  

○証人（桝井貞男君） 宣誓書。私は、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、ま

た、何事も付け加えないことを誓います。令和３年１０月５日、桝井貞男。  
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          〔桝井証人 宣誓書に署名、捺印〕 

○議長（新澤良文君） それでは、あえてもう一度、証人に申し上げます。  

  虚偽の証言等々があった場合は、地方自治法第１００条第２項において、準用す

る民事訴訟に関する法令の規定により、宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳

述をしたときは、これを３か月以上５年以下の禁錮に処する、ということでござい

ます。これはあえて申し上げますのは、今までの１００条調査権発動の議会におい

て、虚偽の証言があったと思われる事案がたくさん出ております。あえて申し上げ

ます。１００条議会でございますので、それらの虚偽の証言があった場合は、速や

かにこれは刑事告発という形になると思います。正直にありのままをお答えくださ

い。 

○証人（桝井貞男君） はい。  

○議長（新澤良文君） それでは、桝井証人にお伺いいたします。  

  二度打ちなどの医療事故があり、隠蔽されているのではという疑惑についてお尋

ねいたします。 

  ７月１１日、保健センターで、これまで皆さんの証言から組織ぐるみの隠蔽とも

取れる証言等々がございましたが、これについてどうお考えですか。桝井証人。  

○証人（桝井貞男君） 組織ぐるみの隠蔽ではないかという御指摘でございます。当

初は隠蔽という意図がなかったにしても、結果的に公表してなかったということは

事実でございますので、真摯に受け止めたいと思います。  

○議長（新澤良文君） というのは、この組織ぐるみでこのことを週刊誌が発売にな

るまでは隠していたということを組織ぐるみだということでお認めになるというこ

とでよろしゅうございますか。桝井証人。  

○証人（桝井貞男君） 結果的に公表してなかったので、もう隠蔽と取られても仕方

ないと思います。 

○議長（新澤良文君） では、このときに、７月１１日のことでございますけども、

桝井証人には以前にも証言をしていただいたとは思うんですけども、桝井証人の前

回の証言の中で、町長への進言について、幹部職員がされたということを証言なさ

ったわけなんですけども、その辺についてもう少し詳しくお聞かせください。桝井

証人。 

○証人（桝井貞男君） ７月１２日の月曜日につきましては、前回申し上げましたけ

れども、周りのいろいろから私自身も本当にこれでいいのかどうかというのを思い

ながら、やっぱり一度町長が決められたことであっても、再考を進言すべきでない
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のかと思いながら、悶々と悩んでおりましたところ、副町長から呼出しがございま

して、さっき町長に、昨日は経過観察するとなったけども、本当にそれでいいんで

すかというふうに石尾課長と一緒に言いに行ったら、私が決めたことですからと激

しい口調で町長に言われたので、結論が変わらなかったというふうに言われたとい

うことでございますので、それでしたら、もうそれ以上申し上げても再考の余地は

ないのかなと思いまして、進言することをもう断念してしまったということでござ

います。 

○議長（新澤良文君） 証人の証言の中で、激しい口調でこれを町長が拒否されたと

いうことなんですけども、証人は福祉課長というお立場もございます。町民の命を

あるいは健康被害をというのを一番考えておられる部署ではないかと思う中で、幾

ら町長が怖かったと申せ、この町民の命あるいは健康被害等々を考えたときに、も

っと町長に考えを改めていただけるように進言する等々のことはお考えにならなか

ったんですか。もうその時点では諦めたんですか。桝井証人。  

○証人（桝井貞男君） その時点では断念いたしましたので、もう諦めたというふう

に御指摘されたら、もう反論の余地はないと思いますけれども、もっと私自身も町

民の方々のお顔も思い浮かべながら、もっと強い意思を持って申し上げるべきであ

ったというふうに思っております。  

○議長（新澤良文君） その後、これは保健センターのほうから伺い書、これも前回

の証言でございましたけども、伺い書というのを上げられて指摘されております。

この点について、保健センターから、現場からそういう声があるんだからというこ

とで、もう伺い書は御本人のほうからどなたに御報告をされたのか、もう一度お聞

かせください。桝井証人。  

○証人（桝井貞男君） 松本保健師が、多分３時以降の時間であったと思いますけど

も。 

○議長（新澤良文君） 何月何日。 

○証人（桝井貞男君） ７月１５日、木曜日のことでございます。伺い書を多分３時

以降の時間であったと思うんですけども、松本保健師が伺い書を私のところに持っ

てきました。それについて、松本保健師には上と協議するというふうにお伝えさせ

ていただきまして、私が芦高課長、それと副町長のところに会いに行きまして、伺

い書の書類をお持ちさせていただいた次第でございます。  

○議長（新澤良文君） その伺い書の処理については、どなたからどのようにしろと

指示をされましたか。桝井証人。  
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○証人（桝井貞男君） どうしようかということで御相談にお伺いしたんですけども、

副町長から町長に進言されたときに、私が決めたことですからというふうに激しい

口調で既に町長に言われたということで、町長に再考を進言する余地はないという

話が出まして、町長が様子を見ると判断されてることから、まずは、芦高課長から

桝井課長のところでもう預かっておいてほしいというふうに言われまして、副町長

も桝井課長でもう預かっておいてほしいと言われましたので、私が預かることとな

った次第です。 

○議長（新澤良文君） 本来は伺い書っていうのはどういうふうに処理をしなければ

いけないものなんですか。桝井証人。  

○証人（桝井貞男君） 本来は起案して決裁を仰ぐものでございまして、上の決裁な

いしは御判断を仰いだ上で決定するものでございます。  

○議長（新澤良文君） ただ、本町においては、この伺い書について、ちょっと違う

ことでお尋ねしますけども、こういうことは多々あるんですか。伺い書を決裁も取

らずにそのまま握り潰すということが多々あるんですか。桝井証人。  

○証人（桝井貞男君） ほぼないと思います。 

○議長（新澤良文君） ほぼない中で、今回は町長の判断が変わらないだろうからと

いうことで決裁を仰がなかったと、現場でこれを、逆に言うと、この伺い書につい

ては現場で隠蔽したということでよろしゅうございますか。桝井証人。  

○証人（桝井貞男君） 結果的に隠蔽されたと取られても仕方ないと思います。  

○議長（新澤良文君） 全国的にお伺いします。全国的に、この二度打ち、空打ち、

そしてこの針刺し事故というのはたくさん起きております。これは証人は御存じで

すか。 

○証人（桝井貞男君） はい、承知しております。  

○議長（新澤良文君） そんな中で、他の自治体はどのような判断でどのような処理

をされているかということは、証人は御存じですか。桝井証人。  

○証人（桝井貞男君） はい、承知しております。  

○議長（新澤良文君）  では、全国的に、あるいはマニュアル、厚生労働省の指導

等々がある中で、どうしたらいいかということをわかりながら、本町においてはこ

の組織ぐるみと申しますか、町長の指示の下、隠蔽なされたということでよろしゅ

うございますか。桝井証人。  

○証人（桝井貞男君） これにつきましては、いろいろな議論もありましたけども、

結果的には様子を見るという判断になりまして、公表や調査にはすぐに至らなかっ
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たということは事実でございます。  

○議長（新澤良文君） これちょっとお尋ねしますけども、週刊誌が取り上げなかっ

たら、この事実は明らかになっていたとお思いですか。桝井証人。  

○証人（桝井貞男君） 週刊誌に報道されて初めて明るみになりましたので、これが

なければこのような形で皆様方に知っていただくということは、現状では起こらな

かった可能性のほうがかなり高いと思います。  

○議長（新澤良文君） 大変由々しき状況だと思います。本当にこの二度打ち、空打

ち、針刺し事故というのは、先ほど参事のほうにも確認させていただきましたけど

も、Ｃ型肝炎、Ｂ型肝炎、エイズあるいは梅毒等の感染症のリスクを町民に与えて

しまうということは認識されておられましたか。桝井証人。 

○証人（桝井貞男君） 二度打ちがあった場合は、やはり感染症の可能性はあるもの

というふうに認識はしております。  

○議長（新澤良文君） では、重ねて申し上げますけれども、この注射器余りという

事故、事案について、全国的に今報告されている中では、ほぼ二度打ち、針刺し事

故ということで処理されてるという現実は御存じですか。桝井証人。  

○証人（桝井貞男君） はい、そういった形で慎重に対応されているものと思ってお

ります。 

○議長（新澤良文君） では、そういった中で、本町においては、町民の命あるいは

健康被害もそういうリスクがあるということを承知しながら、週刊誌で報道される

までの二カ月以上は、町民を危険にさらしてたということをお認めになりますか。

桝井証人。 

○証人（桝井貞男君） 確かに１１日の時点では、打たずに帰られた方がおられるの

ではないかとか、あるいは二度打ちの可能性があるのではないかとか、そういった

議論もございましたけども、やはり、よりリスクの高い二度打ちの可能性のほうを

重視して、当初からいろんな調査であるとか公表もさせていただいて、しかるべき

対応をするべきであったというふうに認識しております。  

○議長（新澤良文君） このような事故というのは、注射器１本余りの事案でこんな

対応をしたのは、本町、高取町だけでございます。ほかの自治体においては速やか

に公表して、町民、住民の命をあるいは健康被害を守るために、速やかに感染症あ

るいは抗体検査等々をされております。これについて、福祉課長として高取町の判

断、これはもう先ほどから間違っているということをおっしゃっておりますけども、

重ねて申し上げますけども、これはどのようにお考えですか。桝井証人。  
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○証人（桝井貞男君） やはり福祉課長といたしまして、赤ちゃんから高齢者の方々

に対しまして日頃から接している仕事でございます。やはりどの方もそれぞれ毎日

一生懸命生きられて、命の大切さというものを特に感じなければならない立場でご

ざいますので、当初からちゃんと調査して公表するべき事案だというふうに現時点

では考えております。 

○議長（新澤良文君） 今現時点では考えておられるということなんですけども、そ

の時点では考えられなかったということは、人ごとにされてたということでよろし

ゅうございますか。桝井証人。  

○証人（桝井貞男君） 私も町長に進言するべきかどうか悩んでおったことがござい

ますので、決して軽視していたわけではございませんけども、ただ、やはり私の意

思の弱さというところでございますので、これも弁解の余地がないと思います。  

○議長（新澤良文君） では、申し上げます。７月１１日については、幹部職員ある

いは等々が進言したということですけども、これはもう町長の判断ということは、

これはもう町長の責任やとお考えですか。桝井証人。  

○証人（桝井貞男君） 町長はもとより、私も含めまして、やはり関係した職員それ

ぞれに責任の一端があると思います。 

○議長（新澤良文君） それでは、８月１日の事案についてお尋ねいたします。  

  この８月１日のワクチン接種についても、これはワクチンの接種シールが２枚余

ったという報告がなされておりますけども、これは１００％確実に大丈夫と言えな

い状況がこれまでの証言で確認できております。この点についてどうお考えですか。

桝井証人。 

○証人（桝井貞男君） 先ほどの７月１１日の場合と同様に、いろんな可能性はある

とはいうものの、やはりよりリスクの高い可能性を追及してしかるべき対処をする

べきであったと思います。  

○議長（新澤良文君） それはもっともなことですね。町民の命を預かってる行政な

んで、それはもう当たり前のことだと思うんですけども、この点については、議員

の皆様の中でも問題ないっていうような発言をされる方もいらっしゃいますけども、

行政あるいは議会としては、１％の可能性でも追及しなきゃいけない。真相を明ら

かにしなきゃいけないという責任がございますので、この件についても何で今まで、

この８月１日事案については、７月１１日、あるいは再冷凍のことについては、そ

れなりに現場のほうでも伺い書等々、上がってるんですけども、８月１日事案につ

いては、認識の甘さというか、それが出てしまったからだと思うんですけども、こ
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れも組織的に隠蔽したと取られても仕方ないとお考えですか。桝井証人。  

○証人（桝井貞男君） 公表してなかったのは事実でございますので、そのように取

られるのも仕方ないと思います。  

○議長（新澤良文君） 証人にあえてお尋ねしますけども、７月１７日の全員協議会

の席上で、この際ですから、正直に話しますと。これまでのことがあたかも全て出

任せというか、そういうふうな説明をしたかのような発言がございましたが、２４

日と本日の発言は、全て正直に話されているということでよろしゅうございますか。

桝井証人。 

○証人（桝井貞男君） 私、そんな隠し立てようせん人間ですので、ありのまま申し

上げております。 

○議長（新澤良文君） では、再冷凍についてお伺いします。  

  この再冷凍についてなんですけども、どなたが発言されたのかはわかりませんけ

ども、御所市のほうでもこの冷蔵庫、再冷凍、温度管理の面で家庭用冷蔵庫を使っ

ている、あるいは温度計についても棒状の温度計を使っているからという発言がな

されてるんですけども、御所市を例に挙げて、本町の家庭用冷蔵庫は大丈夫やとい

うふうに認識されたというようなことでございましたけども、御所市に確認をされ

たっていうのはどなたがされたんですか。桝井証人。  

○証人（桝井貞男君） すみません、この７月１８日の件、私が知ったのは、７月２

０日のことでございまして、その辺の詳細なことは承知しておりません。  

○議長（新澤良文君） では、保健センターから県担当課や厚生労働省の担当者の見

解について報告された記録が提出されました。なぜ故意に隠したと取られかねない

対応をしたのですか。桝井証人。  

○証人（桝井貞男君） 私も７月２０日になってからお伺いしたんですけども、なぜ

そのような対応をしたかということにつきましては、ちょっと当事者でないとわか

らないと思います。 

○議長（新澤良文君） ちょっとここでお尋ねしますけども、福祉課として、このワ

クチン接種についてはどの辺りまで関わっておられると申しますか、普通はこの福

祉課の下にと申しますか、福祉課の中に保健センターがあるというような認識なん

ですけども、福祉課長である証人が認識してなかった等々の発言をされておられま

すけども、その辺はお立場的には、もうワクチン接種については御自身のお立場あ

るいは責任等々は、どのような立場におられたんですか。桝井証人。 

○証人（桝井貞男君） 保健センターで当初ワクチン接種しておりまして、そのとき
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は私も日曜日と水曜日の接種のときはもうずっと出向いてスタッフの要員も兼ねま

して、ずっと対応しておりました。７月のリベルテホールからの接種するに当たっ

ては、プロジェクトチームのほうで中心にしていただいておりました。ただ、私も

保健センターの上司でございますので、報告があれば、十分対応する必要があった

のかなというふうに思っております。  

○議長（新澤良文君） これ保健センターからの伺い書は桝井証人のほうは決裁に判

子押されておりますけども、これはどういうことになってますか。桝井証人。  

○証人（桝井貞男君） この伺い書を植山所長か誰かわかりませんけども、７月２０

日の火曜日にですね。 

○議長（新澤良文君） ちょっと待って、植山所長か誰かわかりませんけどもって言

った。 

○証人（桝井貞男君） ごめんなさい。違う、ちょっと取り消します。私の言い間違

いです。申し訳ございません。すみません、出張先から役場へ４時ぐらいに、２０

日の火曜日だったと思います。帰ってきましたら、ちょっと決裁箱にいろんな、保

健センター、地域包括、福祉課の起案の処理がいっぱい溜まってましたので、その

書類の整理をしておりましたところ、順次決裁しておりましたら、その７月２０日

付の植山所長起案の伺い書が入っておりました。それで、ちょっと伺い書に目を通

してから、植山所長に電話で連絡をいたしまして、内容を確認させていただきまし

たけれども、決裁部分が課長専決となっておりましたので、この書類は、本来、上

までの決裁が要るのではないかというふうにお伝えしたところ、植山所長が課長に

お任せしますという返答でございましたので、そのまま副町長室のところへお伺い

させていただきまして御相談に寄せていただいた次第でございます。  

○議長（新澤良文君） このワクチン接種に係る重要な案件を課長決裁ということで

判断されたということでよろしゅうございますか。桝井証人。  

○証人（桝井貞男君） 当初の起案が課長専決となっておりましたので、私としては、

本来、上までの決裁が要るではないかというふうなこともございましたので、これ

はもう上に報告するべきものであると思いましたので、報告に行かせていただいた

ものでございます。 

○議長（新澤良文君） ７月１１日のこの伺い書について、回答も何もいただけなか

ったからということを保健センターの職員は申されております。ということでとい

うことも考えられるのかなと思うんですけども、この伺い書の扱いについて、課長

決裁やあるいは上まで上げる等々ということを御自身で判断されたということでご
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ざいますけども、この中身の内容を読むと、決して御自身、福祉課長一人で判断で

きるような内容じゃないと思うんですけど、どなたに具体的に、いつどなたにどの

ような形で御相談されたんですか。桝井証人。  

○証人（桝井貞男君） この伺い書をお持ちさせていただきまして、副町長室におき

まして、副町長と武平参事と芦高課長と石尾課長に伺い書をお示しさせていただき

まして相談させていただきまして、その上で同じ顔ぶれで町長室に参りまして、町

長を交えて御相談させていただきました。  

○議長（新澤良文君） ということは、このお伺い書についても、町長も御存じで、

町長も判断されたということでよろしゅうございますか。桝井証人。  

○証人（桝井貞男君） はい、町長室へ同じ顔ぶれで行っておりますので、間違いご

ざいません。 

○議長（新澤良文君） どのように判断されたんですか。もう問題ないと、このよう

に伺い書が上がってるけども、これについては問題ないと判断されたのか、取り上

げることもないというふうに判断された、どういうふうな判断を最終的になされた

んですか。桝井証人。 

○証人（桝井貞男君） 町長からファイザーに安全かどうか確認しているのかという

ことを石尾課長にお尋ねになりまして、確認してます、ということでございました。

伺い書に今回の件を奥村先生に報告してよろしいかという記載がございましたので、

それについてどうするかというふうな御相談もさせていただきましたら、石尾課長

から、奥村先生に報告するようにということで町長が指示されまして、それに基づ

きまして、石尾課長と前田補佐が奧村先生に報告されたというふうにお伺いしてお

ります。 

○議長（新澤良文君） 報告されたということなんですけども、これ異なった報告、

ファイザーからの報告書が上がってるということで、プロジェクトリーダーのほう

の報告書と詳細に保健センターのほうは報告書を上げてるわけでございますけども、

これあと、後ほどファイザーのほうからどのような問合せがあったかっていう証拠

が提出されるんで、それはもう明らかになるわけでございますけども、少なくとも、

私、昨日、県の医療政策局新型コロナワクチン接種推進室の室長、マツナミ室長に

この件についてお尋ねしたところによると、ワクチンの搬送については、５分間デ

ータロガーをつけて搬送したというふうなことでございまして、そのときに１６度

という温度もお示しになったので、県としては大丈夫ではないかと思われますが、

念のためファイザーに問い合わせてくださいというような対応をさせていただきま
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したということをおっしゃっておりました。  

  一方、その日の午後から、町の保健センターのほうから、全く異なる問合せがあ

り、県のほうでも驚いたということをおっしゃっておりましたけども、保健センタ

ーからの問合せについては、このワクチンは、保健センターからの問合せによると

ころによると、不適切なワクチンやということに当たると思いますということもお

っしゃっておられたわけなんですけども、そういったお互いに全く違う主張をされ

てる中でそれを詳細につづったこの伺い書を福祉課長、副町長、総務課長、参事、

町長、皆さんで検討された中で、どうして片方のプロジェクトチームの意見のみを

採用されたのか。 

  このワクチンについては、取扱のマニュアル等々もございます。そのマニュアル

に基づいて対応されなかったことにおいてもそうなんですけども、その辺をどうお

考えなのかお聞かせください。桝井証人。  

○証人（桝井貞男君） やはりそれぞれどのような形で先方に問合せされただとか、

やはり当初からもう少し詳細に確認しておくべきではなかったかと思います。  

○議長（新澤良文君） 先ほど参事の証言もそうだったんですけれども、過ぎてきて

しもたことなんで、そうしておけばよかったっていう証言の仕方しかないんかもわ

かりませんけども、ちょっとこの再冷凍のワクチンにおいては、健康被害等々の報

告はまだ今の時点では出ておりませんけども、ワクチンそのものについての危険、

あるいは健康被害等々のことも今後出てくるんかもわかりませんけども、それもわ

からない中での取扱いについてのことですんで、福祉課長として、事前にマニュア

ルを読んでおくであるとか、あるいは保健師、濱坂保健師かな、福祉課の、福祉課

の所管の濱坂保健師もこのマニュアル等々は読んでませんと、認識がありませんで

したというような証言もされてたんですけども、このワクチンを取り扱うっていう、

町民にワクチンを接種するっていう行為において、すごくすごく責任感のない甘い

考えでおられたと取られても仕方がないと思うんですけども、どうお考えなんです

か。そのワクチン接種に当たって、福祉課としてマニュアルを読むであるとか、ど

ういうことをやっていったらいいということも事前にやらなかったんですか。桝井

証人。 

○証人（桝井貞男君） やはり町民の方々の安心・安全、それから命をお預かりして

るということを十分に捉えまして、私も含めまして、各職員におきましては、やは

りことの重大性というものを当初から十分認識した上でやはりマニュアル等の内容

の理解を徹底すべきであったというふうに思います。  
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○議長（新澤良文君） では、その当時は理解してなかったということでよろしゅう

ございますか。桝井証人。  

○証人（桝井貞男君） やはりマニュアルの詳細に内容を理解十分できてなかったと

いうのは事実でございますので、やはり当初からそうすべきであった、というふう

に思います。 

○議長（新澤良文君） 保健センター所長とプロジェクトチームの連携不足が原因の

事故ではないかという見解が、先日２４日の議会でも議員から指摘もされましたが、

連携不足の状況について、保健センターの直属の上司である桝井課長は、何か対応

策を講じられましたか。桝井証人。  

○証人（桝井貞男君） 私なりに日頃から所長からの意見もお伺いしてまして、それ

を対策本部なりお伝えはしておりました。ただ、やはりこれも私が間に入ってたと

いうものの、これも保健センターの上司である私の管理いいますか、力不足である

ということでございますので、責任の一端は当然私にあると認識しております。  

○議長（新澤良文君） ワクチンの取扱いについて、プロジェクトチームにどのよう

に指導するように保健センター所長に伝えましたか。桝井証人。  

○証人（桝井貞男君） プロジェクトチーム、ワクチンの取扱いにつきましては、保

健センターのほうでも当然勉強してるわけでございますけれども、プロジェクトチ

ームが、もちろん保健センター所長もプロジェクトチームの一員でございますので、

そのプロジェクトチームの会議の中で知ってることはあるかもしれませんけども、

私がプロジェクトチームから保健センターの所長にもし伝えなければならないとい

うことがありましたら、逐一伝えておりました。  

○議長（新澤良文君） 一部の方は、この保健センターの伝達ミスでこの再冷凍の案

件が事件が起きたんじゃないかというような偏った意見をお持ちの方もいらっしゃ

るみたいなんですけども、その点についてどうお考えですか。桝井証人。  

○証人（桝井貞男君） それぞれやはり言葉足らずの部分とかあったかもしれません

けども、やはりその一方の説明不足、あるいは一方の認識不足、そういったことは

多々あることでございますけれども、意思の疎通というのを当初から十分に図って

漏れることがないようにするべきであるというのは当然のことであると思います。  

○議長（新澤良文君） 少なくともこのワクチンの搬送について、意思の疎通はしな

かって、保健センターから言わせれば、マニュアルぐらい読んどけよというような

ことでもあったらしいんですけども、その後に、再冷凍に当たるということを保健

センターから指摘されて、このワクチンを町民に接種するまでは期間がございまし



 

－３２－ 

た。その中でやっぱり疑義のあったこのワクチンについて、プロジェクトチームの

ほうの一方の言い分を聞き入れて、現場は保健センターのほうのマニュアルに準じ

た意見というのを取り入れなかった。  

  そして、２１日にこの問題ワクチンを町民の方に接種するに至ったわけなんです

けども、これはこのワクチンを廃棄するという判断というのには至らなかったんで

すか。この再冷凍については、他の自治体においてもネット等で見ていただければ

わかるんですけども、いろんな事件や事故が起きております。再冷凍に当たるワク

チンを接種してしまった自治体もありますけども、再冷凍をやってしまったという

ことを認識した自治体というのは、このワクチン、怪しいワクチンというのはもう

廃棄されております。そういう手もございますんで、このワクチンについて無理無

理使う必要もなかったんじゃないかと思われますけども、どうお考えですか。桝井

証人。 

○証人（桝井貞男君） 廃棄というのも選択肢の一つとして、もう少し議論を尽くす

べきであったものと思います。  

○議長（新澤良文君） 桝井証人に質問のある議員の方はいらっしゃいますか。森下

議員。 

○７番（森下 明君） まず、７月１１日に起きました事象について確認をさせてい

ただきます。ワクチンが１本余ったという状況において、武平参事に連絡されてい

ますね。それは何時頃であったか覚えておられますか。  

○議長（新澤良文君） 桝井証人。 

○証人（桝井貞男君） 多分３時ぐらいであったかなと思います。  

○議長（新澤良文君） 森下議員。 

○７番（森下 明君） ３時頃、武平参事にお電話されて、武平参事から指示があっ

たと思いますが、どういう指示があったかお答えください。  

○議長（新澤良文君） 桝井証人。 

○証人（桝井貞男君） 対象者に連絡すべきでないか、というふうに言われたと思い

ます。 

○議長（新澤良文君） 森下議員。 

○７番（森下 明君） 状況はどのように対応されましたか。 

○議長（新澤良文君） 桝井証人。 

○証人（桝井貞男君） 接種に対して強い不安のあった人、お一人には、松本保健師

から連絡はさせていただきましたけども、それ以外の方につきましては連絡するこ
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とができませんでした。 

○議長（新澤良文君） 森下議員。 

○７番（森下 明君） 対象者に対して確認を取りなさいという、取ったほうがいい

ですよという示唆があったにもかかわらず、すぐさま対応されなかった、夕方の会

議までそういう進言もなかったということで理解してよろしいでしょうか。  

○議長（新澤良文君） 桝井証人。 

○証人（桝井貞男君） 結果的にそれがもう事実でございます。  

○議長（新澤良文君） 森下議員。 

○７番（森下 明君） その後、へいせいたかとりの場所から終わった皆さんが戻ら

れて、会議をなさったという中で、最終的には町長の判断によって、これは経過観

察やという方向性が見いだされた。翌日進言された人たちの中でも、それは経過観

察いう答えを町長が出されたということでございます。それは間違いないですね。  

○議長（新澤良文君） 桝井証人。 

○証人（桝井貞男君） はい、間違いございません。  

○議長（新澤良文君） 森下議員。 

○７番（森下 明君） それから、週刊誌でこれが取り上げられるまでの間、これ二

カ月以上ございましたが、どなたかこの５９人の経過観察について、これはどうさ

れるんですかと再度進言された方はおられますか。  

○議長（新澤良文君） 桝井証人。 

○証人（桝井貞男君） 私の知ってる範囲ではおられないだろうと思います。  

○議長（新澤良文君） 森下議員。 

○７番（森下 明君） 全員接種に関わっておられたんで、それは忙しい思いもされ

ていたという中で、全員そしたら忘れておられたんか、というふうに取られてもし

ようがないと思うんですが、いかがでしょうか。  

○議長（新澤良文君） 桝井証人。 

○証人（桝井貞男君） もう今となっては公表してなかったのは事実でございますの

で、もう全く弁解の余地はないと思います。  

○議長（新澤良文君） 森下議員。 

○７番（森下 明君） これ誰かに責任なすりつけてるわけでも何でもないですよ。

当然町長がそういう責任ある立場で発言されたんですから、ただし二カ月半もの間、

何のアクションも誰一人起こすこともなかったというのが不思議でしようがないん

ですが、その辺についても不思議やというふうには思いませんでしたでしょうか。  
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○議長（新澤良文君） 桝井証人。 

○証人（桝井貞男君） 確かにそのとおりでございます。先ほども申し上げましたけ

ども、町長はもとより、私も含めまして、関係した職員にも責任の一端は、当然私

も責任の一端はあると申し上げましたけども、そのように思っております。  

○７番（森下 明君） 結構です。 

○議長（新澤良文君） ほかにございませんか。谷本議員。  

○３番（谷本吉巳君） 私からは、ワクチン接種推進事業の体制について、課長にお

伺いしたいんですけれども、まず、４月の時点では、このワクチン接種事業、所管

課については福祉課と保健センターと認識されておられましたか。 

○議長（新澤良文君） 桝井証人。 

○証人（桝井貞男君） ４月の時点では、福祉課、保健センターでやりながら、ワク

チンの対策本部の総務課とも連携しながら進めていったのは、これはもう事実でご

ざいます。 

○議長（新澤良文君） 谷本議員。 

○３番（谷本吉巳君） ５月の１０日にプロジェクトチームが発足したわけでござい

ますが、これにつきましては、桝井課長のほうから、福祉課と総務課だけでは厳し

いということでプロジェクトチームができたのか、そこら辺の認識はどうですか。  

○議長（新澤良文君） 桝井証人。 

○証人（桝井貞男君） これは私が何か申し上げたからできたということは一切ござ

いません。恐らく前回、副町長が答弁されてましたので、上層部のほうで検討をさ

れたのかなというふうに思います。  

○議長（新澤良文君） 谷本議員。 

○３番（谷本吉巳君） このプロジェクトチームについて、桝井課長のお考えはどう

ですか。 

○議長（新澤良文君） 桝井証人。 

○証人（桝井貞男君） やはり当初、保健センターでコロナワクチンの業務を担って

おりましたけども、予約の受付も大変混乱の中、させていただきました。ただ、予

約の受付も大変な中、接種も始まるということで、なかなか予約の受付と接種と一

つの部署でするのは、現実的にも物理的にも困難であるということを考慮していた

だいて、あとリベルテでの接種も控えてましたので、そういったことも考慮して、

やはり保健センターだけでは町民の方々の接種もスムーズに進まないのではないか

と、恐らくそういうふうな認識を上のほうでお持ちになってプロジェクトチームを
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立ち上げられたのかなというふうに思っております。  

○議長（新澤良文君） 谷本議員。 

○３番（谷本吉巳君） このワクチン接種事業につきましては、町民の命を預かるよ

うな非常に重要な事業でございますので、研修会あるいは勉強会を実施して、共通

認識を持った上でワクチン接種推進事業をスタートするのが本来ではないかと思い

ますが、そのようなことはされましたか。  

○議長（新澤良文君） 桝井証人。 

○証人（桝井貞男君） 県のほうのオンライン会議につきましては、関係者全員出席

して聞いてたところでございます。あと、プロジェクトチームの中では、プロジェ

クトチームの会議ということで定期的に会議はされてたと思いますけども、ただ、

研修会等々をもう少ししといたらよかったのではないかという御指摘がありました

ら、それもそのとおりであるというふうに受け止めなければならないと思います。  

○議長（新澤良文君） 谷本議員。 

○３番（谷本吉巳君） 御指摘がありましたら、受け止めなければならないというよ

りも、桝井課長、福祉課長として、どのように共通認識を持った上でスタートしな

ければいけないというふうに私は思うんですけれども、その点についてどのように

お考えですか。 

○議長（新澤良文君） 桝井証人。 

○証人（桝井貞男君） やはり業務マニュアル等々、共通の認識を持つために研修会

とかいう場でなくても、やはりその随時もう打ち合わせするとか、もっと綿密に会

議とかいう大層なものでなくても、やはり日頃から随時打ち合わせするとか、そう

いった形で緊密に共通の認識を持つための顔合わせというのが必要であったのかな

というふうに思います。 

○議長（新澤良文君） 谷本議員。 

○３番（谷本吉巳君） 各証人のお考えを聞いておりますと、やはり必要最低限の認

識がないままに業務に当たられているというふうに私は感じたわけでございますが、

桝井課長として、万全の体制でスタートしたというふうに認識はされてますか。  

○議長（新澤良文君） 桝井証人。 

○証人（桝井貞男君） 保健センターの予約の受付につきましても、初日は大変混乱

をいたしました。万全の体制でやったのかと言われましたら、町民の方々には大変

御不便をおかけしたと思っておりますし、今となっては、やはり何といいますか、

スムーズにもっといくようにいろんな連携や勉強をもっとするべきであったという
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ふうに思っています。 

○議長（新澤良文君） 谷本議員。 

○３番（谷本吉巳君） 最後に、来年３回目のワクチン接種が行われるというふうな

報道もあるわけでございますが、はっきり言わせていただいたら、町民の信頼も損

なわれてる状況の中で、信頼を回復して、町民の方々に３回目の接種を受けていた

だくにはどのようにすべきか、課長の考えをお聞かせください。  

○議長（新澤良文君） 桝井証人。 

○証人（桝井貞男君） やはり町民の方々の信頼、不信感を持っておられる方も当然

いらっしゃることかと思います。やはり町民の方々の信頼を取り戻すためにも十分

な、今回の事案につきましても十分な説明を尽くしながら、いろんな検査とかも万

全の対応をさせていただきまして、町民の方々が安心して３回目の接種を受けられ

るような体制を整えていく必要があると思います。  

○３番（谷本吉巳君） 終わります。 

○議長（新澤良文君） ちょっと今、発言の中で一つ、不安な気持ちでおられる町民

の方もいらっしゃるかもしれませんっていう証人の発言があったんですけども、こ

れ町民の方は、この中身について詳細にわかってる方っていうのは全てじゃないん

ですよね。例えば町長の判断で感染症リスク、Ｃ型肝炎、Ｂ型肝炎、エイズ等々の

リスクがある中で町長の判断でこれを健康被害併せて隠蔽したと、こんなことは全

ての町民も知らないですし、再冷凍のワクチンについて健康被害等々あるというこ

ともわかっていらっしゃらない。これが再冷凍に当たるかどうかっていうこともこ

れから議論していくわけなんですけども、それについても町の一方的な、今日の広

報でも見させていただきましたけども、何か各自治会の区長さんとこに持っていっ

た文書もそうですし、この広報についてもそうなんですけども、町民の方全てがこ

の事実をわかっていたら、全ての町民の方がやっぱり不信感を不満を持つと思う。

思われませんか。桝井証人。  

○証人（桝井貞男君） やはり町民の方々も実際本当に何があったのかとかいうこと

も御存じない方もいらっしゃいますので、当然不安感とか不信感を持っておられる

方もいらっしゃると思います。 

○議長（新澤良文君） だから、その不信感を持ってる方もいらっしゃるんじゃなし

に、そういう方が事実をきちんとした説明をしないから、逆にそれが混乱を防いで

るっていうこともあるんかもわからないけども、そういう形でされてるのかなと思

うんですけども、今後この今まで起きたことに関して、１００条調査権を発動して
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るんで、これは議会としては、この調査権の結果をまた発表するということになっ

てくると思うんですけども、行政において、いろんなことで今反省すべきだとか、

あのときはこうしていたらよかったとかいう発言はなさるんですけども、発言をな

さるような対応を町民にされてないっていうのが現実でございます。  

  今後どのような対応されるおつもりなんですか。桝井証人。  

○証人（桝井貞男君） 今後におきましては、町を挙げて町民の方々に内容を理解し

ていただけるような形で、何らかの形でお知らせすべきであるとは思います。  

○議長（新澤良文君） ほか、どなたか。松本議員。  

○４番（松本圭司君） そしたら、７月の１１日の件だけお聞きします。  

  これも松本保健師さんからの資料に書かれておるんですけども、松本保健師さん

も二度打ち、空打ちはあったんかと聞かれて、ありませんと。それと、予診確認時

に接種に対する不安の強い訴えがあった住民がおられますという報告は、桝井課長、

受けておられますか。 

○議長（新澤良文君） 桝井証人。 

○証人（桝井貞男君） はい、受けております。  

○議長（新澤良文君） 松本議員。 

○４番（松本圭司君） それをもって協議をされたのか、その後に松本保健師がその

不安の強い訴えのあった住民の方に電話を入れて、不安であったが、医師に相談し

無事に接種できたということもお聞きになっておりますか。  

○議長（新澤良文君） 桝井証人。 

○証人（桝井貞男君） そういった内容もお聞かせいただきながら協議をした次第で

ございます。 

○議長（新澤良文君） 松本議員。 

○４番（松本圭司君） こういうこともあって、なぜ打たずに帰られたというのが主

流になったんでしょうか、どういう協議で、これがもう楽なほうに流れたのか、ど

ういう、桝井課長としてはどういう考えで打たずに帰られたのかという判断をされ

たんですか。 

○議長（新澤良文君） 桝井証人。 

○証人（桝井貞男君） 打たずに帰られた可能性もあるという話ももちろん出たわけ

でございます。その一方で、二度打ちの可能性についても協議をさせていただきま

して、最終的には、町長がこのまま様子を見たらどうですかと言われまして、結果

的には、そのまま様子を見るというふうになりました。ただ、先ほどから申し上げ
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ておりますように、やはりもっと、私の意志の弱さで強く進言するに至らなかった

ということで、当然責任の一端は私にもあるというふうに認識をしております。 

○議長（新澤良文君） 松本議員。 

○４番（松本圭司君） それは協議された皆様方の責任であって、最終的には町長が

責任を取られると思いますけども、やはりこういう誰が考えても、まず５９人に連

絡取ろうや、という話が出ないということ自体が、どうも組織としてはなってない

なと思います。以上で終わります。  

○議長（新澤良文君） ほかにいらっしゃいますか。新澤議員。  

○８番（新澤明美君） 今、松本議員と私も意見は同じですけれども、１１日の件に

関しましては、関係の人たちと話合いする場でいろんな意見出てますが、みんなで

これは調査しなくちゃいけないという方向になってないという、そこに居合わせた

皆さんがそういう意見で一致しないということ自体が問題であると思ってますので、

これは本来、本部会議に当然、まず、県や国へ行く前に、高取町のコロナ対策本部

会議にこのことがかけられてということは当然あるべきことなのに、全くこれらの

ことはかけられてないというのはもう本当に大きな問題や思ってます。  

  今、私、意見を述べることをやめまして、桝井さんにも意見は述べていただかな

くても結構です。事実だけ述べていただけたらと思うんですが、これまで、４月に

本部会議、対策本部が設置をされておりますが、もうその時期から現場の保健師や

その他の幹部職員等の間の中でなかなかうまくいってないという状況も少しずつ、

ちらほら聞こえてきたわけでございますが、それは、その前からもいろいろあった

ようにも私は聞いてるわけです。  

  実際にその担当の課長として、今回、組織的に連携ができない、少なくとも対策

本部ができてからで結構です、何があったんかなと。現場と現場じゃないところで

どういう意見の相違があったのか、何があったのか、事実だけ、知っていることの

み、ここで発言をお願いします。  

○議長（新澤良文君） 桝井証人。 

○証人（桝井貞男君） ただいまのお尋ねでございます。  

○議長（新澤良文君） もういいんですか、新澤議員。  

○証人（桝井貞男君） 今回、保健センターとの意思の疎通とかお尋ねいただいてま

すけども、発端は私に責任があるとは思ってます。といいますのも、この１月に新

型コロナワクチン接種の議論が開始されましたけども、ちょっと私、１月６日から

２月２４日に復帰するまでの間、ちょっと病気で不在でございまして、一番肝心な
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ときに私がいてなかったということで、その間にもうちょっと保健センターと本部

の間でぎくしゃくするようなことがあったっていうふうに聞いておりまして、これ

はもう全て私がいてなかったためにこのようなことになったということで、もう全

て私の責任であるというふうに思っております。  

○議長（新澤良文君） 新澤議員。 

○８番（新澤明美君） どういうことを聞いておられたのか。その後、本部会議がで

きるまでの期間もありましたし、本部会議ができてからもいろいろあったんじゃな

いかと思うんですが、事実述べてください。  

○議長（新澤良文君） ちょっと、新澤議員、広過ぎて、いろいろあったっていう、

ちょっと個別に質問してあげないと答えにくいと思うんです。具体的にどういうふ

うな、いろいろっていうのは。新澤議員。  

○８番（新澤明美君） いえ、私は確認できないことをこのまま本会議場でやっぱり

言えないんで、事実を確認されてることがあったら、もめていることがあったんや

ったら、それをここで発言ください。それ以上、ここで私は言いません。  

○議長（新澤良文君） もめてる。 

○８番（新澤明美君） ありませんか。何ももめてなかったんですか、それじゃあ、

現場とこの幹部との間で。先ほど議長もちょっとおっしゃっておられましたけれど

も、何もそれ、課長としては御存じじゃなかったわけですか、現場とこの幹部との

間で意思の疎通、またリーダーとの連携等についても含めてね、何も聞いておられ

ませんか。 

○議長（新澤良文君） 桝井証人。 

○証人（桝井貞男君） 何も聞いてなかったということはございませんけども、やは

りそれぞれの言い分があることと思いますので、なかなか一方の発言がこうやった

とか、もう一方の方はこういう発言やったというふうなことで、ちょっと誤解を招

くようなことがあってはあきませんので、ちょっと慎重にならざるを得ませんけど

も、ただ、やはりやっぱりお互いの言い分っていうのがうまくかみ合わなかったと

いうこともあったのは事実かと思います。  

○８番（新澤明美君） もう結構です。それについてはもう少し、今は結構です。 

○議長（新澤良文君） ほかにいらっしゃいませんか。  

  ないようでしたら、これで桝井証人の尋問を終わります。  

  次に、３０分から芦高総務課長を証人として尋問いたします。  

  ３０分まで休憩いたします。  
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          午前１１時２１分 休憩 

          午前１１時３２分 再開 

                                     

○議長（新澤良文君） それでは、再開いたします。  

  芦高証人、証言台のほうへよろしくお願いします。  

○議長（新澤良文君） 宣誓の後に、宣誓書に署名、捺印をお願いいたします。  

○証人（芦高龍也君） 宣誓書。私は良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、

何事も付け加えないことを誓います。令和３年１０月５日。芦高龍也。  

          〔芦高証人 宣誓書に署名、捺印〕 

○議長（新澤良文君） それでは、芦高証人にお尋ねいたします。  

  先にもお尋ねいたしましたけども、７月１１日の保健センター、二度打ち、空打

ち、あるいは針刺し事故という事案について、隠蔽されていたのではというような

疑惑についてお尋ねいたします。  

  これまでの皆さんの証言が組織ぐるみの隠蔽とも取れるのですが、芦高証人はど

うお考えですか。芦高証人。  

○証人（芦高龍也君） ７月１１日のワクチンが１本余った件につきましては、今ま

での証言にありましたとおり、夕刻に協議をいたしました。そのとき様々な意見が

出たのですが、そのときには隠蔽とかというような気持ちじゃなくて、実際に、本

当にどうあるべきかということを議論しました。最終的に、町長の御判断で様子を

見るというような結果になったのですけども、これが、公表をしなくて隠してたと

いうことは事実でございますので、そう言われても仕方がないことだと私は思って

おります。 

○議長（新澤良文君） この１１日のときに、松本保健師が看護師に確認等々したの

で、看護師のほうは間違いなく接種しましたという、その看護師の証言をして針刺

し事故はなかったという御判断をされたというような証言を町長はじめ、証人の皆

さんからあったわけなんですけども、そもそも針刺し事故、あるいは空打ち、二度

打ちっていうのを全国的に、どこの、あちこちの自治体で起きてる事件でございま

すけども、これについて保健師や、その現場で接種した看護師が認識していながら、

こういう事故が起きた、注射器が１本余ったっていう事案と、保健師はもう本当に

わからずに、気が付いたら、接種後にシリンジが１本、針よりも余ってたという事

例が全国的に起きております。こういったことは、全国の事例というのは御存じな

かったんですか。芦高証人。  
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○証人（芦高龍也君） いろんな、全国でこの件につきましては、針刺し事故という

ことで事故が起きております。それは報道等とかで確認しながら、こういう事案が

起きてるということは認識しておりました。  

  ただし、私が個人的に思っておったのは、接種される看護師の方が、自分が接種

をしましたということで、皆、人を特定して事故が判明してるということで思っと

ったので、今、議長が前回からもおっしゃられるように、無意識で起こってるんや

ということを言われて初めて私もそういうケースが考えられるかなということで、

今はそういう認識に変わっております。  

○議長（新澤良文君） 無意識だけじゃなしに、故意にというケースもあるかもしれ

ません。これはもう看護師の心の中、腹の中でのことですんで、それは私にもわか

らないことなんですけども、針刺し事故をやってしまった瞬間に申告して、それは

先日、斑鳩町のほうではそういうことがあったんで、その場でその前後、たまたま

御家族の方だったみたいなんですけどね、もう斑鳩町に聞き取り、昨日行ってまい

りました。だったんで、その接種の前後におられた方に抗体検査、感染症検査、も

うどなたかっていうことは特定できたんでっていうことでありますけども、本町の

場合においても、そしてほかの自治体においても、接種が終わった後、注射器が残

ってしまったという事例がございます。これは、看護師の人が認識、無意識のうち

になのか、これは、やってしまった、どうしようということも含めて、よう申告し

なかったっていうこともあるのかっていうのは、その看護師の人の心の中のことで

すんで、そこまでは僕もちょっとわかりませんけど、実際そういうことで起きてお

ります。 

  そして、そういう間違い、針刺し事故を起こした自治体というのは、事実を確認

した時点で公表して、対象の住民の方全てに感染症、あるいは抗体等々の検査をや

って、住民の命、健康を守るために対応されてるということでございますけども、

この点については御存じでしたか。芦高証人。  

○証人（芦高龍也君） これも報道によるものでございますけども、すかさず速やか

に公表して、事実を公表するっていうことは存じ上げておりました。  

○議長（新澤良文君） では、なぜ本町ではそのようなことができなかったのか。帰

った人がおる可能性等々、可能性が高いや低いやっていう話じゃなしに、事実は事

実として、ワクチン、シリンジが１本余ったっていうことにおいて、感染症という

大きな病気のリスクを町民の人に強いられるっていうことがある中で、なぜ本町に

おいては、どこの自治体でもできてることができなかったんですか、どこに原因が
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あるとお考えですか。芦高証人。  

○証人（芦高龍也君） ７月の１１日の午後５時過ぎから１時間余り会議を、協議を

いたしました。その中で、皆さんからいろんな意見を頂戴しながら、最終的に町長

が御判断をされましたが、そのときにいろいろな意見が出た中で、既にもうほかの

市町村でも公表してるので、うちもやはり公表すべきだということの意見を言うべ

きでした。 

○議長（新澤良文君） いえいえ、質問の趣旨と回答が違うんですけども、本町にお

いて、どこの自治体でもできることをなぜできなかったんですか、反省はいいんで

す。何でできなかった、原因をどうお考えですか。芦高証人。  

○証人（芦高龍也君） なぜできなかったという原因なんですけども、やはり協議を

進める中で皆さんから意見をいただきました。その中で、最終的に町長が判断され

たことですので、それ以上のことはできませんでした。  

○議長（新澤良文君） では、町長本人に聞かないとわからないことなんですけど、

町長は何でそういう間違った判断をされたとお思いですか。芦高証人。  

○証人（芦高龍也君） その件につきましては町長のほうの御判断であり、なかなか

どういう思いでということは今、私の口から答えることはできません。  

○議長（新澤良文君） じゃあ、この今回の件につきましては、週刊誌が発売される

までの間、先ほど森下議員のほうからもございましたけども、誰も指摘もしなかっ

た、保健センターのほうは伺書で出してたわけでございますけども、あとの職員に

ついてはもう忘れていたかのごとく、当初この週刊誌発表があった日の午前中に、

私のところに町長、副町長、芦高証人のほうが来られたときは、経過観察。今まで

経過観察してましたみたいなことあったんですけどもね。特定はされてるんですか

って言ったら、これからですっていうことだったんで、その辺の認識の、甘さとい

うよりも、あまりにもお粗末で、本当にこの町民の命っていうものをないがしろに

したっていう罪は極めて重いと思うのですけども、その辺の認識はございますか。

芦高証人。 

○証人（芦高龍也君） 今、百条議会がスタートしてからいろんな意見が出ておりま

す。その中でも、かなり町民さんに対する命の大事さと、大切さっていうことはつ

くづく認識しております。我々もワクチン接種が始まるときには安全・安心を最優

先しながら接種をしてきたんですけども、今回このようなことになりまして、疑義

が生じてると。もっと、なぜ速やかに対応しなかったっていうことにつきましては、

今になっては何の弁解の余地もないと考えます。  
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○議長（新澤良文君） だから、どこの自治体でも、どこの市町村でもやられてるっ

ていうのは、どこの市町村でも住民の方の命を大事に、それを一番に政策、あるい

は町政を運営されておるわけでございますけども、本町においては、町民の命はさ

ておいて、町民の命を危険にさらすことについては何とも思わずっていうように取

られかねないような対応だったというように思うのですが、これ組織ぐるみの隠蔽

と取られても仕方がない部分と、あるいは町長の責任問題というの、前回の証言、

芦高証人の証言の中でもございましたけども、７月１２日に進言なされてますね。

そのときにどのような言葉で、どのように町長に進言されたのか。ただやっときま

しょうよと申されたのか、町民の命が大事ですから、町長、ここはお願いしますと

熱意を持って進言なされたのか、その辺の言葉のニュアンス的なこともちょっとお

聞かせください。芦高証人。  

○証人（芦高龍也君） ７月１２日の午前、朝一番に町長の部屋へ副町長と石尾総合

政策課長と参りました。そのときには、やはり昨日の二度打ちがあるんじゃないか、

帰られたっていう意見で最終的には収まった、収まるというか、決定はしたんです

けども、やはりそういうことは拭えないので、ある程度検査をして、連絡をして、

公表をしましょうということで、私のほうからはそういう強い口調では申しません

でしたけども、色々な副町長なり課長のほうからも同じような意見で出たと記憶し

ております。 

○議長（新澤良文君） はい。でも、聞き入れてもらえなかった。この町長の判断、

この日の判断についてはどう思われますか。芦高証人。  

○証人（芦高龍也君） そのときの町長の思いは存じ上げませんけども、やはり組織

として、町長の意見として判断されたことなのだからということで、我々はそれ以

上のことは強く進言できなかったです。  

○議長（新澤良文君） そこら辺がちょっと僕も理解できなくて、そこまで町民の命、

あるいは感染症のリスクがあると認識なされてる証人が町長に進言行かれたわけな

んですけども、健康被害、命の危険もあるということの認識ありながら、町長に進

言した、だけど町長は聞いていただけなかった。でも、これは町長に聞いていただ

けなかったじゃなしに、聞いていただかなければいけなかったと僕は思うんですけ

ども、これ僕の主観も少し入ってて申し訳ないんですけども、これはもう世間の常

識として、行政に携わるもんの当たり前の判断だと思うんですけどもね。  

  私らが進言したけども、町長は強い口調でっていう、桝井証人も先ほどおっしゃ

ってましたけども、聞き入れてくれないんですではなしに、これはどうあっても聞



 

－４４－ 

き入れてもらわなければいけなかった事案ではなかったんでしょうか。どうお考え

ですか。芦高証人。 

○証人（芦高龍也君） 今、議長がおっしゃるとおりで、そうだと思います。  

○議長（新澤良文君） 聞き入れていただけないような、そういった、高取町という

のは今そういうふうな風通しの悪い、町民の命に関わってることであっても、町長

と執行部が意見が違ったとしても、下のほうの現場の意見も聞いていただけないよ

うな、そんな状況なんですか、高取町は今。どういう状況なんですか。芦高証人。  

○証人（芦高龍也君） 我々、課長といたしまして、各担当課の課長、課長補佐がお

ります。その中で、担当者の意見を吸い取りながら、課長、課長補佐が判断し、い

ろいろ意見が出てきます。その中で最終的にどうするかっていう話になれば、ある

程度、管理職の判断に委ねられるという部分がありますので、ただ、何でもかんで

も意見を聞かせてもらうっていうわけじゃなくて、ある程度説明もしながら理解を

求めるっていうような感じで調整を進めてきてるのですけども、個々、いろいろ担

当職員にはいろんな意見があろうかと思います。それが大きな意見にならなかった

っていう場合もありますし、大きな意見になる場合もありますし、その辺は我々の

聞けなかったっていうことで、大いに反省するべき問題と思います。  

○議長（新澤良文君） 先ほど新澤議員のほうからもあったんですけども、ワクチン

のプロジェクト、新型コロナウイルス感染症対策本部会議のほうでは、８月１日の

件においては決裁されていたりとか、僕はこの決裁についても全然存じ上げてない

んですけども。町長が仮に聞く耳持っていただけなかったと、頑固だったと、もう

これ以上町長に進言するのも怖いと、聞いていただけないっていうような状況であ

るならば、これ証人は新型コロナウイルス感染症対策本部の事務局長の立場でござ

います。こんな事案こそ対策本部会議に上げて、対策本部会議の中で、町長に進言

しましょうっていうようなことにならなかったんですかね、町民の命を守るために

ですよ。芦高証人。 

○証人（芦高龍也君） これもその当時はですね、当時の話で言いますと、本部会議

でワクチンの予約状況であったり、接種体制であったり、様々な議論をしてた本部

会議もございますけども、この件につきましては、案件として取り扱うということ

はできませんでした。 

○議長（新澤良文君） まず、この７月１１日の対応についてはまだ理解できない。

これも町長、ここまできたら、町長が最終的に執行部の声、現場の声を無視したと

いうことですんで、町長のほうがどういう御判断でこれを無視して、この間、隠蔽
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されたのかっていうことも含めて、御本人からお伺いするしかないかなと思うんで

すけども、まずもって、幹部職員で長年本町で勤めておられる証人なのだから、や

はり町民の命を大事に、第一に考えてやっていただきたかったなと。  

  ８月１日の事案についてお尋ねします。リベルテホールのワクチン接種について、

１００％確実に大丈夫と言えない状況がこれまで保健師等々の証言で確認できまし

たが、その辺についてはどうお考えですか。芦高証人。  

○証人（芦高龍也君） ８月１日の接種シールが２枚紛失して注射器が２本余ったと

いう件なんですけども、当日、私も、前回にも御説明をさせていただきましたけど

も、接種会場におりました。おったのですけども、健康の状態観察いうことで、リ

ベルテのホールのほうで業務をしておりました。夕刻に接種シールがなくなりまし

たっていうことで報告を受けたわけなんですけども、そのときには既に、先ほど証

人の方からいろんな意見がありましたように、同じような報告を私にもあったので、

報告を受け入れたというような状況でございます。  

○議長（新澤良文君） これも組織ぐるみで、もう明らかになるまで隠蔽されていた

ということで思われますけども、隠蔽していたと思われても仕方がないと思いませ

んか。芦高証人。 

○証人（芦高龍也君） 本来のあるべき姿になっていないということでありますと、

これはそう思われても仕方のないことかなと感じております。  

○議長（新澤良文君） この日、予防接種実績の中で、高齢者２７８人、高齢者往診

３人、一般３３７人、優先１７人、職員１１人。この一般の中には多くの子どもた

ちが入っております。そして、この職員、あるいは優先の中には教職員が入ってお

ります。そんな中で、子どもたちの、高齢者、あるいは住民の命っていうことも含

めてなんですけども、子どもたちの命を守るということも含めてね、親御さんが子

どもさんにワクチンを打たすっていうのは本当に勇気の要ることなんですよね。命

がけでワクチンを打ってるんですよ、打つ人は。ある報道等でございましたけども、

ワクチンを打って亡くなったっていうような、これは事実関係はまだわかりません、

ワクチンの被害っていうのはまだ報告されてませんのでね。そういうことを受けて、

ワクチンを打つ前に遺書を書いてワクチンを打ちに行ったっていう人もこの前テレ

ビで言っておられました。ワクチン接種っていうのはそれぐらい、やはり接種され

る方にとっては本当に怖い、こわごわながらも新型コロナウイルスについてはこれ

しかすべがないっていうことで接種されてるっていうこともございます。そんな中

でこういうずさんな報告。ましてこれ、新型コロナウイルス感染症対策本部で決裁
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取ってます。感染症対策本部、私も入ってますけども、こんな報告一切受けてませ

ん。これはどういう意味なんですか。これ、証人、これ御存じですよね。決裁取っ

てますよね。 

○証人（芦高龍也君） はいはい。 

○議長（新澤良文君） 僕知りませんよね、これ。これ説明してください。芦高証人。  

○証人（芦高龍也君） その様式につきましては、従来、保健センターとプロジェク

トチームが作ったものでありまして、その上に本部会議という、対策本部というも

のがあるということをちょっと欠落しておって、ただ単に総務課長、総括参事、副

町長、町長という流れで報告があったっていう判断になりました。本部会議で報告

すべき……。 

○議長（新澤良文君） 前向いて。 

○証人（芦高龍也君） はい。本部会議で報告すべき案件ではないと思っておりまし

た。 

○議長（新澤良文君） 本部会議で報告する案件じゃないと。この子どもたち等々、

教職員等々が接種したときに疑義のあるような事案が発生したにもかかわらず、本

部会議には諮る必要はなかったと。ただせやけど、プロジェクトチームの様式の中

で、感染症対策本部の決裁は取ったと。この矛盾した対応をしたっていうことで理

解してよろしいですか。芦高証人。  

○証人（芦高龍也君） もうそうだと思います。私の不徳の致すところでございまし

た。どうもすみません。 

○議長（新澤良文君） この日は接種後の体調不良者が６名いらっしゃいます。この

何らかの因果関係が・・・、しばらくお待ちください。  

  １２時をちょっと少し回りますけども、このまま芦高証人の尋問を続けさせてい

ただいてもよろしゅうございますか。  

          〔「異議なし」の声起こる〕  

○議長（新澤良文君） この矛盾した報告書等々も出てきておるんですけど、この６

４６人の接種の中で、この日の報告の中では、体調不良者が６名出ております。因

果関係はわかりませんけどね。もういろんな可能性も考えながら、行政として対応

していかなきゃいけないっていうの、これ当たり前のことで、こういうことも全て

一方では厚生労働省に報告義務があるということもございます。その点については、

証人は御存じでしたか。芦高証人。 

○証人（芦高龍也君） 私のほうでは存じ上げてございませんでした。  
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○議長（新澤良文君） はい。じゃあ、この日の決裁取ったやつ、ちょっと読ませて

いただきますね。トラブルやクレーム、具体的に記載してくださいっていう欄に、

シリンジの不具合により１シリンジ（６分の１バイアル）を医師の判断で廃棄した。

また、ワクチンロットシール１枚紛失により、１シリンジ（６分の１バイアル）を

破棄。計２シリンジ（６分の２バイアル）を破棄した。なお、委託業者にはワクチ

ンロットシール紛失に係る再発防止策を文書で報告するよう指示をしたと。このよ

うに報告書には書いてあるんですけど、これはどういう意味ですか。芦高証人。  

○証人（芦高龍也君） 私が報告を受けたことを申しますと、当日６４８名に接種す

る予定をしておりました。その中で、１本、接種のときに注射器が壊れてしまった

ということで、一旦、薬液充填のほうへ注射器とシールを戻しました。そのタイミ

ングで６４７本なんですけども、シールが２枚なくなったということで、紛失した

ということが発覚したので、その１枚を、薬液充填のシールを１枚ありますので、

打ったと。結果的にはシールが２枚なくなったので、壊れたシリンジ１本と正規の

薬液が入った注射器が１本残ったと。その中で、そしたら２名の方が打てなくなる

と、シールがないので。だから、２名の職員については次回の接種に回ってもらっ

たというような内容やったと思います。  

○議長（新澤良文君） これ、ワクチンのシリンジの不具合において、シリンジを廃

棄するときは一緒に、ワクチン接種シールも併せて廃棄するっていうふうに指導さ

れてますよね。それは間違いないですか。芦高証人。  

○証人（芦高龍也君） 私も確認したわけじゃないんですけども、この前の報告の中

では、セットで薬液のとこに戻すということで聞きました。  

○議長（新澤良文君） そのように厚労省から指導されております。そうすると、こ

のワクチンロットシール１枚紛失によりっていう、この辺のちょっと報告書の部分

と証人が今証言してる部分とちょっと合ってこないんですけども、この報告書の部

分においてはどのように認識されて報告書に決裁の判子押しておられますか。芦高

証人。 

○証人（芦高龍也君） ちょっと書きぶりとか内容につきましてはすぐに思い出せな

いんですけども、その当時、決裁を回していただいたときには、前回報告のあった

内容で文書化されていると判断して決裁をいたしました。  

○議長（新澤良文君） じゃあ、簡単に申し上げますと、何らかの事故と申しますか、

事案が発生した中で、報告書は上がってきたんですけども、報告書の内容とその報

告との中身が一緒だったかどうかわかりませんけども、何らかの事案があったとい
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うことでしたんで、そこの中身は確認せずに決裁、判子を押したっていう証言でよ

ろしゅうございますか。芦高証人。  

○証人（芦高龍也君） 全く中身を確認してるわけではなく、当日、先ほど説明しま

したように、健康観察のところにおりましたので、体調の悪くなった方、どういう

人であったりっていうような、多分、予診票とか報告書の写しがその決裁にはつい

ておったかと思うんですけども、その部分と、このシールがなくなったっていう報

告を決裁しましたけども、具体的なその内容で整理して決裁をしていないのは事実

です。 

○議長（新澤良文君） はい。ちょっと中身がわかりづらいんですけども、決裁のと

こと、違和感が感じます。これはちょっとまた後で、また資料をお渡しした上で説

明、また後ほど説明してほしいなと思うんですけども、時間の都合で、ちょっとこ

の部分に関しては、次、行かせてもらいます。この８月１日の事案について、この

ままこれをお渡ししますんで、どういう判断で、どういうふうな解釈でっていうこ

とを、ほかの方も、町長を含めて、決裁されておりますので、ここで休憩を取りま

すんで、昼からの答弁でこれを御説明いただけませんかね。これお渡ししときます。

そういうことで、説明がちょっと覚えてないとか、わからないということでござい

ますんで、ここで一旦休憩を挟ませていただいて、午後からの部で詳細に説明して

いただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。  

          〔「異議なし」の声起こる〕  

○議長（新澤良文君） では、次、１時から行います。１時まで休憩させていただき

ます。 

          午後０時０８分 休憩 

          午後１時００分 再開 

                                     

○議長（新澤良文君） 再開いたします。 

  午前中に引き続きまして、芦高証人に証言をお願いいたします。  

○証人（芦高龍也君） お願いします。 

○議長（新澤良文君） ８月１日のこの案件につきまして、先ほど私のほうから質問

をしたこの決裁文書についての回答につきましてですが、プロジェクトチームのほ

うから回答をさせていただきたいということでございます。御本人さんも決裁して

ることなので、御本人さんも本来は承知していなければいけないことなんですけど

も、詳しくプロジェクトチームのほうから説明させていただきますということで申
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しておりますけども、よろしゅうございますか。  

          〔「異議なし」の声起こる〕  

○議長（新澤良文君） では、この件はプロジェクトチームのほうに質問を内容を回

させていただくということで、再冷凍についてお伺いします。再冷凍があったので

はとの疑惑について、保健センターからは、県担当課や厚生労働省の担当者の見解

について報告された記録が提出されましたが、なぜ故意に隠したと取られかねない

対応をされたんですか。芦高証人。  

○証人（芦高龍也君） その件につきましては、先ほどから午前中の証人の発言にも

ありましたように、１９日の日にプロジェクトチームから、このワクチンにつきま

しては再冷凍に当たらないというような意見もございましたので、協議をしまして、

２１日に使用させていただいたという流れになっております。  

○議長（新澤良文君） 午前中にどなたがどういう形で証言されたかっていうのは関

係のない話で、私は本件につきまして芦高証人に質問をしてるわけでございます。

午前中の証言と合わす必要はございません。真実のみをお伝えください。芦高証人。  

○証人（芦高龍也君） すみません。私の知っている内容につきましては、また一か

ら話になるんですけども、１６日の日に遡ります。１６日は確か金曜日だったと理

解しております。そのときに、夕刻６時過ぎから植山保健センター所長から電話を

いただきまして、その件につきましては、再冷凍に当たるので廃棄しなければなら

ないというような電話がございました。私は、なぜ私に電話かかってきたのかとい

うことも含めて、その当時はわからなかったんですけども、プロジェクトの前田補

佐に連絡をいたしまして、その件につきまして、県にきちっと問い合わせて、再冷

凍に当たるか当たらへんかというようなことも含めて確認してくれというようなこ

ともございました。話は１７日の土曜日になるんですけども、そのときに、再冷凍

に当たるということで、当たるんではないかというような話も濱坂保健師のほうか

らも電話をいただきまして、そしたら、そういうワクチンであれば１８日の日に、

その当時は冷蔵保存をもうされておったので、必ず確認してから使うことにしよう

いうことで、１８日の日は保健センターのほうからワクチンを持ってきていただい

て使用いたしました。１９日の日につきましては、朝からプロジェクトのほうから

県とかファイザーに確認していただいて、一応、再冷凍に当たらないということを

お伺いしたので、２１日に使うというような話になったと記憶しております。  

○議長（新澤良文君） 私の質問の中では、保健センターから県担当課や厚生労働省

の担当者の見解について報告された記録が提出されましたが、なぜ故意に隠された
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と取られかねない対応をされたのですかという答えがそれですか。芦高証人。  

○証人（芦高龍也君） 故意に隠したつもりはその当時はございませんでして、一応

ワクチンを輸送、移送っていうか、運んだもんがきちっと確認をしてくださいとい

うことであったので、最終的にはプロジェクトで責任を持ってそういうことをして

おったので、意見は意見としてあったけども、最終的には協議をしまして、２０日、

２１日のワクチン接種の際に奥村先生にも確認したということだったんで、使用し

たと記憶しております。 

○議長（新澤良文君） 午前中も何人かの方に申し上げましたけども、１６日に再冷

凍の疑惑のあったワクチンを２１日、町民の方に接種するに当たり、いろんな方の

意見を聞いて検討した云々というのはわかるんですけども、まず、一番大事だった

ことは、この保健センターとプロジェクトチームの中での見解が違うという中で、

何が事実なんだかということ、そしてもう一度マニュアル等に照らし合わせて、こ

のワクチンを町民に再接種してもいいかどうかということはされるべきであったん

ではないですか。芦高証人。  

○証人（芦高龍也君） 確かに議長のおっしゃるとおりです。ワクチンを使用する際

に、我々は再冷凍に当たらないという答えだけをいただきまして使いましたけども、

保健センターからは再冷凍に当たるんじゃないかっていうような答えをいただきま

したけども、お互い、この調査をしていく中でわかってきたことなんですけども、

どういう質問をされたかによって回答が変わるということと、今初めてちょっと認

識が改めまして、その当時、そういうことを全然考えず、その答えだけにとらわれ

て協議したというようなことになっております。  

○議長（新澤良文君） そこが一番の問題で、やはりその事実を事実として、何が事

実だったんかということも含めて十分検証して、やっぱり疑義のあったワクチンな

んやから、やっぱり県や、あるいは保健センターは厚労省にも問い合わせしてます

けど、ファイザーの会社にまで、使っていいですか、悪いですかっていうことを聞

かなければいけないようなワクチンだったんだから、その時点でお互いの言い分が

違うってなったときには、何が真実なんやということをまずは検証されて、それで

マニュアルにのっとって、このワクチンは使っていいか、悪いかっていうことを判

断なされてから接種するべきだったと思います。認識不足や認識が甘いとか、ごめ

んなさいとかいうのんも朝からせんど、ほかの証人からも聞いてきたわけなんです

けども、本当に町民の命をね、何をどう考えてるのかというのが本当に疑問でござ

います。この再冷凍ワクチンについては、健康被害等々はまだ報告は出てない部分
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ありますけども、一方で、ワクチンそのものに対する健康被害、あるいはこの再冷

凍ワクチンについてのそういう健康被害等々も今後出てくる可能性もございます。

ましてや、もし再冷凍に当たるんであれば、これはもう使わんとってくれと厚労省

もファイザーも言っている中で、どうしてこれ廃棄できなかったんですか。  

  これは上の執行部、芦高証人も幹部職員なわけなんでございますけども、先ほど

証言の中で、桝井証人の証言の中で、この件についても、町長、副町長、参事等々

と協議されたと聞いておりますけども、そのときにどういう内容で協議されたのか

お聞かせください。芦高証人。  

○証人（芦高龍也君） 実際に私も意見をその場で申したかどうかっていうのはちょ

っと記憶にないんですけども、プロジェクトチームからその報告を受けまして、や

はりワクチン接種に係る執行を任せてますので、プロジェクトチームに頼った部分

があるかと思われます。 

○議長（新澤良文君） これね、ワクチン接種については、現場はプロジェクトチー

ムが仕切って、接種体制であるとか、あるいはその予約体制であるとかっていうこ

とをやっていかれると思うんですけども、責任等々に関しては、町長なり、やはり

その担当課の、所管のね、幹部職員の責任となってくると感じられます。  

  その中で、先ほど担当課の一人である桝井証人のほうでは、このワクチン接種に

ついても十分な、マニュアルも読んでなかったしっていうこともあったんですけど

もね。全てをプロジェクトチームの判断に任せるには、プロジェクトリーダーはワ

クチンのことはマニュアルも読んでません、何も知りませんっていうような、サブ

リーダーもしかりでございます、証言してます。  

  そんな人らに全てもう、町民の健康被害が起こりかねないようなワクチン接種任

せてますっていうことでよかったんですかね。芦高証人。  

○証人（芦高龍也君） 先ほどちょっと言葉足らずで申し訳なかったんですけども、

全てプロジェクトの責任っていうわけではなく、我々、協議に参加した者が、各々

にそのワクチンの取扱いについて詳しく勉強しながら最終決断を町長に仰ぐべきだ

ったのかなと思います。 

○議長（新澤良文君） ある方の証言によりますと、これも芦高証人のほうに町長に

進言してほしいっていうことをおっしゃったという中で、芦高証人が、また町長は

逆切れされるから嫌やというような発言をされたということですが、これについて

は真実ですか。芦高証人。  

○証人（芦高龍也君） そういうようなちょっとニュアンスで言ったつもりはないん
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ですけども、かなり強く厳しく言われるときもありますので、その辺は、もし真実

かどうかって言われたら、そういう意図で発言したと思います。  

○議長（新澤良文君） だから、真実なん。 

○証人（芦高龍也君） はい。 

○議長（新澤良文君） というのは、町長に対して執行部は進言、諌言できないよう

な町長なんですか、本町においては、今は。芦高証人。  

○証人（芦高龍也君） いや、そういうわけではございません。言うべきことは言わ

せていただいてると私は思っていますけども、やはり最終的には町長が判断される

ということで、組織ということもありますので、全部が全部意見を聞き入れてもら

えないということではございません。 

○議長（新澤良文君） ただ、ほかの件にはどうかと思いますけども、町民の命を預

かるような、町民の健康被害が起きるような、命に関わるような案件のね、聞いて

もらえなかった、聞いてくれないっていうことについては事実として皆さん、証言

なさってるわけで、本当にそういった意味では、町長の考え、一度決められた判断

というのは変えてもらえるような体制じゃないっていうこと、当てはまるのかなっ

て思うんですけども、どうですか。芦高証人。  

○証人（芦高龍也君） まだ町長が就任されまして１年も経ってないんですけども、

やはり県で仕事もされておりましたし、いろんな意味で私らより実務経験も長い方、

長い町長でございます。だから一応、やはり町長の発言としては重く受け止めると

いうか、やはり決断されるのは町長ですので、やはりそういったことを決断された

場合は、進言もいたしますけども、やはりそっちの方向で執行していくというのは

我々の仕事だと感じております。  

○議長（新澤良文君） いや、だから、そうやって、何遍も重ねて申し上げますけど

も、健康被害についてですよ。こんなこと、町長、間違ってるじゃないですか。こ

れを諌言、進言できなかったっていうことで、いくら町長が医療関係であったとか、

従事されてたとか、医大におったからとかいうても、判断間違ってるじゃないです

か。こんなところを進言しに行ってるんやからね、このことについて言ってるんで

すよ。芦高証人。 

○証人（芦高龍也君） その部分につきましては、やはり我々の言葉が強く進言でき

なかったのかなと思います、はい。  

○議長（新澤良文君） 一つお伺いします。この御所市において家庭用冷蔵庫を使わ

れていたから御所市のほうを参考にさせていただいたと、御所市の温度計も、棒の
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アナログな温度計を御所市さんが使っていたっていう発言が当初あったんですけど

も、これどなたが御所市に問合せをされて、それを確認されたんですか。芦高証人。  

○証人（芦高龍也君） この件につきましては、私どもは全然知らなかった話であり

まして、もちろんこの証言の中で発言された内容で、我々もそのときが初めて聞く

話でありました。 

○議長（新澤良文君） 御所市さんが大丈夫やっていうのを保健センターのほうで証

言出てたんではないよね。じゃあ、御所市を例に挙げて、御所市が大丈夫やから本

町もそういう形で使ったっていう判断は、芦高証人の中では認識がなかったという

ことですか。 

○証人（芦高龍也君） はい。 

○議長（新澤良文君） 御所市のほうで調べてきますんで、また、それじゃあ、違う

あれします。芦高証人に質問のある方がいらっしゃったらお受けいたします。  

          〔「なし」の声起こる〕 

○議長（新澤良文君） よろしゅうございますか。では、芦高証人、退室してくださ

い。次に、暫時休憩いたしまして、江口証人を尋問します。  

          午後 １時２０分 休憩 

          午前 １時２１分 再開 

                                     

○議長（新澤良文君） 再開いたします。 

  江口証人、証言台のほうへ。  

○議長（新澤良文君） 宣誓の上、宣誓書に署名、捺印をお願いいたします。  

○証人（江口繁雄君） 宣誓書。私は良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、

何事も付け加えないことを誓います。令和３年１０月５日。  

          〔江口証人 宣誓書に署名、捺印〕 

○議長（新澤良文君） 江口証人のほうから、質問の前に申し述べておきたいことが

あるということを言っておりますけども、発言をさせてもよろしゅうございますか。  

          〔「異議なし」の声起こる〕  

○議長（新澤良文君） では、江口証人、どうぞ。  

○証人（江口繁雄君） ありがとうございます。  

  先日、２９日に御質問いただき、お答えさせていただく中で、記憶がなく、うま

く御説明ができなかった２点について、ここで御説明とお話をさせていただきたく、

お時間を頂戴しました。 
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  先日、ロガーを外した経緯について、データロガーで家庭用の冷蔵庫につけると

正確な温度が出てしまう可能性があるので外したのですかという御質問をいただい

たと思っています。記憶がなく、うまく御説明ができませんでしたが、記憶を整理

いたしまして、ほかの方の意見を、話を聞く中で思い返しますと、そういったお話

をしてしまったかもしれないという思いに至りました。ただ、データロガーが壊れ

ていると思っておりましたので、正しい記録ができないと思っていましたので外し

ました。前後しますが、そのときに保健師さんが外したのではないかと思っていま

したが、ロガーの回収時に松本保健師と藤原保健師に実際の温度を見ていただくま

では取り付けてあったのではないかと思っていますので、そのときに外したのは、

やはり自分が外してお返ししたのではないかと思っております。不確かな記憶で申

し訳ありません。そのような気がしております。  

  もう一つ、もし故障の疑いがあったのであれば、３台残っているデータロガーで

温度を測らなかったのかという御質問をいただいたように思います。この点につい

ても記憶がなく、うまく御説明ができなくて申し訳ありませんでした。１６日の日

に恐らく施設から１個返却された分として福祉課が持っておられた分をお借りした

のではないかという思いに至りました。ただ、お借りしたときには既に画面表示が

正しく表示できておらず、壊れているのではないかと思っていまして、そのほか

の・・・機械については貸出し中と思っておりました。不確かな記憶で申し訳あり

ません。そのような気がしておりますので、この２点、お話しさせていただきまし

た。ありがとうございました。  

○議長（新澤良文君） 御自身の中で、家庭用冷蔵庫については家庭冷蔵庫でも、医

療冷蔵庫でも一緒なんですけども、このワクチンについては２４時間温度管理をし

なければいけないという認識はございますか。江口証人。  

○証人（江口繁雄君） 申し訳ありません。私自身そのような２４時間管理している

という認識が欠落していたのではないかと思います。説明の中で、薬用保冷庫が必

要であるとかっていうところですので、それは２４時間管理できるという前提の保

冷庫だと思うので、ちょっと何とも申し上げにくいんですけれども、申し訳ありま

せん、そのように考えております。以上です。  

○議長（新澤良文君） では、御所市の冷蔵庫、御所市は家庭用冷蔵庫を使っていて、

データロガーはつけずに、棒状の温度計で温度を測っていたと。御所市がやってい

たから、こちらもやったっていうような発言もあったと思うんですけども、いや、

江口証人じゃなかったと思います、プロジェクト内でのことなんですけどもね。  
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  その認識はありましたか。御所市というのは、どなたがどういうふうに御所市に

確認したか、同じプロジェクトチーム内で情報が共有されてますか。江口証人。  

○証人（江口繁雄君） まず、保健センター所長にも新品の冷蔵庫であったら大丈夫

というようなお話もあったとは思うんですが、その前頃ではなかったかとは思うん

ですが、藤原保健師が松本保健師に聞いていただいたりして、ほかの接種会場とい

いますか、そのワクチン接種を、コロナワクチンに関わらないかもわかりません、

ワクチンを実施する医療機関等で家庭用の冷蔵庫を多く使っておられるところもあ

るように聞くということで、私自身、御所市に確認したっていう形ではなく、伝え

聞いて、そのようなお話をいただいたのではないかと記憶しております。以上です。  

○議長（新澤良文君） 御所市さん、確認に行きました。副市長と議運の委員長の小

松先生等に、高取町がこういう形で御所市を参考にさせてもらったということです

が、どうなんですかってお尋ねしたときに、御所市さんは、ワクチンを保管する冷

蔵庫は５台、そのうち３台は医療用冷蔵庫、そして２台は家庭用冷蔵庫でした。で

すが、この２台の家庭用冷蔵庫には、２４時間３６５日、データロガーは入れてお

ります。変なことを言わないでくださいと、大変厳しく対応されました。であると

いうことなんですけど、だから、参考にした御所市はそういうことでございます。  

  ワクチンっていう特殊ぶりを僕も調べたんですけども、やはり温度管理っていう

のが一番大事で。ちょっとこれあかんわ、ちょっと待って。温度管理が一番大事で、

使用するときに、確認したときには温度が適温やったっていうのはあまり重要じゃ

なくて、常に適温で保存、保管するっていうのは、これがワクチンの取扱いとして

厳しく指導されてることであるという認識はおありですか。江口証人。  

○証人（江口繁雄君） すみません。私自身、そのような認識が欠けていたのではな

いかと思っています。接種会場でみられる間であっても、ずっと安定してその範囲

内に入っているというか、その確認したものではないので、私も。すみません、接

種会場で接種されてる間、温度が正しかったかっていうのも確認はできておりませ

ん。すみません。ですので、私のほうでは認識がなかったと思っております。  

○議長（新澤良文君） こんなことこそワクチンのプロジェクトチームで情報を共有

しておかなければいけなかったことだと思いますし、だから証人はデータロガーの

記録等々を取っていたんじゃないですか。このデータロガーの記録をね、初めのう

ち、２日間ぐらい、２４時間取っておられますよね。これは、そのためのデータを

取っておられたんじゃないんですか。そもそもこのデータロガーっていうのは、ワ

クチンを人が管理できないときでもね、何時から何時まで何度だったっていうこと
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を１分置きにきちんと記録に残す機械だったっていうことは承知してると思うんで

すけども、ワクチンの保管においては、これ絶対つけなけりゃいけないという認識

はおありであったんじゃないですか。江口証人。  

○証人（江口繁雄君） すみません。確認する中で、ロガーを取付けさせていただい

て、植山所長からも、家庭用冷蔵庫にロガーをつけるようにという御指導もありま

したので、そのようにさせていただいておりました。ただ、２４時間管理を、それ

であれば記録ができるということではありましたが、家庭用冷蔵庫であっても、取

扱説明書には、２４時間、３度から５度だったと思います、すみません、ちょっと

不確かですみません、のほうで管理できるというものを信用してしまって、私の認

識不足だったと思います。  

○議長（新澤良文君） ちょっと申し訳ない、ロガーの記録を取ってる係が認識不足

で記録を取っていたっていうことでよろしゅうございますか。江口証人。  

○証人（江口繁雄君） すみません。私自身、冷蔵庫を搬入してロガーで確認させて

いただいたのは、そのワクチン接種が始まるまでのところで確認をさせていただき

ました。その後は、棒温度計で管理をいただけるということで、２４時間エアコン

をつけて改善して数日経っているので、状態は安定したと考えて、メーカーの取扱

い説明書のある設定温度になるものと信じるしかなく、あとは棒の温度計で管理を

お願いできるものだと濱坂保健師等にもお話をしたように思っております。  

○議長（新澤良文君） 棒の温度計っていうのは、その場の温度しかわからないもの

であるっていうのは認識されてますよね。はい。  

○証人（江口繁雄君） 議長のおっしゃるとおりだと思います。棒の温度計ではその

時点の温度になると、はい、です。  

○議長（新澤良文君） ワクチンっていうのは、これ２４時間管理しなけりゃいけな

い、温度管理しなきゃいけないっていうのは御存じですよね。はい。  

○証人（江口繁雄君） 今、思い返すというか、すみません、私の認識不足で、２４

時間その設定範囲内に管理が必要なものだと言われていると思います。  

○議長（新澤良文君） じゃあ、もうちょっと変えます。２４日の証言ではないと言

っていたデータが２９日にあるとの証言をされましたが、ほかにはデータはありま

せんか。７月１６日、移送時の記録を提出できませんか。念のため確認します。誰

かにないと言うように指示されたのか、改めて伺います。はい。  

○証人（江口繁雄君） その当時、お話、２４日のときにお話しさせていただいた時

点で、ないと思っていたということで、後ほどパソコンの中にあったということで、
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御迷惑をおかけしたと思います。昨日です。昨日、保健センターのほうにロガーを

見せてもらいに行きまして、先ほどちょっと修正をさせていただいた、１６日の日

に施設から返却されて戻ってきた福祉課の分がありまして、そちら、植山所長、松

本保健師、石尾課長と私で確認したところ、１６日のあたりのデータが残っていま

したので、そちらがあったというふうに思います。ただ、私のパソコンの中には残

っていないと思いますので、ないと思います。私の取扱い説明書のその説明をよく

読めてなかったということもあると思うんですが、ちょっとどういう形で残ったの

か、残ってないのかっていうのがちょっと詳しく、定かでないので、こうじゃない

かっていうのはちょっと今御説明しにくいんですが、ちょっとそういう状況だと思

っています。以上です。 

○議長（新澤良文君） この証拠として提出されてるこのデータロガーの、あのデー

タ、これをして。 

○証人（江口繁雄君） あ、昨日の、はい。 

○議長（新澤良文君） これが、その当時の記録っていうことでよろしゅうございま

すか。 

○証人（江口繁雄君） 昨日、保健センターのほうで見せていただいて、１６日、４

時４０分頃だったと思うんですが、そのデータを見せていただきました。ただ、そ

れパソコンで表示しても、ちょっとどこを探してもこの間の取扱説明書では、とお

りには出てこなかったんで、すみません、ちょっと申し訳ありません。何とも申し

上げにくいので、すみません。よろしくお願いします。  

○議長（新澤良文君） これ、僕もちょっとあれなんですけども、見方を説明してく

ださい。どういう、どう認識したらいいんですか、これ。１枚あげて。皆さん、手

元にデータロガー持っておられますか。江口証人。  

○証人（江口繁雄君） すみません。１６日、１６時１２分から１６時４６分までの

データの記録だと思います。右下の１というのがありますので、恐らくこのページ

しかないものだと、残っているのはこれしかないものだと思います。ＣＨ１という

のとＣＨ２というのがありますので、こちらは恐らくＣＨ１が室内温度、ＣＨ２と

いうのが外部接続したコードについた接続の温度計かなというふうに思います。  

  私、福祉課からいただいた時点では、既にこの、ＨＨＨだったと思うんですが、

この表示が画面に、本体画面に表示がされていたと思います。これは恐らく、高温

とするので測定できませんという意味合いなのかなというふうに思っています。  

  １７番目ぐらいに温度が戻っているというか、２３．７度になっていますので、
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恐らくどこかで戻ったか、冷蔵庫の中で測ったんじゃないかというふうに思います。

その温度がこちらに表示されて、１６時４６分頃まで表示され、記録されたもので

はないかというふうに考えております。以上です。  

○議長（新澤良文君） これね、データロガーっていうのを、温度を測った時間って

いうのは、石尾課長、前田補佐、それに江口証人も５分程度って証言をされており

ました。その５分程度を測った５分っていうのはどの部分に値するんですか。江口

証人。 

○証人（江口繁雄君） すみません。５分程度という、数分程度だったと思うんです

が、今、記録を見せていただいたロガーではマイナス１６度というのがありません

ので、もう一つのロガーでやったのかなというふうには思うんですけれども、今御

提出されてる４６分頃の時刻であったんではないかと思います。以上です。  

○議長（新澤良文君） うん。 

○証人（江口繁雄君） あ、すみません。今１枚だけで御提出をされている記録が多

分４時４６分頃だったんじゃないかと思うんですが、恐らく到着されたのが、ワク

チンをお持ちになって、３０分頃だったんでないかと思うんです。その後、確認を

して、３０分から４５分、４６分頃のどこかで確認をさせていただいたのではない

かとは思っているんですが、すみません、ちょっと不確かなので申し訳ありません。

すみません、よろしくお願いします。  

○議長（新澤良文君） これね、僕も事前にも調べたんですけども、電気屋等々でも。

データロガーっていうのは急に温度が測れるっていうわけでないんです。ちょっと

温度が安定するまでに時間がかかるっていうことは証人は御存じでしたかね。入れ

たから、すぐ、その中の温度、適温が測れるっていうわけじゃないでしょう。江口

証人。 

○証人（江口繁雄君） 私自身、ロガーというものの認識が、すみません、知識がご

ざいませんでした。大体すぐ測れるものだと思っていたと思います、すみません。  

○議長（新澤良文君） じゃあ、ちょっと整理します。本町におけるワクチン接種に

ついて、このワクチンっていうのは温度管理が一番大事な性質のものであるってい

うことが言えると思うんですけども、その温度管理が一番大事なワクチンの温度を

測っていた人が、温度、データロガーの特質もわからずに、ワクチンの適温も何度

かということもわからなかったと、わからずに測っていたと、記録を取っていたと

いうことでよろしゅうございますか。江口証人。  

○証人（江口繁雄君） 私自身、冷蔵庫を搬入する時点で、その冷蔵庫の温度がどう
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なるかという確認をさせていただいたところまでの担当であったのではないかとい

う認識を持っておりました。ですので、接種会場で実際にワクチンを入れられると

きは棒温度計で、不十分だと今、御指摘をいただいていると思うんですが、そちら

のほうで２４時間管理できるものだと勝手に思ってしまっていたと思います。以上

です。 

○議長（新澤良文君） 棒温度計でどうやって２４時間管理できるんですか。江口証

人。 

○証人（江口繁雄君） 冷蔵庫自体は、通常、開け閉めすることが、開け閉めしない

で一定の温度が保てるということで、１日に数回開けて確認をされるというような

形ではないのかなというふうに勝手に思ってしまっておりました。ですので、蓋を

開けるともちろん温度は上がってしまいますので、その温度を確認した後、すぐ蓋

を閉められると設定温度に自動になるものだと。その後は、その温度から、基本設

定温度から変わらないものだと、２４時間その温度になるものだと思っていたと思

っていました。すみません。それはつまり認識不足だと思うんですけれども、すみ

ません、その当時そのように思っておりました。  

○議長（新澤良文君） 証人はプロジェクトチームの一員ですよね。そして、なぜか

証人個人のパソコンでこのデータを管理されていたということは、この温度のデー

タ管理の記録係であったと思われるんですが、どうなんですか。江口証人。  

○証人（江口繁雄君） すみません。私自身、記録係であるというふうな認識はござ

いませんでした。パソコンについては、以前、リベルテホールに勤務していたこと

がありまして、そちらのほうに使わないものを置いてあったものを見つけて、こち

らで使えるのでないかというふうに思い、接種会場で、これを使ってはどうかとい

うような形で使わせていただきました。それで、ちょうど見れたので、これで見れ

るね、という話をして、見ていただいたように思います。以上です。  

○議長（新澤良文君） 高取町のデータの管理等々はそんなにずさんなん。個人のパ

ソコンを使ったり、そんなん個人情報もクソもあったもんじゃないじゃないですか。

それで、個人のパソコンを使ったり、データを残したりだとか、だから一番初めの

ときに証人が証言した、もう持って帰って廃棄しましたっていうのは、廃棄したと

は言わんかったか、もう残ってないと思いますというような証言をなされたと思う

んですけどもね。いや、役場のパソコンあったらそんなわけにはいかなかったわけ

なんやけども、何でこんな人の命に関わるようなワクチンの絶対条件である温度管

理っていうものに関してね、大事な大事なデータを取る、ワクチンデータを個人の
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パソコンに保存したかっていうこともちょっと疑問ですし、そして、このプロジェ

クトチームが１６度、１６度ってしきりに言うとった１６度が出てきませんし、出

てきたところで駄目だったんですけどもね、これは。一旦マニュアルどおりにはな

ってないということだったんですけども。これは、証人が今までこのワクチン接種、

このチームとして、どういう業務に関わり、どういう仕事をされていたのか。デー

タ等々は私の責任じゃないですっていうような発言を先ほどされたんですけども、

じゃあ、このワクチンの一番大事な温度管理っていうのはどなたがされていたんで

すか。江口証人。 

○証人（江口繁雄君） すみません。搬入されて、家庭用冷蔵庫が安定するまでのデ

ータは、基本的に仮のデータで、不要なデータではないかというふうな甘い認識を

持っておりました。実際に接種をされるというか、ワクチンが搬入された後のデー

タロガー等についての認識も私のところで今、家庭用冷蔵庫にデータロガーをつけ

る必要はないと勝手に思ってしてしまっていましたので、すみません、ありません

が、それは、ワクチンを搬入された後のロガー、データについては記録をされて、

接種終了のときに確認をされるものが必要であったのではないかと思っております。

私のほうで。 

○議長（新澤良文君） ちょっと待った、ちょっと待った。  

○証人（江口繁雄君） はい、すみません。 

○議長（新澤良文君） 人の話聞いとる。質問の内容と回答が違うんですよ。プロジ

ェクトチームじゃあるまいし、僕の質問したことに答えなさいよ。  

○証人（江口繁雄君） はい。 

○議長（新澤良文君） だから、ワクチンの性質上、一番大事な温度管理。これのデ

ータ等々の収集は、どなたが担当してるんですか。江口証人。  

○証人（江口繁雄君） すみません。医療従事者の方が確認していただけると思って

おりました。以上です。 

○議長（新澤良文君） じゃあ、このデータ等々は、温度管理等々は医療従事者の方、

個人名で言うてください。どなたが担当されてるんですか。江口証人。  

○証人（江口繁雄君） 個人の名前がお答えできない、できずにすみません。保健師

の皆様であるとか、ワクチンを実際に取り扱える看護師の方々が管理いただけるも

のだと思っておりました。  

○議長（新澤良文君） じゃあ、整理しますと、証人は、家庭用冷蔵庫を新しく買っ

たときに、その家庭用冷蔵庫の中のデータを測るときにデータロガーの記録を証人
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の個人のパソコンに入れて管理して、データを測っていたと。こういう認識でいい

んですか。それのみの業務というか、ほかは、ワクチンの接種については何も携わ

ってないということ、よろしゅうございますか。江口証人。 

○証人（江口繁雄君） すみません。私、プロジェクトチームということで、そこに

関わってないと言ってしまうと大変申し訳ないんですけれども、この件について、

接種のところについてはリーダー、サブリーダーにお願いをしておりまして、家庭

用冷蔵庫のロガー、記録管理をした後は、私のほうでは管理しなくてもいいものだ

と勝手に思ってしまっていたと思います。すみません、申し訳ありませんでした。  

○議長（新澤良文君） 家庭用冷蔵庫ね、買ってきた。そしてロガーを入れたってい

うのは、なぜこれが必要だったかっていうのは、今後、リベルテホールでワクチン

を保存、保管するときに、２度から８度の温度を保てるか、保てる冷蔵庫かどうか

っていうことを事前にデータロガーで測っていたと。これが普通の見方だと思うん

ですけども、そういう認識はなかったんですか。江口証人。  

○証人（江口繁雄君） 二通り、私のほうの認識では、一つ、植山所長に、新品の冷

蔵庫で、それ以外に何も入っていなければ、棒の温度計を入れておけば管理できる

のではという案が一つと、その前にやはり植山所長からロガーをつけて冷蔵庫が使

えるものであるっていうお話をいただいてて、その両方が整っていてというのが一

番だったと思いますが、私の認識では、お持ちさせていただいたというか、お借り

したデータロガー、機械が、使わせていただいたものが全て壊れていたものではな

いかと思ってしまっておりましたので、そのデータロガーの分だけは取り付ける必

要は、家庭用冷蔵庫にロガーをつける必要がないと思ってしまっておりましたので、

それを外し、あとは家庭用冷蔵庫にそれ以外何も入っていなければ、棒の温度計で

管理できるという御意見をうのみにしてしまったということが原因になってくるの

かなと思います。すみません。  

○議長（新澤良文君） ちょっとあきれてもの言えないんですけども。普通ね、デー

タロガーの記録も見させていただきましたけども、全てのデータロガーが故障して

いたとか、これデータロガー、故障しているって言われて、保健センターは持って

帰って、保健センターの医療用冷蔵庫で測ったときには正常だったっていう証言も

出てます。だから、普通、温度が安定してない、データロガーで温度が安定しない

場合はね、データロガーは故障してるって考えるんじゃなしに、普通は、この冷蔵

庫は温度が安定してないねと考えるべきなんじゃないですか。というのは、冷蔵庫

の特色で、僕も電気屋等々に聞くと、外気であったり、人の人数であったり、昼で、
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日中であったり、夜であったりだとか、そのような状況、温度、風、いろんな状況

によって、湿気、いろんな状況によって温度っていうのは変わっていくって聞いて

おります。だから、データロガーっていうのが必要で、データロガー、棒のアナロ

グな温度計で測ったときに温度が大丈夫やから冷房等で冷やしといたら温度が安定

するやろうというのを性善説で話をするんじゃなしに、これは確定的に、必ず２度

から８度で保たなければいけないという保菅方法が、ワクチンの保管方法があるん

ですよね。だからデータロガーが必要なんです。そういうこともあって、データロ

ガーっていうのはどこの自治体でもつけているですけども、そういう認識も全くな

く、データロガーで自分たちが望んでいるような温度にならなかったということだ

から、温度が出なかったということだから、データロガーが故障している。冷蔵庫

の温度が安定しないとは考えられなかったんですか。証人。  

○証人（江口繁雄君） ありがとうございます。データロガーが故障していて、その

後、持ち帰っていただいて、修理、点検、交換等をしていただけるかどうかという

確認をその後、保健師にお願いしていたと思います。先日教えていただいたときに、

データロガーは故障していませんでしたと、保健センターの薬用冷蔵庫で確認しま

したというお話をいただいたと思うんですが、そのデータロガーが故障してなかっ

たというのは、一番最初に保健センターから提出された記録があった、すみません、

１６日の記録があったデータロガーと同じものを使っておられたと思います。昨日

見せていただいたときには、その記録は上書きというか、追加でありませんでした

ので、すみません、そのロガーが正しかったのかどうかっていうと、が正しかった

んだろうと思うんですけれども、ちょっと私のほうでその認識がありませんでした

ので、要はそのデータロガーっていうのは壊れているものだと思っておりました。

すみません。 

○議長（新澤良文君） じゃあ、壊れてるんだったら、ほかのデータロガー使ったら

いいという話になってくるんですけどね。もうその認識も、温度を管理しなけりゃ

いけないという認識もなかったという証人の証言ですんで、もういくら言っても仕

方がないんかなっていうことでございますんで、ちょっと私の質問は一旦あれさせ

ていただきます。どなたか、江口証人に質問のある方、挙手の上。谷本議員。 

○３番（谷本吉巳君） １点だけお伺いしたいんですけども、５月１０日にプロジェ

クトチームの発足して、江口証人がその中の一員に任命されたと思うんですけれど

も、どういうふうな業務をしてほしいということで、誰からどのように伝えられま

したか。 
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○議長（新澤良文君） 江口証人。 

○証人（江口繁雄君） 私、プロジェクトチームのお話をいただいたときに、その当

時、保健センターでの６５歳以上の方のワクチンの受付業務が非常に混乱したとい

うお話をいただいて、そちらの、次の５月の１２日からワクチン接種が始まるとい

うこともあって、保健センターの業務の一部を助けてほしいというお話を副町長か

らいただいたと思っております。業務の中心としましては、６４歳以下の方を含め、

６５歳以上の方もですけれども、インターネット予約でのシステムの、システムを

つくれるわけではありませんので、業者さんと打合せするであるとかという業務を

させていただいていたところです。以上です。  

○議長（新澤良文君） 谷本議員。 

○３番（谷本吉巳君） 業務内容については書面ですか。それとも口頭ですか。 

○議長（新澤良文君） 江口証人。 

○証人（江口繁雄君） その後、武平参事、総務課長のほうで、書面というか、メモ

程度なんですけども、こういった業務をしてほしいという、こういった業務という

か、その受付業務、その会場の準備等々の業務を担ってもらおうと思っているとい

う案をいただきました。そこでできないこともありますので、一旦お返しを、お返

しというか、協議をする中で、できること、皆さん、町の職員で今できないところ

をプロジェクトチームとしてできることはやっていこうよという話になったと認識

しています。 

○証人（江口繁雄君） 谷本議員。 

○３番（谷本吉巳君） そうしますと、データロガーの管理について、してほしいと

いうのはどなたからあったの。 

○議長（新澤良文君） 江口証人。 

○証人（江口繁雄君） データロガーの管理をしてほしいというお話は直接はなかっ

たように思います。家庭用冷蔵庫を、業者さんとどの冷蔵庫を使いましょうかとい

う話をする中で、関係者含め、会場に冷蔵庫がなくてはいけないものですから、購

入するかリースするかという話の中で、植山所長が、保健センターにロガーがある

ので、それをつけて管理してはどうかというお話が、もちろん植山所長もプロジェ

クトのサブリーダーになっていただいてたと思うので、そのときに、その会場を準

備する前段階のお話でそれがあったと思っていまして、それを搬入されたと聞いて、

所長のロガーをお借りしてつけに行ったのが私だったという結果だと思っておりま

す。以上です。 
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○議長（新澤良文君） 谷本議員。 

○３番（谷本吉巳君） そうしますと、プロジェクトチームとして、何回も当然会議、

打合せとか、そういうことはあったんですか。  

○議長（新澤良文君） 江口証人。 

○証人（江口繁雄君） プロジェクトチームとしましては、内部会議としまして、副

町長まで入っていただいて会議をしておりました。接種された接種人数であります

とか、予約人数等を御報告させていただき、そのほかの問題点等を、すみません、

ちょっと今、回数を覚えていないんですが、集団接種終了までには十数回、会議を

したと思っております。以上です。  

○議長（新澤良文君） 谷本議員。 

○３番（谷本吉巳君） いろんなお話を聞いておりますと、万全の体制でプロジェク

トチームがスタートしてるようには思えないんですけれども、江口証人はどのよう

にお考えですか。 

○議長（新澤良文君） 江口証人。 

○証人（江口繁雄君） 谷本議員の御指摘のとおり、万全でスタートというわけでは

なかったと思います。以上です。  

○３番（谷本吉巳君） 終わります。 

○議長（新澤良文君） ほかに。 

          〔「なし」の声起こる〕 

○議長（新澤良文君） では、ここで、江口証人の今回の尋問を終わります。  

  次に、石尾証人。石尾証人に入る前に、暫時休憩いたします。  

          午後 ２時０３分 休憩 

          午後 ２時１２分 再開 

                                     

○議長（新澤良文君） 再開します。 

  石尾証人におかれては、尋問席に移動していただきまして、宣誓の後、宣誓書に

署名、捺印お願いいたします。  

○証人（石尾宗将君） 宣誓書。私は良心に従って信実を述べ、何事も隠さず、また、

何事も付け加えないことを誓います。令和３年１０月５日。石尾宗将。  

          〔石尾証人 宣誓書に署名、捺印〕 

○議長（新澤良文君） それでは、まず、証人に申し上げます。  

  本議会は１００条調査権を発動しております。地方自治法第１００条第２項にお
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いて準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が

虚偽の陳述をしたときは、これを３か月以上５年以下の禁錮に処する。加えて申し

上げます。では、まず、石尾証人にお尋ねいたします。まずは、私が、昨日、県の

医療政策局、新型コロナワクチン接種推進室のマツナミ室長と面談してまいりまし

た。その中で、県のほうは、電話の問合せがあったのは石尾さんだと、石尾さんと

いう方から連絡があり、回答させていただきましたという証言をされていますが。

証人の今までの証言と食い違う部分がございますけども。県に連絡をしたのは、石

尾証人ですか。石尾証人。  

○証人（石尾宗将君） これまでも証言はさせていただいておりますとおり、県に電

話で連絡をしてくれたのは、課長補佐の前田でございます。  

○議長（新澤良文君） はい。加えて、ファイザー社へも私は来週行ってまいります

が、その前に要望を、電話での回答はいただきました。ファイザー社も、問合せが

あったのは石尾さん、石尾さんという方から問合せがあって、回答させていただき

ましたという証言をされております。これ、お客様連絡室に録音で残っております。

このファイザー社についても、石尾証人は連絡してないという証言に間違いないで

すか。石尾証人。 

○証人（石尾宗将君） 連絡をしてくれたのは、課長補佐の前田であると記憶をいた

しております。 

○議長（新澤良文君） では、どういった場合に、石尾証人の名前も、ファイザー社

の担当の人はわかってない、県の担当課もそうなんですけども、石尾証人ではなく、

前田が電話をしているにもかかわらず、前田の「ま」の字も出てきません。電話対

応したのは、石尾さんから電話があり、石尾さんに回答させていただきましたと、

県のほうは言ってますし、ファイザー社もしかりでございます。そして、県のほう

は、加えて、ファイザー社に問い合わせた後、その結果を県のほうに報告してくだ

さいっていうことも言いましたと、その結果も、石尾さんから電話がありましたと

県のほうでは答えられておりますが、これは、県、あるいはファイザー社の間違い

で、石尾証人の記憶違いではないということでございますか。石尾証人。  

○証人（石尾宗将君） 私は、先ほど来、説明いたしておりますとおりの記憶であり

ます。 

○議長（新澤良文君） では、１００条調査権に基づいて、ファイザー社にボイス、

この連絡室の録音のテープを証拠として出していただきますんで、それで明らかに

なってくると思います。 
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  では、まず、二度打ちなどの医療事故があり、隠蔽されていたのではとの疑惑が

ありますが、これまでの皆さんの証言から、組織ぐるみの隠蔽とも取れると思いま

すけども、これについて、どう思われますか。石尾証人。  

○証人（石尾宗将君） 結果的に町として公表ができていないという事実はございま

すので、そのような意見を頂戴することも致し方ないと考えております。  

○議長（新澤良文君） 致し方がないではなしに、こういう針刺し事故等々があった

という事実自体を週刊誌で出るまで公表しなかったと。これは、すなわち隠蔽して

いたということに当てはまります。だから、考え方等々じゃなしに、ここまで隠し

ていたということは、隠蔽していた、言うては隠していたということでございます

ので、組織ぐるみの隠蔽ということでよろしゅうございますか。石尾証人。  

○証人（石尾宗将君） 組織ぐるみで隠蔽したというふうな意識はございませんでし

たけれども、やはり結果が物語っておるとおりであると思います。  

○議長（新澤良文君） 組織ぐるみでないとするならば、これまで証言から、町長に

は、石尾証人も含めて、副町長、芦高課長等々と進言したという証言も出ておりま

す。幹部職員が進言したにもかかわらず、それを聞き入れてもらえなかった、聞き

入れなかったと、町長の責任だという考えもおありですか。石尾証人。  

○証人（石尾宗将君） ただいま議長がおっしゃいますように、私たちは町長に進言

をいたしました。その中で、町長の意見を変えられなかったというところが私たち

の力不足であったと思いますが、最終決断は、やはり町長がされたと考えておりま

す。 

○議長（新澤良文君） 先ほどからそれぞれの証人に同じ質問をしてるわけなんです

けれども、この７月１１日の事件につきましては、町民に対して、Ｃ型肝炎、Ｂ型

肝炎、エイズ、梅毒等の感染症を負わせてしまうというリスクもございます。その

リスクがあるにもかかわらず、町長に進言して、町長が聞き入れてくれなかったと

いうことで、その時点でもう諦めたと、町民の命をないがしろといったら言葉悪い

ですけども、命のことよりも、町長の判断がいくら間違ってようが、町長の判断に

従うしかなかったということでよろしゅうございますか。石尾証人。  

○証人（石尾宗将君） 私たちがもっと強く何度も進言できればよかったのですが、

それができず、結果として、このような事態を招いたということであろうと思いま

す。 

○議長（新澤良文君） その時点でもう隠してしまおうと、この事実については隠し

てしまおうというお考えのこと、今まで日がたったと。その証拠に、先ほど森下議
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員からも質問がございましたけども、この週刊新潮で出るまでの間、もし、本当に

町民のお体、感染症のリスク等々を思うんであれば、この何か月の間に、何度も何

度も進言することもできたであろうし、あるいはこの間、新型コロナウイルス感染

症対策本部の会議もございました。そんなところで取り上げるであるとか、いろん

な方法はあったと思うんですけども、ほったらかしにしていたと、町民の感染リス

クを無視してということは、この時点で諦めたということでよろしゅうございます

か。石尾証人。 

○証人（石尾宗将君） 今思えば、何度も何度も足を運んで、考えを変えていただく

というふうなところまでいくべきであったと考えております。 

○議長（新澤良文君） 当初、この１１日の事案については、参事の証言の中では、

参事が、接種された５９人の方に連絡をしたらどうかという意見も、１１日の時点

で出ているとお聞きしております。そういう意見は現場で取り入れなかったという

ことも併せて申されておりましたけども。他の自治体等々でこういった事件、事故

はたくさん起きている中で、他の自治体はどのような対策、あるいは処置をされて

いるのかということは、証人はこのワクチンプロジェクトリーダーとして御存じで

しょうか。石尾証人。 

○証人（石尾宗将君） いち早く住民の皆様に、あった事実を公表して、それから必

要な対応をするということで取り組まれていると理解しております。  

○議長（新澤良文君） これ、もう最低限、当たり前のことなんですけども、これを

本町においては、帰った人がおるっていう何の確証もない結果に流れていってしま

った。この原因はどこにあるとお考えですか。石尾証人。  

○証人（石尾宗将君） 私たち、当日、接種終了後の会議に参加いたしました者が、

まず、接種していただいた看護師さんの二度打ちは絶対にないという意見を信じ過

ぎてしまったこと、それから、帰られた方がおられるのではないかというふうなと

ころも考えてしまったというところかと思います。  

○議長（新澤良文君） 簡単なことで、帰られた人がいらっしゃると考えて、最終的

にその結果に終わったわけなんですけども。何度も何度もいろんな人がこのことを

言うてると思うんですけども、それを主張されるんであれば、この５９人の方に電

話連絡なり、なんなりということで、接種されたかどうかという確認を取ればよか

ったんじゃないですか。それは、なぜされなかったんですか。石尾証人。  

○証人（石尾宗将君） 連絡を取るということに関しましては、議長がもうおっしゃ

るとおりでございます。連絡が取れなかったというところにつきましては、当日の
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会議で、様子を見ようというふうな決定をしてしまったことが原因だと考えており

ます。 

○議長（新澤良文君） 何かその、今の様子を見ようって、町長もおっしゃってまし

たけども、様子を見ようということになったっていう。というのは、裏を返せば、

町民には健康状態が悪化してからっていうことになってこようと思うんですよね、

様子を見るというのは。こちら側から５９人に連絡しないということは、あとは、

相手側から、健康状態が悪化したり、健康状態が悪くなった連絡を待っておこうと

いう、様子を見ようという判断は、そういうことでよろしゅうございますか。石尾

証人。 

○証人（石尾宗将君） ただいま議長がおっしゃるとおりでございます。受け身の体

制と申しますか、そちらのほうの決断を下してしまったということでございます。  

○議長（新澤良文君） 初日でしたっけ、２日目でしたっけ、私がきつい目の質問を

したときに、私は高取町で生まれ育って、ということを証人はおっしゃいました。

その証人がおっしゃった証言と、今のこの事実、矛盾してると思いませんか。石尾

証人。 

○証人（石尾宗将君） 確かにそのように申し上げて、それは本当のことでございま

すが、議長が御指摘のように、なった結果をすると、相反することになってしまっ

ておると感じております。  

○議長（新澤良文君） では、８月１日、リベルテホールでのワクチン接種について

お尋ねします。この日に、いろんな方の証言がなされ、１００％、確実に大丈夫と

言えない状況がこれまでの証言で確認できておりますが、証人はどうお考えですか。

石尾証人。 

○証人（石尾宗将君） ８月１日の事態についても、１００％言い切れるのかと問わ

れると、やはり１００％はないのであろうと考えております。  

○議長（新澤良文君） この８月１日の事案については、新型コロナ感染症対策本部、

そして、新型コロナワクチンプロジェクトのほうで、決裁、この決裁はどういう形

の、伺いではないな、どういう形の決裁なんですか。報告という形で上がってきて

残ってるんですけどね、決裁したということで。ここにはより具体的に報告もされ

ているわけなんですけども、先ほど総務課長のときにもお尋ねしましたけども、こ

の新型コロナワクチン感染症対策本部の中での決裁がございますけども、僕は、こ

の話、一切、この８月１日の事案、聞いてませんし、これを決裁されてということ

だと思うんですけども。これは、どなたに、どういうような形で、どういう形で残
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すための書類だったんですか。石尾証人。  

○証人（石尾宗将君） 接種がある日ごとに、内容を取りまとめて、順次、町長まで

報告をするというふうな様式でございました。  

○議長（新澤良文君） はい。ということは、この日の事件、事案についても、シリ

ンジの不具合により、シリンジ等々の報告も町長にも上がってるということでよろ

しゅうございますね、決裁をしてるんやから、上がってるということだと思います

けども。この日も６４６人の方が接種されてるわけなんですけども、高齢者２７８

名、高齢者往診３名、一般３３７人、優先１７人、職員１１人、この一般３３７人

の中には１０代の子どもたちがたくさん含まれております、私の調査するところに

よると。そして、この優先、あるいは職員の中には、教職員がたくさん含まれてお

ります。こういうこともあって、報告書も作っているのにもかかわらず、何で新型

コロナ感染症対策本部には、これ、報告、決裁は取ってるんですけども、報告はさ

れなかったんですか。石尾証人。  

○証人（石尾宗将君） もちろん報告すべきであったとは考えておりますが、感染症

対策本部として、当日、どういう内容を議題に上げるのかっていうところは考えて

いただいておりますので、そちらで決定していただいていると思っております。  

○議長（新澤良文君） こういう疑義のあるような議題を上げるべきじゃないんです

か。石尾証人。 

○証人（石尾宗将君） もちろん、我々、コロナワクチン接種プロジェクトの上には

対策本部があるわけですので、そちらへの上申といいますか、報告、協議は必要で

あったと考えます。 

○議長（新澤良文君） 先ほど芦高証人のほうに質問した内容について、プロジェク

トチームのほうで説明をいただけると聞いてるんですけども、これは、石尾証人で

すか、前田証人のほうで説明していただけるんですか。石尾証人。  

○証人（石尾宗将君） 前田証人のほうで証言をさせていただきます。  

○議長（新澤良文君） 結果的に、この件についても事実が明らかになるまでは発表

もしなかった、報告もしなかったということに関しては、組織ぐるみの隠蔽とも取

れると思いますが、どうお考えですか。石尾証人。 

○証人（石尾宗将君） 結果的にそのように取られても仕方がないかなと思います。  

○議長（新澤良文君） もちろん、これも町長にも決裁上がってるし、町長もここの

部分に関してはわかってた上でやられたということでございますよね。町長には、

どういう形で御報告をされたんですか。石尾証人。  
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○証人（石尾宗将君） もちろん報告書という形でも文書にして、決裁を回しますし、

当日、事案が発生した際も、町長も現場に夕刻来られましたので、その際にもこう

いう事案が発生いたしましたと、それから、こういう対応をいたしましたというふ

うな報告はしております。  

○議長（新澤良文君） そのときそう言い、町長はどうおっしゃいましたか。どのよ

うに対処するように指示をしましたか。石尾証人。 

○証人（石尾宗将君） 非常に記憶は曖昧でございますが、再発防止について御意見

があったと思います。 

○議長（新澤良文君） はい、次、再冷凍についてお尋ねいたします。  

  再度お伺いいたします。どのように伝えて、問題のない薬液との回答を得たのか、

どのように伝えたのか、正確に説明してください。２４日、２９日の説明では、県

担当課と製薬会社には、先ほど申したとおり、前田補佐が連絡を入れたとおっしゃ

ったが、保健師の記録では、県担当課は石尾課長から問合せがあったと言っている。

どなたが、どのように問い合わせたのか、正確にお答えください。これ、保健師だ

けではなく、県の担当も石尾、ファイザーのほうも石尾さんから連絡があったと申

しております。それの回答、先ほどいただいたんです、併せてお尋ねします。   

また、７月１６日の移送時に、データロガーによる温度管理を行っていたと、７月

１９日の県への問合せ時には伝えていますが、そのデータを提出してください。と

いうのは、私、昨日、県庁行ってまいりまして、プロジェクトチーム、向こうは石

尾と申すと申したけども、石尾さんからどんな連絡がありましたかということでお

尋ねすると、移送時間は５分程度、データロガーをつけた状態で運んできましたと。

そして、それを冷凍用の冷蔵庫に入れたときには、１６度ということも確認してお

りましたということであったと記憶してますと、県の人はおっしゃってました、そ

の文書も出てくると思います、今、開示請求してますんで。そのような形でよろし

いですか。石尾証人。 

○証人（石尾宗将君） 先ほども証言いたしましたが、県及びファイザーに問合せを

してくれたのは、課長補佐の前田でございます。それから、ロガーをつけてという

ふうに問合せをしたと県のほうはおっしゃっておられるということですけども、ロ

ガーはついておりませんでした。  

○議長（新澤良文君） 県のほうは、ロガーがついた状態でという説明を受けたと言

うております。じゃあ、ロガーがついてない状態なのに、県にはロガーをつけた状

態でということで質問したという解釈でよろしゅうございますか。石尾証人。  
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○証人（石尾宗将君） ロガーはついてなかったことは確かでございますので、問合

せをする際に、間違って問合せをした可能性もあるかと思います。  

○議長（新澤良文君） ちょっと待ってください、そのデータロガーをつけてないの

は間違いないので、県が聞いているデータロガーをつけた状態でというのは、間違

ってデータロガーをつけて運んだっていうふうに質問したということをおっしゃっ

てるんですかね。石尾証人。  

○証人（石尾宗将君） その可能性もあるかと思います。  

○議長（新澤良文君） 石尾証人、ちょっといいかげんにしましょうよ。もう、前回

のときは、ロガーはつけてません、つけてないということは一貫してるんですけど

ね。 

○証人（石尾宗将君） はい。 

○議長（新澤良文君） このつけてないのに、つけたということで聞いてしまった可

能性がある、聞いたほうに私が行って、またファイザーのほうにも私が行くという

ことであるから、これ、言葉変えてるんかもしれませんけども。  

○証人（石尾宗将君） いいえ。 

○議長（新澤良文君） これ、虚偽に当たりますよ。石尾証人。  

○証人（石尾宗将君） 昨日、議長が県に行っていただいて、県の担当者がロガーを

つけた状態で、というふうな説明を受けたとおっしゃっておられるので、それであ

れば、うちから問合せをする際、ロガーをつけて運んだというふうな問合せをした

のかなというふうな可能性もあると思い当たったのでございます。  

○議長（新澤良文君） だからね、故意的にそういう質問したんじゃなしに、間違っ

た質問をしたっていう言い分でよろしゅうございますか。石尾証人。  

○証人（石尾宗将君） そうだと思います、はい。  

○議長（新澤良文君） ここ大事で、再冷凍に当たるか、当たらないかという大事な

問合せの電話を、やった行為をありのまま、そのまま質問するんではなしに、そん

な曖昧な質問を仮にされたというのであれば、大問題だと思いますよ。それは、質

問が違うから答えが違うっていう、当初から言われていることの事実がこれで明ら

かになったわけで。あなたのこの判断で、２１日に、奥村先生をはじめ、また、町

長も接種に対して、再冷凍ワクチンに対して、接種しようじゃないかというような

ゴーサインを出してしまったんだから、この質問の内容が事実と違う内容で、間違

った質問をしてしまったんかもしれないっていうことで済まされるようなことでは

ないと思うんですけども。責任の重大さを感じておられますか。石尾証人。  
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○証人（石尾宗将君） 週刊誌での報道、それから議会での調査、通じまして、私の

責任の重さを痛感しております。  

○議長（新澤良文君） だから、この前回、先週も証人として尋問したときにも、あ

なた、言い切ったじゃないですか、１６度で、ちゃんとそういう形でファイザーは

接種してもいいと、再冷凍に当たらないという回答はもらったと。それは質問の内

容が違えば答えは変わってくるわけで、それは、県にそういう形で質問してるんだ

から、ファイザーにもそういう形で質問してるんでしょう。今後、証拠を押収しに

行った時には出てくると思いますけどね、証拠が出てから事実を認めるっていうの

は、これ、もうやめておきましょうよ。これ、命に関わることなんで、町民の。  

  もう、これ、１００条調査権を発動した議会でございます。ありのまま、正直に

と宣誓したのに、言うてるじゃないですか。だから、ばれてしまってから認めるっ

ていうような、この極めてあくどいことはやめておいて、ありのままを、もう、事

ここに至っては、あなたには重大な責任問題が、疑義がたくさんあります。事ここ

に至っては、もう正直に、今回の事案については証言したほうがいいんじゃないで

すか。 

○証人（石尾宗将君） はい。 

○議長（新澤良文君） 特に、温度管理等々においても、きちんとした温度管理がで

きてないワクチンを町民に接種したっていうような疑義もまだ残っております。だ

から、今後、今からまた質問を続けますけども、正直に証言してくださいよ。   

弁護士にも相談されてるでしょう。弁護士には相談されたんですか。石尾証人。  

○証人（石尾宗将君） いえ、相談はいたしておりません。  

○議長（新澤良文君） じゃあ、具体的な質問に移ります。  

  ７月１６日の移送時に、データロガーによる温度管理を行っていたと、７月１９

日の県への問合せには伝えていますが、そのデータを提出、これいいかな。既に明

らかになっていますが、棒温度計での計測では何ら冷凍状態を証明するものではな

いことを申し添えておきます。リベルテホールの冷蔵庫は、いつまでデータロガー

で温度管理を記録していたのですか。いつから外したのですか。それは誰の指示で

すか、お聞かせください。石尾証人。  

○証人（石尾宗将君） ７月１５日の冷蔵庫搬入時にデータロガーを入れまして、７

月１６日の夕刻には外されてるというふうなデータが証拠で提出されておりますが、

外すように私が指示をしたというふうなことはございません。  

○議長（新澤良文君） この部分に関しましては、江口証人が、自分が外したと証言
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しております。ちなみに、御所市が棒温度計で温度管理をされているということで

したので、御所市に確認しましたが、そもそも御所市が御所市がっていうのは、ど

なたから出てきたことで、どなたが御所市に確認して、この御所市ではいいから、

うちもやってるというようなことになったんですか。石尾証人。  

○証人（石尾宗将君） 私は、御所市が家庭用の冷蔵庫を使っているということも知

りませんし、そちらがやっているからというふうなことを述べたこともないと思い

ます。 

○議長（新澤良文君） では、証拠書類として提出された情報提供シートとファイザ

ー社のワクチン取扱資料を基に伺います。皆さん、お手元に、このような横にした

紙、２日目以降の融通を行う場合というような紙がございます。手元にございます

か。この情報提供シートに基づいて質問させていただきます。情報提供シートには、

移送温度などにチェックされており、また、石尾リーダーのサインもありますが、

内容については御確認されてサインしておられるのですか。石尾証人。  

○証人（石尾宗将君） 私がサインはしております、確かに。ただし、細部までの確

認はいたしておりません。  

○議長（新澤良文君） 内容を確認せずに、ただ、プロジェクトチームのリーダーと

してサインをしたということでよろしゅうございますか。石尾証人。  

○証人（石尾宗将君） ワクチンの持ち出した本数ですとか、その辺はチェックして

おります。 

○議長（新澤良文君） じゃあ、あとの温度等々にはチェックはしてますけども、こ

れは見てないということで。石尾証人。  

○証人（石尾宗将君） チェックはもともと入れていただいてた分でございまして、

ちょっと考えて、下のほうに書かれてたと思うのですが、しっかりとはチェックは

できておりませんでした。  

○議長（新澤良文君） この証拠書類として提出された情報提供シートとファイザー

社のワクチン取扱資料を基に伺いますが、情報提供シートには、移送温度などにチ

ェックされており、また、石尾リーダーのサインもありますが、内容については御

確認されてサインしておられますかということなんですけども、本数は確認したけ

ども、温度は確認してないと。この、本数は確認したけど、温度は確認してないっ

て、本数だけ確認して温度だけ見ないようにするほうが難しいと思うんですけども。

そういう認識なんですか。石尾証人。  

○証人（石尾宗将君） 何分、その日が初めてのことでしたので、ワクチンを持って
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帰るということに頭が行ってしまいまして、しっかりと確認できなかったんだと思

います。 

○議長（新澤良文君） このワクチンというのは、もう先ほどから何度も何度も申し

上げますけども、冷蔵においては２度から８度、冷凍についてはマイナス６０から

９０度ということは、これはもう徹底されてるわけで、いかなる場合においても、

この温度以外のワクチンは使ってはいけないということになっております。また、

この温度をいかなる場合でも示せるようにデータロガーという機械があるのであっ

て、それを活用しなさいということなんですけども。この移送温度は２度から８度

にチェックとなっていますが、これも、ほんなら、温度はチェックしてないからわ

からないと。また、情報提供シートの右欄を記入された書類を作成、保管されてお

りますか。石尾証人。 

○証人（石尾宗将君） はい、保管しております。  

○議長（新澤良文君） それは証拠として出していただいてますか。はい。  

○証人（石尾宗将君） まだ提出はしていないと思います。  

○議長（新澤良文君） では、また後ほどお願いします。はい。  

○証人（石尾宗将君） はい、わかりました。 

○議長（新澤良文君） 先日来、議員からの質問で、ワクチン管理者である保健セン

ター所長から、何ら移送についての説明がなかったことが原因の一端で起こった事

故ではないかとの指摘もございますが、情報提供シートの記載内容を踏まえた上で、

どのようにお考えですか。石尾証人。  

○証人（石尾宗将君） 先ほど来、議長がおっしゃいますように、ワクチンを受け取

る際には、情報提供シートというものを保健センターから預かりまして、持ち帰る

ものであります。それをしっかり確認しなかったというところは私の落ち度である

と考えます。 

○議長（新澤良文君） この情報提供シートをして、保健センターからワクチンを移

送については、情報提供はきちんとされていたという、これはしるしで、証拠でご

ざいます。これは確認していないということをおっしゃってるんで、これについて

は、確認していない、見ていないと言われてしまえば、どないも仕方がないんです

けども、それはもう議員の皆さん、御判断ください。この本数と温度と、本数のと

ころに目線をやったときに、温度というところに目が行かないかどうかっていうの

は、この紙を見たときに一目瞭然でございます、それは御判断ください。  

  また、ファイザー社のワクチン接種取扱資料の１６ページには、冷蔵の温度帯表
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をお配りさせていただいております。このカラー刷りのマニュアルでございます。

これの１６ページを開けてください。こちらに、ワクチンの移送について、移送後

についてのマニュアルが記載されております。もちろん、この記載されているマニ

ュアルは確認されてないと言いますよね、どうなんですか、確認されましたか。石

尾証人。 

○証人（石尾宗将君） はい、確認はしておりませんでした。  

○議長（新澤良文君） まず、議論になったところでございますけども、質問が違う

から答えが違うんやと、当然で、そして、今日の証言において、質問内容、私が昨

日、県庁に行って調べてきた結果を受けて、そして、ファイザーにも問い合わせた

結果を受けて、間違った質問をしてしまったのかもしれないということをおっしゃ

っております。そういった判断の下、本来は再冷凍として廃棄されるべきワクチン

を、２１日に、町民に接種してしまった。これ、こんな強引なことする、証人、こ

の、こんな強引なことしてまで、町民の命を危険にさらす可能性もある、ワクチン

の健康被害、あるいは再冷凍ワクチンの健康被害っていう記録はまだ出ていません

けども、厚生労働省もメーカーも廃棄してくださいというワクチンを、わざわざど

うして使わなきゃいけなかったんですか。証人が一番わかっていますよね、これ、

どういう形で移送したかっていうこともそうですし、このワクチンはどうかなって

いうことも、これは、ほかの保健師２人からも、これは証人が冗談や軽口を言って

しまったんやということかもしれへんけども、このワクチン、我々打たんでよかっ

たなと、６月のうちに打っておいてよかったなっていうような冗談まで言ってしま

ったっていうような証言も出てますけどもね。そんなことも踏まえて、やはりちょ

っと危険なワクチンや、危険なワクチンといいますか、ちゃんとしたワクチンでは

ない、ちゃんと保管されたワクチンではないという認識はおありやったんではない

ですか。石尾証人。 

○証人（石尾宗将君） そのときに、保健師のほうから指摘があり、再冷凍に当たる

というふうな意見でしたので、冷蔵庫に移し替えて保存するというふうなことをし

たワクチンですので、そういうことありましたが、ただし、ファイザー社に聞いた

ところ、再冷凍には当たらないというふうな答えでございましたので、私の中では

安全だというふうな認識で、そういうふうに進言をして、使うという決定に至りま

したが、もう少し慎重に判断できていたらよかったのかなとも考えます。  

○議長（新澤良文君） もう、ふざけんなって言いたいですけども、あんまり主観を

入れるなということですんで控えさせていただきますけどもね。証人、これ、保健



 

－７６－ 

センターからは、マニュアルをきちんと読んでる保健センター職員は、これは再冷

凍に当たるということで注意をした。だから、１６日に移送したこのワクチンは、

１８日に接種するはずだったけども打たずに、１９日に県やファイザーに問い合わ

せてっていう形で、やはり証人も不安な部分があったから、１８日に使わなかった

と、ここはお認めになりますよね。石尾証人。 

○証人（石尾宗将君） はい、確認が取れるまではというふうな意識でございました。  

○議長（新澤良文君） はい。そして、１９日の確認でございます。ファイザー、あ

るいは県に対する確認においては、データロガーをつけて、５分以内に移送したと

いうような質問をされてるとお聞きしますけども、これについては、質問の仕方が

間違っていただけであって、故意にそうやった、誤った質問はしたんではないとい

う証言をされてるわけでございますけども、それで間違いないですか。石尾証人。  

○証人（石尾宗将君） 直接、問合せをしてくれたのは課長補佐の前田でございます

が、そうだったと思います。  

○議長（新澤良文君） 最後に、私から１点、もう一度お尋ねします。ファイザー社、

あるいは県は、高取町の石尾ですっていう形で問合せが来たと証言をしていただい

ております。もう、事ここに至って、皆、真実と申しますか、ありのまま、正直に

話ししていただきたいなという思いがあるんですけども。問い合わせたのは、前田

補佐が、高取町の石尾ですということで、石尾課長の名前を名のって問い合わせた

ということになるのかな、どうなんですか。石尾証人。 

○証人（石尾宗将君） 何度も証言をさせていただいておりますけれども、問合せを

してくれたのは課長補佐の前田でございます、はい。  

○議長（新澤良文君） はい、私からはこれで質問を一旦終わります。どなたか、石

尾証人に対して質問のある方はお受けいたします。谷本議員。  

○３番（谷本吉巳君） １点、確認をさせてもらいます。７月１９日に、前田補佐が、

県とファイザー社に問合せをされました。席の配置は、前田補佐の向かいに石尾課

長ということで、向かいに座っておられたときに質問されましたか。  

○議長（新澤良文君） 石尾証人。 

○証人（石尾宗将君） 前回、証言時に、前に座っていた状態での証言ということで

お聞きくださいと申し上げた上で、そのように答えさせていただきました。  

○議長（新澤良文君） 谷本議員。 

○３番（谷本吉巳君） それで、問合せの内容については、当然正確に問合せしない

といけないと思うんですけれども、私が前田補佐にお聞きしたときは、書いた書面
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を読み上げるのではなくて、頭の中で考えて質問されたとお聞きしたんですけど、

それはどのように思いますか。  

○議長（新澤良文君） 石尾証人。 

○証人（石尾宗将君） 結果的に、保健センターから提出しておられるように、文書

でしっかりとまとめたものができれば証拠としてよかったんでしょうけれども、そ

れが口頭での問合せになってしまったということでございます。  

○議長（新澤良文君） 谷本議員。 

○３番（谷本吉巳君） それで、結果だけは決裁しておられると思うんですけど、結

果だけを文書化されたということでよろしいですか。  

○議長（新澤良文君） 石尾証人。 

○証人（石尾宗将君） ただいま谷本議員のおっしゃるとおりでございます。  

○３番（谷本吉巳君） 終わります。 

○議長（新澤良文君） 野口議員。 

○５番（野口勝也君） ７月１６日の、今の谷本議員と同じ日の件に関してなんです

けども、先ほどからも議長がおっしゃるように、県の方、ファイザーの方おっしゃ

ることと、石尾証人の言っておられることが違うと。そのデータロガーをつけて運

んだと電話した可能性があると、先ほどおっしゃいました。これは、県の方が言う

のであれば、データロガーをつけて運んだと話ししたんだと思いますとおっしゃい

ました。それでよろしいですか。  

○議長（新澤良文君） 石尾証人。 

○証人（石尾宗将君） これまでの証言で、データロガーはつけてなかったと証言で

申し上げておりますので、本日、申し上げさせていただいたのは、県の方がそう言

われるのでしたら、質問時に、そういうふうに質問したのかなっていうふうな可能

性もあるなと考えました。  

○議長（新澤良文君） 野口議員。 

○５番（野口勝也君） ということは、それはあくまでも自分のあれですか、想像と

いうことですか。というのは、その向かいで前田補佐が電話でしゃべっておられま

す。その前田補佐が、はっきりとデータロガーをつけて運びましたって話をしてた

んですか。 

○議長（新澤良文君） 石尾証人。 

○証人（石尾宗将君） 向かいには座っておりますけれども、そのときの会話を、先

ほど申しましたように、前に座って聞いている状況でと申し上げておりますので、
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一言一句、正確に記憶できていたかどうかはわかりません。 

○議長（新澤良文君） 野口議員。 

○５番（野口勝也君） ということは、はっきり、どういうことを質問してるかって

いうのをわからないで、さっきの発言になってるわけですか。  

○議長（新澤良文君） 石尾証人。 

○証人（石尾宗将君） はっきりと記憶に残っていることではございませんけれども、

やはり人がそうおっしゃるのでしたら、その可能性もあるかなっていうふうなこと

でございます。 

○５番（野口勝也君） はい、わかりました。 

○議長（新澤良文君） 野口議員。 

○５番（野口勝也君） それと、もう一つなんですけれども、ちょっと移動時間のこ

とに関してなんですけれども、前田補佐は、移動時間５分ですとファイザーのほう

に伝えられたということになってるんですけども、保健センターで、冷凍庫から、

低温冷凍庫ですか、そこから出してリベルテホールへ運んで、リベルテホールのま

ず冷凍庫の中に入れたということなんで、そんときの以前の石尾証人の証言では、

約３０分ぐらいかかったと思いますとおっしゃっておられました。ファイザーにそ

の時間を説明される前田補佐は、その移動時間を５分としかおっしゃらなかったん

ですか。全部、冷凍庫から出して、冷凍庫に入れるまでの時間は何分かかりました

とは説明されなかったんですか。  

○議長（新澤良文君） 石尾証人。 

○証人（石尾宗将君） その辺もはっきりとは私は記憶しておりませんが、ただ、そ

の５分という時間は、保健センターを出てから、リベルテホール到着までの時間を

申しておることと思います。 

○５番（野口勝也君） 以上です、ありがとうございます。 

○議長（新澤良文君） 僕のほうから、ちょっと再度確認しておきたいんですけどね、

証人。 

○証人（石尾宗将君） はい。 

○議長（新澤良文君） これ、１６日移送して、保健センターから指摘されて、１８

日に使うはずだったのを引き延ばして、１９日に県やファイザーに電話してるわけ

じゃないですか。 

○証人（石尾宗将君） はい。 

○議長（新澤良文君） この質問した内容を、わかりませんでしたとか、覚えていま
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せんとかいう、この質問内容っていうの、一番大事じゃないですか。この質問した

答えによって、このワクチンが使えるか、使えないかっていうことがわかるってい

う内容なんだから、プロジェクトリーダーとして、この一番大事なこの質問内容が、

県の職員が言うておったんだったらそうかもしれませんとか、そんなに責任感のな

いことでいいんですか。もう、ほんまのこと言おうよ。石尾証人。  

○証人（石尾宗将君） 本当のことを申しておるつもりでございますが、何分、直接

質問してくれたのは課長補佐の前田でございますので、あくまでも私が前で聞いて

おったというふうなことで証言をさせていただいておるところでございますので、

御理解をいただければと思います。  

○議長（新澤良文君） いや、理解できないから、しつこく聞いてるんだけども。  

  この質問内容云々じゃなしに、事実がどうあったかっていうことを説明するんで

あるから、この質問内容がどうあったかっていうことは、事実をそのまま報告して

いるのであれば、共有してるはずですよね。言うてる意味わかりますか。 

○証人（石尾宗将君） わかります。 

○議長（新澤良文君） 事実は一つじゃないですか。  

○証人（石尾宗将君） はい。 

○議長（新澤良文君） この事実の部分を説明して、答えをいただいてるっていうこ

とであるならば、石尾証人も前田証人も、この質問に対する質問内容っていうのは

共有してるはずじゃないですか。意味わかりますか。 

○証人（石尾宗将君） わかります。 

○議長（新澤良文君） もう１回言いますよ。事実は一つじゃないですか。この事実

の一つのことにおいて、質問をファイザーなり、県なりにしてるわけですよね。  

○証人（石尾宗将君） はい。 

○議長（新澤良文君） ということは、この事実のことを聞いてるんだから、この質

問内容っていうのは、お互い共有してることじゃないんですか。この事実と違うこ

とを、仮にですよ、前田サブリーダーが質問してるんであれば、私は質問していな

いからわかりませんっていうことが通じるんかもしれないけども、このファイザー

なり、県へ何を聞いたかというと、このワクチンの取扱いについての事実をありの

まま伝えて、判断を仰ぐっていうのは、これ、当たり前のことですよね。この事実

は一つじゃないですか。 

○証人（石尾宗将君） はい。 

○議長（新澤良文君） 起きたことの事実、この移送したときの事実っていうのは、
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証人も理解してるわけで、そのとおり聞いておれば情報は共有してるわけだから、

私は質問してないんでわかりませんっていう答えにはならないはずじゃないですか、

違いますか。石尾証人。 

○証人（石尾宗将君） 議長のおっしゃるとおり、前回もここで証言をさせていただ

きました。前で聞いておった者として証言をさせていただきました。ただし、証言

をさせていただいて、実際に運んだ者として、こういうことを質問したということ

を証言をさせていただきましたので、はい、そのとおりです。 

○議長（新澤良文君） いやいや、だから、くどいようですけども、ワクチンをリベ

ルテホールに運んだこの経緯を、これが疑義があって、これがこの不審な点がある

ということで、保健センターとプロジェクトチームの間で意見が分かれてるわけな

んですけども。プロジェクトチームとして、私たちが正しいっていう気持ちである

ならば、ありのまま、ファイザーなり県に対して質問してるじゃないですか。じゃ

あ、起きたことをありのまま質問するんだから、前田が何を言うたとか、前に座っ

とって、僕自身が、石尾証人自身が質問してないから、どういう内容で質問したか

はわからないとかじゃなしに、その情報は共有してるはずで、事実を事実のまま質

問してるんであればね。だから、そんなことは、情報は共有してるはずだし、質問

内容ももちろんわかってるはずじゃないですか。石尾証人。  

○証人（石尾宗将君） 議長のおっしゃるとおりだと思います。  

○議長（新澤良文君） 森下議員。 

○７番（森下 明君） 石尾証人にお伺いをいたします。１６日に移送したワクチン

について、再冷凍の疑いがあるということで、１８日には使用しない、もって、１

９日の調査の結果をもって、２１日に使えるかどうかいう判断されたというふうに

今まで説明をされてきました。その中で、あなた方が、このワクチンは使用できま

せんよというふうに保健センターから提言があった、このワクチンを何とか使用す

ることができないかなという意図を持って、県あるいはファイザー社にその説明を

されたのか、回答を求められたのか、どっかにそういう思いがあったのか、なかっ

たのか。全くなかったなら、なかったとおっしゃっていただいたら結構ですが。ど

うも、そういう自分らは、半端なワクチンを廃棄する中で、何とか使われへんかな

いう思いがなかったのかなというふうに感じましたが、いかがでしょうか。  

○議長（新澤良文君） 石尾証人。 

○証人（石尾宗将君） その当時、ワクチンは非常に大切なものという意識で扱って

おりましたので、そういう意識でありましたけども、安全かどうかはちゃんと確か
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めたいというふうな思いでありました。  

○議長（新澤良文君） 森下議員。 

○７番（森下 明君） そこには、何とか使いたいという思いはなかったという解釈

でよろしいですか。 

○議長（新澤良文君） 石尾証人。 

○証人（石尾宗将君） そういう思いから、ファイザー等へ問合せをして、安全を確

認したということでございます。 

○議長（新澤良文君） 森下議員。 

○７番（森下 明君） ここ大事なとこなんですが、何とか使えないかという思いを

持ってファイザー社へ質問するということになると、そういう思いを含めた質問を

してしまうということが考えられませんか。  

○議長（新澤良文君） 石尾証人。 

○証人（石尾宗将君） そのようなことはなかったと思います。  

○議長（新澤良文君） 森下議員。 

○７番（森下 明君） 以上です。 

○議長（新澤良文君） 要は、ありのまま説明したっていうことやろうな、正直に、

そうでしょう。 

○証人（石尾宗将君） はい。 

○議長（新澤良文君） 西川議員。 

○２番（西川侑壱君） すみません、１点だけ。ほかの証人の方にもちょっと何回か

質問させていただいたんですけど、わからないっていう答えが返ってきてるので、

プロジェクトリーダーである石尾証人のほうに聞きたいんですけども。高取町にお

いて、データロガーの取扱い、どのようにするっていうふうになったんですか。全

体を通して、どこでデータロガーを使うっていうふうに、マニュアルであったりだ

とか、取決めになったんですか。  

○議長（新澤良文君） 石尾証人。 

○証人（石尾宗将君） 特にデータロガーの取扱いに関するマニュアル等はなかった

と記憶しておりますが、市販の冷蔵庫を搬入した際に、保健センターのほうから、

これをつけてというふうな指導があったと記憶しております。  

○議長（新澤良文君） 西川議員。 

○２番（西川侑壱君） もともと高取町にデータロガーは４つあったんですか。それ

とも、今回のプロジェクトに対して購入されたんですか。  



 

－８２－ 

○議長（新澤良文君） 石尾証人。 

○証人（石尾宗将君） 私たちのプロジェクトが出来上がってから購入したというこ

とはございませんでして、もともと保健センターで４つ持っておられたんだと思い

ます。 

○議長（新澤良文君） 西川議員。 

○２番（西川侑壱君） わかりました。ちょっとそこの取扱い、どうなってるのかと

いうところが全体でやっぱり見えてこなかったので、ちょっと質問させてもらいま

した。すみません。 

○議長（新澤良文君） ほかにございませんか。  

         〔「なし」の声起こる〕  

○議長（新澤良文君） では、これをもちまして石尾証人の今回の尋問を終わります。 

  石尾証人は退席ください。ちょっと４０分ぐらいまで休憩しましょうか。  

          午後 ３時２２分 休憩 

          午後 ３時４２分 再開 

                                     

○議長（新澤良文君） 先に、先ほど石尾証人のほうから説明がございました２回目

以降の融通を行う場合の方式という、横の、この情報提供シート、本数は見てるけ

ど、温度は見てないっていう、このやつなんですけどね。これ、右側は書いてます

んで、提供しますと、報告しますということでしたんですけども、右側には、使用

日も残り本数も記入してないという事実が発覚しましたんで、あえてお配りしても

仕方がないだろうと。それ、皆さんのお持ちの紙と一緒の紙を持ってまいりました。

もうお配りしなくてもいいですね。  

          〔「異議なし」の声起こる〕  

○議長（新澤良文君） 雑です。 

  それでは、前田証人、証言台のほうへ。  

○議長（新澤良文君） 宣誓の後に。ちょっと前田証人のほうから、資料提供がござ

いますので、配付をいたします。これ、後で御説明申し上げます。  

  まず、前田証人、宣誓の後、宣誓書に、署名、捺印をお願いします。  

○証人（前田 繁君） 宣誓書。私は良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、

何事も付け加えないことを誓います。令和３年１０月５日。前田繁。  

           〔前田証人 宣誓書に署名、捺印〕 

○議長（新澤良文君） それでは、前田証人に、あえてもう一度、申し述べます。  
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  今議会は、１００条調査権を発動した議会でございます。証人に改めて申し述べ

ますが、地方自治法第１００条第２項において準用する民事訴訟に関する法令の規

定により宣誓をした選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを３か

月以上５年以下の禁錮に処すると規定されております。一応申し述べておきます。  

  それでは、証人にお尋ねします。二度打ちなどの医療事故があり、隠蔽されてい

るのではという疑惑について、７月１１日の保健センター、これまでの皆さんの証

言から、組織ぐるみの隠蔽とも取れると思うんですけども、これについてはどのよ

うにお考えですか。前田証人。  

○証人（前田 繁君） 先ほど来、証言のほうもございましたけども、やはりすぐさ

まの対応ができてなかったというとこら辺で、結果的に、やはりそういうふうな形

で捉えるべきでしたが、仕方がない部分があるなというふうに認識しているところ

ございます。 

○議長（新澤良文君） 一方で、組織ぐるみでないとするならば、これまで証言から、

町長に進言をしたと、幹部の職員が申しておりますけども、これは、町長の最後の

判断に誤りがあったと、だから、この隠蔽をするようなことになってしまったとい

うことはお考えでありますか。前田証人。  

○証人（前田 繁君） 当日の夕方に会議を開きまして、前回もちょっとお話しさせ

ていただいたと思いますけれども、いろいろな話合いの中で、最終的には様子を見

ようという形になりました。そういったとこら辺で、副町長等も、やはり次の日な

りに、進言に行かれたというような話も聞かせていただきまして、最終的には、町

長のちょっと様子を見るというような判断がございましたけども、対応が遅かった

ということも含めると、私も進言しなかったといった面も、進言しておりませんで

したので、私も責任の一端があるというふうに思います。 

○議長（新澤良文君） じゃあ、どのような形で責任を取るんですか。前田証人。  

○証人（前田 繁君） 最終的に、今申し上げましたように、町長から御判断いただ

いたところでございますが、皆が皆やはり、私は進言もしなかったといった面も含

めまして、それらの責任の一端があるというように御説明をさせていただきました。  

○議長（新澤良文君） 責任があると。じゃあ、どのような処分についても、甘んじ

て受けなくてはいけないというような御認識でよろしゅうございますか。前田証人。  

○証人（前田 繁君） 議長のおっしゃるとおりでございまして、私もそのときにし

っかりと、速やかにその対応できるように、町長に進言させていたらばと思いまし

たけれども、そのときには進言できなかったという私がございますので、やはりそ
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の面も含めまして、私もその責任の一端があるというふうに考えておりまして、御

判断いただければというふうに理解はしております。  

○議長（新澤良文君） では、この７月１１日の案件につきまして、ほかの証人にも

お尋ねしておりますけれども、本来は、どのような対応をすべきだったと。このワ

クチンの空打ち、あるいは二度打ち、針打ち事故だったっけ。針刺し事故において

は、感染症の危険性もあるということで、他の自治体は、こういった注射、シリン

ジの余りのケースにおいて素早い対応をされておるわけでございますけども、本来、

本町としては、どのような形でこの対応をすべきだったとお考えですか。前田証人。  

○証人（前田 繁君） そのときに、その日は当然、その様子を見ようという、そう

いう判断にはなったわけでございましたけども、やはりその中で、調査の中で、例

えば単純なミス、１本、初めから多かったん違うかなというようなところ辺を、例

えば全く、そういうような原因がすぐわかれば、それでよかったですけど、それが

全然わからない、原因が特定できないとなりましたら、やはりもう、すぐにでも速

やかに、やはり町のほうから、皆さんに連絡入れさせていただいて、原因を特定し

て、そして、原因が特定どうしてもできないとなりましたら、やはり検査のほうも

進めていかなあかんだというふうに思います。  

○議長（新澤良文君） この件に関しましては、この日の接種人数よりも早い段階、

だから、５９人が接種した段階で、このシリンジの余りという事案が発見されてお

るわけで、５９名の接種された方に素早く連絡をしておればこんなことにはならな

かったと思いますし。やはり二度打ち、空打ち、針刺し事故の危険性を考えたとき

に、証人も、常日頃から町民のことを思って、職員としてお勤めになってるわけだ

から、町民の命、あるいは健康被害等々を考えたときに、そのような気持ちになら

なかったのか。この件については、参事のほうからは、５９名に連絡をして調べて

はどうかという意見も出たと、参事のほうの証言も出てるわけなんですけども、そ

ういう考えには及ばなかった、ならなかったというのはどうしてだと思われますか。

前田証人。 

○証人（前田 繁君） 先ほど参事の段階で、こういった電話が、地域交流スペース

の参事のほうに入って、そして、参事のほうがそのような指示と申しますか、話を

したというふうに聞かせていただきました。私も当日、地域交流スペースにおり業

務しておりましたんで、その保健センターの会議室、経過観察室、会議の場に入る

まで、何があったのかということはわからなくて、入ってすぐに、松本保健師さん

のほうから、一人、帰られた方がおるといった、１本残ってるというような話が一
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番初めにあったというのを記憶しておりまして、そこから、いろいろな話、看護師

さん、絶対に二度打ちしないと言うてるとか、いろいろな話の中で、最終的には原

因が特定できないというところでございましたけれども、やはりそのときは、もう

次の日でも、すぐにでも皆さんに御連絡をさせていただいて、していかなあかんと

こでございましたのに、それができなかったといったことがございまして、そこら

辺は住民の皆様に大変御心配をかけて、御迷惑をかけてるなというふうに思ってる

とこでございまして、大変申し訳ないと思っております。  

○議長（新澤良文君） ちょっと質問の内容と答えが違うんですけども。よその自治

体、市区町村ができてることを、なぜ高取町はできなかったんですか。前田証人。  

○証人（前田 繁君） 議長のおっしゃるとおり、市町村を参考にした形で、すぐさ

ま対応しなければならなかったというふうに思いますが、そのときはそれができな

かったというふうに反省してるところでございます。  

○議長（新澤良文君） なぜできなかったんですか。前田証人。  

○証人（前田 繁君） やはり最終的に会議の中で様子を見ようというふうな町長の

御判断があったとは思います。それに基づき、少し様子を見とったというところで

ございますが、やはりそれがずっと続いてしもうとったというとこら辺で、やはり

途中段階で電話をして、すぐに対応せなあかんかったというふうに思います。  

○議長（新澤良文君） 先ほど石尾証人の証言の中にもあったんですけどね、この場

合の経過観察、普通は経過観察というたら、いろんな考え方があると思うんですけ

ども、一応御本人さんにもお伝えしてということもあるかと思うんですけども。う

ちの場合の経過観察というのは、町民の人から、例えば健康状態の悪化であるとか、

あるいはお亡くなりになったりだとか、そういう状況で、町民の方から何らかの問

合せがなければ、これはほっとくつもりで処理をされたのかということでよろしゅ

うございますか。前田証人。  

○証人（前田 繁君） その様子を見るということが、もう今となりましては、そう

いうような御意見いただいても当然のことになろうかなというふうに思います。  

○議長（新澤良文君） 今となってはでなしに、その当時もそうですし、週刊誌でめ

くれるまでは、これは公表はされなかったということですんで、そういうことかな

と思うんですけども。今回のこの事実が、もし週刊誌で報道されてなかった場合、

これ、出てきたと思いますか。前田証人。  

○証人（前田 繁君） そのまま、先ほど議長がおっしゃいましたように、経過観察

というとこら辺で、お知らせせずに経過観察をしておったんかなというふうに思い
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ます。 

○議長（新澤良文君） では、例えばＣ型肝炎、Ｂ型肝炎にかかっておっても、町は

こんなことでちゃんとしてくれてると思ってる住民の人たちなんで。町で、そうい

う形でうつされたとはよもや思ってないやろうし。そして、この二度打ちされた方

は、７月末に２回目ワクチンを接種されてるわけなんですけども、空打ちされてる

ということは、この方は、２回ワクチンを接種したので、抗体はできていると思っ

てらっしゃいますけども、１回は空打ちっていう可能性が高いということで、この

人だけは、抗体はできてないという可能性がある。今、ワクチン２回接種された国

民においては、規制が緩和されたり、ワクチンの接種券を見せれば、旅行あるいは

食事等々が行けるという形で、ウィズコロナと申しますか、そういう形に政府のほ

うもかじを切っておられる中でのことなんですけども。こういったことを考えたと

きに、胸は痛くないんですか。前田証人。  

○証人（前田 繁君） 議長御指摘のとおりでございます。まだ今の段階で原因が特

定されてございませんが、やはりそういった御心配をおかけした、御迷惑をおかけ

しとるといったことでございまして、議長がおっしゃるとおり、心の痛いところで

ございます。 

○議長（新澤良文君） 今、証人は、原因が特定されてないとおっしゃいましたけど

も、では、二度打ち、空打ち、何やったっけ。針刺し事故以外の原因は何ですか。

前田証人。 

○証人（前田 繁君） 先ほど申し上げました、例えば１本、時間帯が、ワクチンで

ございましたんで、１バイアル６本取れるワクチンでございますさかいに、５９人

の対象者の場合やったら、もしかしたら６０本取っておったんではないかなと、例

えばですけども、そういったことや、接種をしたというような形を思って帰られた

方もいらっしゃったのかなとかいうふうないろいろな原因はあると思いますけど、

やはり議長がおっしゃった部分、二度打ち、ここがやはり、その原因の一つである

というふうに認識しているところでございます。  

○議長（新澤良文君） ワクチンの本数でありますけども、これは、もう初めに確認

されております。これまで、６０本にならなかったかという原因も、１名の方のキ

ャンセル、このキャンセルされた名前も個人情報がありますんで、僕は知ってます

けど、言えませんけども、そういうこともありましたんで、だから、当初から、ス

タートは５９本で、接種者も５９人っていうことでございましたんで、この可能性

はないと。そして、先に帰られた人っていうことも、これ、その当時でも考えにく
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かったんですけども、今、役場のほうで調べられて調査された結果、この可能性も

ないと。こうなったときに、あと、残された可能性として、何がありますか。前田

証人。 

○証人（前田 繁君） 今の３つのうちからということですか、２つ。 

○議長（新澤良文君） いや、ほかにも可能性があったら言って。  

○証人（前田 繁君） 今ちょっと思い当たる可能性というのが、先ほど私申し上げ

たものでございますけども、議長のおっしゃるとおり、その二度打ちという可能性

もあるというふうに認識しております。  

○議長（新澤良文君） これ、僕、言い切れるわけじゃないですけども、二度打ち、

空打ちの可能性が極めて高い。これ、全国的にもそうです。報告されてる中で、そ

ういうふうな事案があったということが報告されております。本町においても、イ

ンフルエンザの予防接種等々で接種事故っていうのか、針刺し事故っていうのは起

きております。そういう状況でございますので、空打ちであろうということも考え

れば、本当にワクチンのプロジェクトチームは、何をして、どこを見て、この接種

業務に当たっていたのかと、今になって思いませんか。前田証人。  

○証人（前田 繁君） 議長のおっしゃるとおりでございます。我々も役場の職員、

皆、動員で、ほぼみんなが力を合わせて、当初は保健センターのほうと、そして地

域交流スペースいくせいのほうとで分かれながらやっておったといったところでご

ざいまして、プロジェクトチームの地域交流スペースのほうの責任者ではございま

す者はやはり、そこのプロジェクトのサブリーダーとしての責任を痛感してるとこ

ろでございます。 

○議長（新澤良文君） それでは、８月１日、リベルテホールのワクチン接種につい

てお尋ねします。この件につきましては、ワクチンの接種シールが２枚足らなかっ

たというふうな形で決裁も取られ、報告もされてるということでございますけども、

これ、１００％、シール紛失とは言い切れないというのは、保健師４人の証言から

も明らかになってるわけでございますけども。この件につきまして、１００％じゃ

ないということであれば、どうしたらよかったとお考えですか。前田証人。  

○証人（前田 繁君） その際は、自分の勝手な思いでございますが、トリプルチェ

ックをして進めていたもので、そのとき、私がそういった思いは、二度打ちという

思いは思っておりませんでした。まだ、そのときは、もう予診から接種と別々に行

くのではなくて、一つの部屋に医師と看護師さんがいてくれはって、予診をしたら、

すぐさまお医者さんがフォローしながら、横の看護師さんがその場で打つと、２人
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体制で打っていただけるといったことがございましたので、そういったことが、大

変申し訳ないんですが、頭には浮かびませんで、といいますのもシールをなくした

ことによって、打てる人が打てなくて、ワクチンを無駄にしてしまったというふう

な認識でございましたんで、それを１００％かと言われれば、やはりそのときは私、

そういったことも思ってませんでしたけども、今、１００％かと言われたときには

そうではないというふうに、保健師さんが証言したように、そういうふうになるの

かなと、私も今となってはそういうふうに思う部分もございます。  

○議長（新澤良文君） そうですよね。この７月１１日の案件についても、こんな大

事なことをきちんと処理できなかったあなたたちなんだから、ちょっと自分たちの

考えっていうか、実力というんか、それを過信し過ぎたんじゃないんかなっていう

のはあって。今、証言の中にありましたけども、私らがこんだけチェックしたから

間違いないと。この７月の１１日の流れから申し上げますと、想像するに、そうい

う対応はあったんかなと。  

  行政としては、町民の命を守るために、議会も一緒ですけども、我々、同じこと

が言えるんですけども、やはり１％の可能性でもあれば、それは、その不安を払拭

するというか、取り除くというのが大事な仕事でございます。しかも、今回は予防

接種等の単なることじゃございません。ワクチン接種ということで、今、報道等々

でもございますけども、ワクチンを打つ、打たんで、夫婦が離婚の危機になってる

だとか、あるいは親戚関係でも、というような。ワクチンに対する思いというのは、

住民の方、町民の方は、大変腹をくくってワクチン接種には臨んでいらっしゃいま

す。加えて、この８月１日という日は、子どもたちもたくさん接種しております。

高齢者が２７８名、高齢者往診が３名、一般３３７人のうち、半数以上が子どもた

ち、１０代の子どもたちの接種が多かったとお聞きしております。そして、優先１

７人、職員１１人ということでございますけども、これも教職員がこの日に接種し

てるということをお聞きしております。そういったことも考えたときに、やはり単

なるシールを失ったからっていうんではなしに、実際、いろんな可能性も考えなが

ら対応されるべきではなかったのかと思いますけども。もう一度、しつこく質問し

ますけども、どう思われますか。はい。  

○証人（前田 繁君） 私も過信をしとったような、そういうようなわけではござい

ませんで、事業者とともに、より安全に、そして、やはりたくさんの人数来てもら

いますんで、そこら辺、けががないか、問題はないかというところにもチェックを

しまして、その都度、やはり、ここは双方でチェックしなければならないんじゃな
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いかいうことはすぐに改善しまして、入り口でも、やはり３人のチェックも見せて、

そして、ブースも分けるんではなくて、先生と看護師さんが一緒になってもろうて、

そして、出たら、すぐに手続をしてといった形で、できるだけ今までの経験、そし

て、事業者もいろいろ経験がございまして、その中でいろいろ話をしながら、接種

のほうを進めてまいりました。その中で過信はしておったわけではございませんけ

れども、３０分ごとにファイルの色を分けて、そして、番号を一人一人チェックし

ながら進ませてもらっていく中で、そういったことはなかったというふうにそのと

きは認識をしておりまして、シールをなくしたことに対しましては、事業者の方に

も、やはり絶対こんなことがあったらあかんということで、改善策のほうを提出し

ていただきました。ということで、そのときは１００％とは申しませんけども、今

となっては、１００％確かなんかと言われたときには、そうでない部分も確かにあ

るなというふうに理解してるところでございます。 

○議長（新澤良文君） ほんなら、もう証拠としてお持ちいただいた８月１日の事案、

横の紙ですね、手製の紙、これ、ちょっと御説明ください。前田証人。  

○証人（前田 繁君） お手元の資料にございます８月１日の事案と書かれたもので

ございます、手書きですみません、見えにくいものでございましたけども、最終に、

４時の台の方が３０分、４時から４時半の方が打ち始めて、４時過ぎだったと思い

ますねんけども、午後の２診におきまして、最終、シールと注射器が、最後まで、

そして、来てはる方も含めましてチェックをしたときに、シールが２枚足らないと

いったことがございました。そのまま、その日は４６８人でございましたんで、４

６５人まですぐ出まして、最終的にシールが２枚足らん部分が１つあります。ただ

し、その日、朝から注射器の針、そこら辺がちょっと不安があるということで、１

本、薬液充填室で注射器とシールとを保管しておりましたんで、最後、ここに同じ

バイアル、同じバイアルでしたんで、同じバイアルのシールがここにあるので、も

うお一方打てるということで、そのシールで最終４６６人ございますが、お一方打

ちまして、最終的には上の段の分にございます注射器のシールがなくて、１本入っ

てきました。そして、もう１本は不具合の注射器で、１本廃棄いたしました。ただ

し、そのときは２つのセットのシールはもう最終１本を１人の方に使いましたんで、

そのときのシールもなかったと、ない、不具合の注射器１本残ったといったことで、

待ってる方に打てなかったといった部分もございます。ただ、業者につきましては、

やはりシールのほう２枚をなくしたといったことがございましたんで、それの改善

策を指示させていただいたといったことを８月１日の報告書に記載させていただき
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ました。ちょっと文書では、私の表現というのが分かりにくい部分があったのかな

というふうに反省しているところでございましたけども、図示させていただいたも

のが、今、お手元に配らせていただいたものでございます。  

○議長（新澤良文君） 過去の証言と少し、今おっしゃっていること、違うんかなっ

ていう部分が。注射器が、せやから、液漏れが注射器、シリンジね、それと、ちゃ

んとしたワクチンを打てる注射器、２本余ったということでいいですね。  

○証人（前田 繁君） はい、２本余ったというか、最終廃棄したのがその２本でご

ざいます。 

○議長（新澤良文君） もともとこのワクチンについては、廃棄する場合はシールも

併せて廃棄しなければいけないよって言われたことはないんですか。前田証人。  

○証人（前田 繁君） すみません、その点につきまして、私、認識はしておりませ

んが、最終的にセットでシールがあるのに、セットでほかすということが、もうお

一方打てるのにというところで、注射器のほうはもう廃棄させる、せざるを得ませ

んねんけども、シールのほうは１枚で１人、お一方使わせていただいて、シール２

枚分イコール注射器２本分を廃棄させていただいたということに、ちょっと詳しい

そういうルールは、私、勉強不足でございますねんけども、一緒にセットでシール

もほかさなあかんのかなちゅうの、ちょっと認識しておりません。以上です。  

○議長（新澤良文君） 要は、廃棄する分の注射器のシールと注射器２本余った分の

注射器１本と合わせて１組にしたっていうことでよろしゅうございますか。前田証

人。 

○証人（前田 繁君） そのとおりでございます。  

○議長（新澤良文君） この件につきましても、決裁等々は上がってるんですけども、

新型コロナ感染症対策本部とはなってますけども、感染症対策本部では一切上がっ

てきておりませんし、今回の事案が出てきて、初めて明らかになったことでござい

ますんで、この件に関しても、隠蔽と申しますか、隠していたっていうことでよろ

しゅうございますか。前田証人。  

○証人（前田 繁君） 私、元々、保健センターで使われとった様式をそのまま使い

まして、この報告書の様式をずっと使うとるとわけなんですけども、そのときに、

私がコロナプロジェクトのほうでおりましたので、決裁ということでさせていただ

いて、そして、保健センターも含めまして、福祉課といった欄もつくらせていただ

きました。そのとき、通常の決裁というふうに認識しておったわけなんですけども、

これにごめんなさい、私が新型コロナウイルス感染症対策本部と書いてしまってお
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りましたけども、本部に全部にかけていただくというふうなところ辺で枠をつくっ

たのじゃございませんで、通常の決裁といったとこらで様式をつくっておりました。

そこら辺で少し誤解を招いた部分があるのかなというところで、私の様式のつくり

方が間違っておったというふうに思います。  

○議長（新澤良文君） いや、間違ってないと思いますよ。これは新型コロナ感染症

対策本部で報告しなきゃいけないことだと思いますよ、もちろん。町長が先にワク

チン打ったときも一緒です、そうですよ。あのときも感染症対策本部で説明したっ

ておっしゃってましたけども、説明自体されてませんでしたよね。感染症対策本部

にワクチンに関することは、やっぱり上げるべきやと思いますよ。どう思いますか。

前田証人。 

○証人（前田 繁君） その対策本部にかける、かけないという私の立場として認識

しておりませんねんけども、皆様に、関係者の皆様に御報告せなあかんというとこ

ろで、こういった、接種があった次の日には接種の実績といたしまして、人数、そ

して廃棄したバイアルがないんかどうかとか、そして、体調不良者が何人出たかと、

そのときもいろいろトラブルや狂いもなかったのかといった面、そしてまた、皆さ

んで共有しとかなあかん部分がないのかいうとこら辺がもろもろからの様式でござ

いましたんで、私、毎回それをさせていただきまして、状況を見させていただいて

決裁をさせていただいたといったところでございまして、これを本部会に確認いた

だいているところ辺がちょっと私としては、そこら辺がちょっと判断つかんところ

でございます。 

○議長（新澤良文君） 何事であってもね、ワクチン接種あるいはコロナ関連につい

ては、感染症対策本部のほうに上げてくるべきだと思いますし、これは前田証人の

判断では難しいんかもしれませんけども、これは現場からね、逆に申し上げますと、

みんなで責任取ったらええやんかという話なんですけども、感染症対策本部にもあ

げて、対策本部の中で、仮にですよ、これ、経過観察という形で、僕は納得しませ

んけどね、もし上がってきたとしても、７月１１日の案件であったりだとか、ある

いは再冷凍の問題であったりだとか、こういう問題も全て、やはり新型コロナワク

チンの感染症対策本部というのがあるんやから、そこにはやっぱり報告するべきで、

先ほどもどなたか、議員さんもおっしゃってましたけども、せやから、この決裁の

様式は、これはちゃんとやっとんねけども、感染症対策本部の中で、議会から選出

されている僕ら以外は全員知っとったんかっていう話になってくるんですけども、

まあまあ、その議論はまた置いといて、再冷凍行きます。  
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  再冷凍があったのではという疑惑についてお尋ねします。この件につきましては、

奈良県、そしてファイザーに記録の提出を求めております。手続上、まだ時間がか

かっておりまして、しばらくお待ちください、情報が提出され次第、議員の皆さん

とも情報を共有させていただきます。  

  再度お伺いいたします。このワクチン、まず初めにも、ちょっと僕、物すごく疑

問に思ってることをお伺いしますけども、昨日、私、県のワクチン担当の室長とお

話しさせてもらったときも、県の記録の中には、石尾さんから問合せがあったとい

う記録は残っております。そして、ファイザーのほうも記録の中には、高取町プロ

ジェクトチームのほうの石尾さんから問合せがあったという記録が、録音が残って

おります。そんな中で、石尾証人に先ほどお伺いしたら、いや、私じゃない、前田

ですっていうことをおっしゃるですけども、これはいわゆる、そもそもこんなとこ

で嘘つくわけがないから、あえてお伺いもう一度しますけども、これ、県やファイ

ザーに問い合わせたのは誰ですか。前田証人。  

○証人（前田 繁君） ７月の１６日の金曜日の保存に関して、１９日の日に私が朝

９時頃に、私が奈良県に新型コロナワクチン接種推進室の松井様のほうにお電話を

させていただきました。それ、石尾課長の、私が前におる石尾課長の名前を騙った

わけではなくて、高取町の前田と確かに、私、話しさせていただいたと思いますね

んけども、私が電話したのは間違いございません。そして、先ほどファイザーのほ

うが、今度、松井様のほうが判断、県のほうはちょっと判断できない、つかないと

いうことで、ワクチンのことならファイザーへということで電話番号お教えいただ

いて、私が今度、１０時頃でございます、ファイザーの藤田様のほうにその経過を

説明させていただいて、そして、やり取りさせていただいたということで、私のほ

うが、それをまた文書化、回答のほう文書化させていただいて、決裁をとる代わり

に、保健センターにファックスを入れたり、そして、皆様にこの結果の紙を配付さ

せていただいてっていう形を取らせていただきました。  

○議長（新澤良文君） じゃあ、何でファイザーも県も高取町の石尾さんから問合せ

来たって言うんでしょうね。これ、前田証人に聞いても無理だから、向こうは前田

証人、高取町の前田ですっていう問合せに対して、向こうは前田っていう名前を石

尾と聞き間違って記録しているっていう可能性しかないですよね。前田証人。  

○証人（前田 繁君） 私はそのとき、高取町のプロジェクトと名乗っただけだった

のか、前田とまで名乗らせていただいて、お話聞かせていただいたのが、恐らく私

は前田と名乗らせてもろうたというふうに思っておりますねんけども、しかしなが
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ら、私が石尾というて、名乗って、お話しさせていただいたということはございま

せんし、私が１９日、月曜日ですね、県の松井様とファイザーの藤田様に電話させ

ていただいたのは私でございます。  

○議長（新澤良文君） はい、わかりました。じゃあ、ファイザーと県が記録間違い、

前田証人から電話あったやつを石尾と書いてしまったという記録間違いをされてる

ということ、承知しなければいけないということでございますね。じゃあ、再度お

伺いします。このファイザーあるいは県に対して、どのように伝えて、問題のない

薬液との回答を得たのか、お聞かせください。前田証人。  

○証人（前田 繁君） 県のほう、そしてファイザーも同じ経緯の、こんなこと、こ

ういうふうになってんけどもって報告したのが、保健センターのほうからリベルテ

ホールのほうにワクチンを移動させました。そのとき、約５分程度の近い距離でし

たので移動させたと。そして、続いて、リベルテホールの冷蔵庫がございます、そ

こに入れる際、マイナス１６度でございましたので、一旦冷凍室のほうが、ちょう

ど冷凍できる温度でございましたんで、冷凍室のほうに入れさせていただいたとい

う経過がございまして、その後、それは、冷凍室へ入れたらあかんの違うかという

ふうな御指摘をいただいたので、すぐさま３０分ぐらいで、すぐまたリベルテ戻り

まして、冷蔵庫に移し替えたといった、その流れを、口頭ではございますが、御説

明させていただいたことでございます。ただし、県のほうは、私のちょっと説明が

悪かったのかどうかわかりませんけども、ちょっと県では判断できへんということ

で、ファイザーへ問合せしろというふうな指導いただきましたんで、ファイザーの

ほう電話させていただいて、藤田さんのほうからそういった内容、温度の形でした

ら再冷凍にならないというふうな回答いただいたが、そのままの事実を説明させて

いただいたとおりでございます。  

○議長（新澤良文君） 証人はリベルテホールにワクチンを取りに行って、そして、

保冷ボックスにワクチンを入れた後、リベルテホールから、違う違う、保健センタ

ーからリベルテホールに出発するまでの使用時間、何分ぐらいかかったと御理解さ

れてますか。前田証人。 

○証人（前田 繁君） 大体１０分頃だったと思いますねんけど、この前もちょっと

お話しさせてもらいましたけども、注射器、シリンジや食塩水とかの数を入っとる

か、そういった数をずっと数えてのダブルチェックしとりましたんで、全部出来上

がってからの話を御説明させていただいたところでございます。その約２０分頃の

間でそういうようなやつが全部終わって出たと思いますけども、その説明につきま
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しては、そのときの説明の中には、いつ、その２０分のいつぐらいに入ったか、私

もワクチンが入ったかわかっておりませんので、その説明はしておりません。  

○議長（新澤良文君） だからね、質問が違えば、答えが違うというのは、その辺が

あって、やっぱり保冷ボックスに保管していた時間、なら、前田証人の先ほどの言

い分であるならば、保健センターにワクチンを取りに行ったと、保冷ボックスに入

れてすぐさまリベルテホールに、５分ぐらいですかね、使用時間、保健センターま

で、リベルテホールまで、早くて５分ぐらいだ、しかかかってないんだ。取りに行

ってすぐ入れてっていうことであれば、ああ、そういう判断にもなりかねへんかっ

たんかもしれんけども、証人の今のことで、証言の中で、そういうことじゃないじ

ゃないですか、ワクチンを取りに行って、保冷ボックスに入れて、すぐリベルテホ

ールに向かったわけでもなく、証人としては、いつ保冷ボックス入れたのかわかり

ませんけども、リベルテホール行ってから、保冷ボックス・・・、違う違う、保健

センターに行ってから出発するまでは約２０分ぐらい、３０分やっていう証言もあ

ったんですけど、保健師のほうでは、証人は２０分ぐらい所用時間があったんじゃ

ないか。それは２０足す５は２５っていう。というのは、その保健師たちの証言に

よりますと、行ってすぐ、先にワクチンを保冷ボックスに入れましたという証言を

みんな、ここは合って言っているんです。だから、証人の証言プラス５で２５分と

いうことになってますよね。単純に足し算したらですよ。保健師の中には３０分っ

ていう方もいらっしゃったんで、これはあれですよ、プロジェクトチームと仲の悪

かった保健師と違いますよ、濱坂保健師、藤原保健師の証言の中でもそういう証言

が出てきております。だから、そう考えたときに、あなたたちは町民の命を一番に

考えたときに、自分たちが欲しい答えをファイザーや県に求めるんではなしに、あ

りのままを説明して、それでファイザーや県に判断を仰ぐ、その答えがもしかした

ら、先ほど森下議員がおっしゃってましたけども、その答えがもしかしたら使うな

ということになったかもしれないけども、それはワクチンの廃棄と町民の命をはか

りにかけたときに、やはりそこは正直に起きたことをありのまま質問しないと、正

確な答えは返ってこないという判断には至らなかったんですか。前田証人。  

○証人（前田 繁君） 今御指摘いただきました、廃棄したくないとかという気持ち

はなくて、そのまま事実を御説明させてもらった、先ほど移動距離であり、また、

リベルテの温度であり、との説明をさせていただいて、そこで向こうで２０分、３

０分おったとかいうそこら辺の話はそこではさせてもらってなかったというとこら

辺はあると思いますねんけども、そこら辺で私の説明が不足しとった、悪かったん
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じゃないかなというふうに今となっては思いますねんけども、そのときには事実を

そのまま御説明させていただいて、そして、県のほうは判断できないということで

したんで、ファイザーのほうで話聞いたら、再冷凍に当たらないというお答えがい

ただいたのは確かでございましたんで、それを書面にして皆様にお配りさせていた

だいたといったことでございました。決して、住民さんの命を危機加えますような

ワクチンを使ってしようといった思いは一切ございませんでした。  

○議長（新澤良文君） 今振り返ってみますとね、自分の報告について、雑な報告や

と思いませんか。前田証人。  

○証人（前田 繁君） 今からいろいろな保健センター、保健師さんからのいろいろ

御指導等ご指摘の中で、私の説明がやはり不足しておった、趣旨がなかったといっ

た部分はもうそういうふうに思います。認識しとるところでございます。 

○議長（新澤良文君） 証人は今まで何度もこの証言台に立って証言していただいて

いるわけなんですけども、今までは、この件については覚えていませんと、記憶が

確かではございませんっていう証言をなさいました。これ、今回、記憶を思い起こ

していただいたということなんですけども、私が昨日、奈良県、県のほうにどうい

う話っていうことだと、裏づけを取ってきたということ、ファイザーに裏づけ取っ

てるっていうことも含めて、その辺も記憶を思い出す原因になったんですか。前田

証人。 

○証人（前田 繁君） いえ、そういったことがあるから記憶を戻したわけではなく

て、いろいろそのときの分を頭の中で整理させていただいて、時間は言うたなとか、

そうして向こうの注射のときの温度も言うたなとかいったとこら辺で、そやけど、

向こうでおったときの時間帯、どれぐらいで言うたか、向こうで滞在しとった時間

って、そういうのは説明してなかったように思うなとか、いろいろ考えた中で、私

はそのときの事実そのままをお話しさせてもらったというふうにそのときは思って

おりましたんですけど、説明が悪かったのかな、不足しとったかなというようなこ

とで、県の方も判断できへんと、ファイザーへ確認せえと言わはって、電話番号く

れはったんかなというふうに思ったりもしておるとこでございます。  

○議長（新澤良文君） ではね、証人は以前の証言で、このワクチンの取扱いについ

ては、マニュアルも読んでない、勉強もしていないっていうことを証言をされてい

ますが、この時点でもそういうことは当てはまるっていうことでよろしゅうござい

ますね。知識がなかった、ワクチンに対する取扱いの知識がなく判断されたという

ことでよろしゅうございますか。前田証人。  
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○証人（前田 繁君） 私は自分なりに勉強しておった部分もございますし、先ほど

のファイザーのコロナの取扱いの部分と思いますけど、そのときのその８ページか

９ページに書いてあったと思いましたけども、その関係だとか、ファイザーについ

て勉強させて、ワクチンの方法等勉強させていただいたところでございますけども、

県のマニュアル等につきましては、詳細についてまで勉強できてなかったというの

は認識しておりまして、何やまだまだ県の附属の研修であったり、ホームページを

見たりとかいう形では勉強はしておっても、まだまだ勉強不足だったなというふう

に認識しております。 

○議長（新澤良文君） このワクチンについては、専門職、ワクチンの知識もかなり

ある保健センターのほうから、再冷凍に当たるから、これは使わないでくださいっ

ていう指摘をされたにもかかわらず、自分たちがファイザーに雑な質問をして、使

ってもいいっていう判断をいただいたという報告を町長や奥村先生にしたから、こ

れ、２１日に町長や奥村先生が町民に接種をしてもいいという判断に至ったという

罪は重いと思うんですよ。ただ単に、いや、すみません、僕、口下手なんでそこま

で説明しなあかんとも思いませんでしたんで、あれは説明してますねんっていうこ

とで通じるようなことじゃないんですよ、証人。その辺はどう思われますか。前田

証人。 

○証人（前田 繁君） 今御指摘いただいたように、今でしたら、私も聞いた内容と

かいうのは雑なものだったんかなというふうに言われても致し方ない部分がござい

ます。私はそのときは事実をそのまま御説明させていただいた上でのお答えという

ふうに考えておりましたんで、それで安全を確認して使用させていただいたという

ふうに、そのときは私思っておりました。ただし、今となっては、色々、御指導い

ただく中で、そのときの私の説明が雑やったかなと、詳しい説明がさせてもらって

なかったなというのは、今となってはそういったことを思いますねんけども、その

ときにはそうした思いはございませんで、そのままを説明してお答えいただいたと、

安全というお答えいただいたというふうにそのときは思っております。ただ、何と

か使おうと思って聞いた、話を偽って聞いたというようなことはございませんで、

しっかりその事実を説明させていただいたというわけでございます。  

○議長（新澤良文君） あまりにもお粗末過ぎますよね。だから、判断が分かれると

ころであるのは、ワクチンを運ぶに至った保冷ボックスの中に何分あったかってい

うこと。そして、もう一つはデータロガーでございます。県のほうは、データロガ

ーをつけて、５分以内に運んだと言うてこられたんでっていうようなことはおっし
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ゃってますけども、データロガーはつけていなかったということでございますけど

も、それは、データロガーはつけたっていう勘違いをされたのか、どうしてそうい

う聞き方になったんですか。前田証人。  

○証人（前田 繁君） すみません、私、移動のときに、前にちょっとお伺いあった

と思いますけど、データロガーをつけて、温度の管理をしながら運ぶという、その

とき認識がございませんでしたんで、私が県の方にデータロガーを入れて、バック

も入れて、保冷剤も入れて運びました、ちゅうふうなことはちょっとよう説明はよ

うしませんでしたけれども、向こうさんがもしかしたら、県の方がもしかしたらそ

ういった説明の中で、私、データロガーというのが、リベルテホールに設置してお

りますデータロガーのことと間違っておった部分もあったのかなと。それと、そこ

ら辺でやはり詳しい説明ができなくて、県の方はお答えもくれなかったのかなとい

うふうに、今となって思うとこでございまして、そういったところで、私、勉強不

足であったといった部分は否めないというふうに思っております。  

○議長（新澤良文君） 悪気がなかったとかね、説明不足っていうのは、本当に責任

のある立場のもんとしては許されることではないんですよね。これをして、町民に

健康被害が起こる可能性のある再冷凍ワクチンを接種してしまったと。何度も何度

もこれ、考え直すようなチャンスはあったと思うんですよ。自分たちがファイザー

や県に問い合わせた、答えと違う答えが、保健センターが問い合わせた回答で返っ

てきている。その保健センターはファイザーや県に問い合わせた。また、保健セン

ターは厚生労働省にも問い合わせしてるんですけども、こんな結果について全く違

う判断、保健センターは使うなっていう判断を受けたということだったんですけど

ね。それを聞いたときに、何も思いませんでしたか。前田証人。  

○証人（前田 繁君） 私は、その場では、誤った、偽った説明をして答えられたと

いうような認識がございませんで、そのままの事実をそのまま御説明させてもうた

上での、大方ファイザーだけでしてんけども、大体のファイザーだけでしたけど、

ファイザーからのお答えでございましたんで、それは私の答えは、自分自身は間違

いないといった、そのときの思いでございました。今となってはその。 

○議長（新澤良文君） いやいやいや、今となってはどうでもええねん。要は、保健

センターも問い合わせて、真逆の回答が返ってきてるんです。それは、保健センタ

ーは使うなという指示を受けてます。あなたは、問題ない、使ってもいいというよ

うな指示を受けてます。だから、保健センターはこのワクチンを使うなという指示

を受けてるっていうことを聞いて、その日に、この保健センターの人たちは専門職
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でございます、そういうことも加味しながら考えたときに、不安な思いにならなか

ったのか、もう少しきちんと調べてみようっていう気にならなかったのか、町民に

接種するときにですよ、そういう気にならなかったのかということをお尋ねしてる

んです。前田証人。 

○証人（前田 繁君） 何度もすみません。そのとき、私、そのままの事実の説明さ

せていただいて、いただいた答えでございますんで、それを御報告させていただい

たといったとこら辺で、最終的にそれを使うていこうというふうに御判断いただい

て、事前に整理して。 

○議長（新澤良文君） いやいやいや、ちょっと待って。質問と答えが違うんよ。あ

んたの得意技や、それ。ファイザーのそういう答えだったのかもしれんけど。あの

ね、僕が質問してんのは、保健センターは違う回答になってるんです。それを、町

民にワクチンを接種する前に、保健センターは違う回答得て、このワクチンは使う

なっていう指示を受けてるっていうことは承知しとったでしょう。これがさっきの、

お伺いします。前田証人。  

○証人（前田 繁君） １８日の日は、まだ安全確認取れてないということで。 

○議長（新澤良文君） いや、１８日じゃなしに、１９日以降の話してるんです。前

田証人。 

○証人（前田 繁君） 前日の１８日の日に、その日の朝からワクチン取りに行った

ときに、所長から、もうあれは使うては駄目よといった話を聞かせていただいてお

りますんで、その時点で御指摘いただいとる内容というのは理解をしておりました。

次の日に私が確認したときには、そういったことで大丈夫というような話の中で、

私も上司のほうに御報告させていたところでございまして、最終的に使うというふ

うな判断を。 

○議長（新澤良文君） いや、ちょっと待って、だから、一つ飛ばしてるんよ。僕が

言うてるのは、１８日には使うなっていうことを、使ったら駄目や、使わんほうが

ええっていう保健センターの意見があった。よく聞いてくださいよ。で、１９日で

す。１９日にあなたは県、このワクチン使えますかという問合せをした。じゃあ、

県は判断しかねるからファイザーに問い合わせてくれっていうことで、ファイザー

のほうからは使ってもええっていう判断をされた、という答えを得たっていうこと

で、それを頻りに先ほどから同じことを言われてるわけなんですけども、僕が言う

てるのは、その後に、午後からですよ、保健センターが、県、ファイザー、厚生労

働省に問合せをして、このワクチンは再冷凍に当たるので使わないでくださいって
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いう回答は出てます。これは保健センターのほうから上司のほうに進言したという

ことでございますんで、その情報はプロジェクトチームの中でも共有されてると思

うんですけども、保健センターが同じところに質問しても、違う答えが返ってきて

るっていうことにおいて、何と思われましたかっていうことを尋ねているんです。

はい。 

○証人（前田 繁君） どうもすみません、１８日はそうやって御指摘いただいたの

は確かにございまして、次の日、１９日に私が調べて御報告をさせてもらった。そ

して、一方は決裁、今、お手元にあります決裁でございますが、２０日の日でござ

いますかね、県の御報告があって、もう使うたらあかんよというような話と両方の

意見があったというところのことを議長おっしゃってる思いますけども、私はその

ときマニュアルと思って確認させてもらった分を書面にして、皆様に配付させてい

ただいたといったところでございまして、最終使う、使わへんといった判断を。 

○議長（新澤良文君） もうええ。あのね、１９日、松本は４時５０分に報告に行っ

ております。同席者、副町長、参事、総務課長、石尾リーダー、前田サブリーダー、

松本、この６人でこのワクチンについて違う回答が出てるということは説明されて

ます。証人もこの席に同席してます。だから、僕が聞いてるのは、あなたの判断が

正しかったっていうこと、なぜって聞いてるわけじゃなしに、保健センターと証人

が同じところに問い合わせしているのに答えが違うことに対して、保健センターの

ほうはワクチン接種等々、今までインフルエンザも含めて、そういう専門職でござ

います。ましてや、この保健センターの所長というのはワクチンの管理者でもある

わけで、この保健センターの職員の松本のほうから、このワクチンは再冷凍に当た

るんで使わないでくださいっていうような話をこの４時５０分にされてるわけなん

ですけども、そのときにサブリーダーのあなたも一緒に入ってるわけなんですけど

ね。それを聞いたときに不安に思わなかったのかと、向こうのほうが専門職であっ

て、あなたは無知じゃないですか、無知っていったら言葉悪いけども、あなたは知

識が少ないじゃないですか。向こうは医療従事者でもあって、資格も持っておられ

て、そして、今までそういう予防接種等々のいろんな部分で専門職であって、そう

いう方が問い合わせて違う答え返ってきてるんですよ。それを聞いたときに不安に

思わなかったんかということを単純に聞いてるんですよ。前田証人。 

○証人（前田 繁君） 私、そのときは、先ほど申し上げましたように、自分の事実

そのまま御説明させてもらったような答えでございましたんで、私間違いないと思

いまして、不安にはそのときは思いませんでした。  
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○議長（新澤良文君） あまりにも無責任やろ、それやったら。無責任やと思います

よ。あなたのその雑な質問の回答、その判断を受けて、奥村先生も、また町長もゴ

ーサインを出したんですよ、こんな雑な質問で。そして、ストップかけられてるじ

ゃないですか、保健師から。なぜ、そこで聞く耳持たなかったんですか。前田証人。 

○証人（前田 繁君） 私、自分のやりました、ちょっと雑な、今となっては雑な質

問と取られるかわかりませんねんけども、事実をそのままご説明させていただいて、

上司に御報告させていただいたというところでございまして、それを使う使わない

っていうところにつきましては、御判断、一方ではそれを使う、危ないといったお

話がある中で御判断いただいたのかなというふうに認識しております。  

○議長（新澤良文君） じゃあ、荒っぽい言い方すると、あなたは事実関係をきちん

と報告して、ファイザーから使ってもいいという判断を受けたんで、それを報告し

たと。一方では、保健センターからも問合せがあって、問合せをして、これを使う

なという判断を保健センターは進言されたと。そのどっちの判断を採用するかは、

町長なり奥村先生の判断で、私は関係ないですって言うてるんですか。前田証人。 

○証人（前田 繁君） 私関係ないと・・・、関係者と、もちろんサブリーダーでご

ざいまして、当時の接種にも従事しておりましたんで、関係ないということは申し

ませんが、私はそのときはちゃんと事実そのまま説明させてもろうたと思った説明

が、今、議長から御指摘のとおり、雑な説明だったというふうに言われても致し方

ない、知識がなかったのかなというふうな形で、私の説明が大変まずくて、県から

もお答えいただけなかったのかなというふうに、そして、ファイザーへ問い合わせ

と言われたのは、その形の中で最終的にはファイザーでお答えいただけたのは、そ

ういうような流れになったのかなということで、私の説明が雑だったのかなという

ふうに思うところもございます。  

○議長（新澤良文君） それでは、リベルテホールの冷蔵庫の温度管理についてお尋

ねします。データロガーはいつまで記録していたんですか。いつから外したんです

か。それは誰の指示でそうされたんですか。前田証人。  

○証人（前田 繁君） 誰の指示でのとこら辺で、１６日の昼過ぎぐらい、２時ぐら

いまではついとったというような話はちょっと聞いております。  

○議長（新澤良文君） これは江口証人が、江口君が外したということは自分で証言

されているんですけども、自分の判断でということでおっしゃってましたけども。

ちなみに、この御所市が家庭用冷蔵庫に棒の温度計、アナログ的なやつですね、を

使って温度管理してるって、御所市もこういう形で管理してるんで、ワクチンを管



 

－１０１－ 

理してるんで大丈夫やというのは、どこから出てきて、誰から出てきた発想という

か、情報あったんですか。前田証人。  

○証人（前田 繁君） 私、その他市町村の冷蔵方法等も全然知りませんし、また、

そこら辺をちょっと聞いたこともございません。話したこともございません。以上

です。 

○議長（新澤良文君） 議事録を遡って全協から議事録を全て出したら、発言内容は

全部明らかになってくるわけで、もうそのときは仕方がないなと思いますけども、

御所市のほうはちゃんとデータロガーを入れて保管されております。これも御所市

の議運の委員長、副市長に聞き取りして、反対に、うちは高取町と違うわって怒ら

れましたけども、そういうことでございますんで、この家庭用冷蔵庫はね、家庭用

冷蔵庫でワクチンを保存、保管するっていうことにおいて、棒状の温度計で管理し

とったということですけども、この棒の温度計で２４時間、家庭用冷蔵庫の温度を

管理、２度から８度というのは管理できるんですか。前田証人。  

○証人（前田 繁君） 冷蔵庫でございますんで、２４時間を管理すると、棒の温度

計で管理するというのは難しいというふうに思います。 

○議長（新澤良文君） これ、ファイザーから２度から８度、これは２４時間管理す

るようにって指示が出てます。温度管理は絶対だということ、御所市もその辺は本

当に気をつけながらやってるみたいです、家庭用冷蔵庫については、本当にデータ

ロガーで温度を測りながら外の室温等々をあれしながらやってるということはおっ

しゃってましたけども、何でうちはそんな雑なんですか。そんな、夜中の間に何度

になってるかわからないじゃないですか。棒の温度計、冷蔵庫を開けたときに２度

から８度っていう証明がないじゃないですか。どうやってこの棒の温度計で何を管

理できるんですか。データロガーっていうのは、温度の記憶を残す機械でございま

すんで、１分間に、今、冷蔵庫の中の温度が何度かっていうことが記録として残る

もんというのは、証人も承知されてますよね。はい。  

○証人（前田 繁君） はい、おっしゃるとおりです。  

○議長（新澤良文君） であるならば、このデータロガーを使わないで、家庭用冷蔵

庫でどうやって温度管理ができるんですか。町民にきちんとした安全なワクチンを

接種できるということが何で言い切れるんですか。前田証人。  

○証人（前田 繁君） 今回進めるに当たりまして、保存するための冷蔵庫を新品で

買っていただきまして、設置をしていただきました。ですので、その冷蔵庫の機能

というものは古いリース品ではなくて、新しい新品でございますので、その機能に
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ついて、棒の温度計が入っておりましたけども、それで確認、開けるたびにそれを

確認するといったところで対応していただいていたというふうに聞いております。  

○議長（新澤良文君） じゃあ、開ける度に温度を測っとったときの記録は残ってる

んですか。前田証人。 

○証人（前田 繁君） 記録としては残っておりません。  

○議長（新澤良文君） じゃあ、何を信じて、記録も残さずに、何を信じて何をあれ

するんですか、こんな隠蔽してきたような人らが。あんたら、町民の命、何やと考

えてる。雑過ぎひんか。前田さんよ、これちょっとあんまりやで。前田証人。  

○証人（前田 繁君） 今、議長おっしゃるとおりでございまして、私もちょっと認

識が悪かったと思いますけど、２４時間全部ずっと関知できるような形で取ってみ

ないといけないといったとこら辺で、棒の温度計で、それでワクチンを使用して、

夜の間、もしかしたらちょっと下がっとった部分もあるかもわからんというとこら

辺で、雑と言われても致し方ない部分もあるかなというふうに思います。  

○議長（新澤良文君） このね、ファイザーや厚生労働省の求めているのは単純でご

ざいます。２度から８度、冷蔵は２度から８度で温度管理してください。冷凍の場

合はマイナス９０度から６０度っていう、単純明快。だから、新しい冷蔵庫で機能

がどうやろかとか、そんなんどうでもええ話で、古い冷蔵庫であろうがどんな冷蔵

庫であろうが、２度から８度っていう温度を保てたらいいんです。そして、一番大

事なのは、これはデータでございます。きちんとそのデータというものが確証があ

るのかという、これが一番大事やって聞いております。証人の話聞いておりますと、

棒の温度計は入れておったと。その棒の温度計入れとったということだけど、この

新しい冷蔵庫は温度設定はできたんですか。前田証人。  

○証人（前田 繁君） 冷蔵庫入ってから、一番初め安定しなくて、そして、温度を

やはり安定さすのに大体、小ちゅうか、中、弱とかいうふうな温度設定ございます

ので、そこで一番温度でっていうとこら辺で、冷蔵庫の温度設定が３度から５度で

ございますので、その温度設定に合わせたといったところでございます。  

○議長（新澤良文君） 今、冷蔵庫買ったときは温度が安定しなかったということ、

ちょっとしばらくごめんなさい。ちょっと時間長引いておりますけども、大事なと

ころですんで、このまま前田証人の尋問を続けさせていただいてもよろしゅうござ

いますか。 

          〔「異議なし」の声起こる〕  

○議長（新澤良文君） 前田証人、この温度が、冷蔵庫買ってきたときは温度が安定
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してなかったと今おっしゃいましたね。温度が安定してない冷蔵庫の購入した日に

ちはいつですか。前田証人。 

○証人（前田 繁君） 前回もちょっとお話しさせてもろうたと思いましたけども、

１５日の日にリベルテホールに業者さんが入れていただいたというふうに思ってお

ります。 

○議長（新澤良文君） はい、では、１５日の日に持って帰ったら、温度が安定して

なかったということでよろしゅうございますか。はい。  

○証人（前田 繁君） 初め、やはり電気を差したいっきでございますんで、そこら

辺が安定してなかったかなというふうに私は認識しておりましたねんけども、その

後は安定して、冷蔵庫が安定したというふうに私は認識しておりました。  

○議長（新澤良文君） 安定は何で証明できるんですか。前田証人。  

○証人（前田 繁君） この棒の温度計でございますが、２４時間の異常はございま

せん。 

○議長（新澤良文君） 棒の温度計でもいいんですけども、その記録も残してないっ

ていうことなんでしょう。例えば写真でもいいし、最悪書いたものでも仕方がない

と思うんやけども、そういう記録も残してないんでしょう、何も証明できないでし

ょう。前田証人。 

○証人（前田 繁君） 記録を残しているというのを聞いたことございません。以上

です。 

○議長（新澤良文君） 何て、聞いたことが・・・。前田証人。 

○証人（前田 繁君） 記録というのは見たことがございませんので、記してなかっ

たのかなというふうに思います。  

○議長（新澤良文君） じゃあ、何をして安定してるっていう判断、何を基準に判断

された、たまたま３度、２度から８度の間であったっていうだけかもしれないじゃ

ないですか。前田証人。 

○証人（前田 繁君） 議長おっしゃるとおりでございますねんけども、薬液充填室

に置いてございますんで、保健師さんであったり看護師さんであったり、その従事

者の方が冷蔵庫開ける度に見ていただいとったというふうに聞いております。  

○議長（新澤良文君） １５日に買ってきて、安定してなかった冷蔵庫を、そして１

６日、例の事案でございます。買ってきた次の日にこのワクチンを運んでいって、

この安定していない冷蔵庫の冷凍庫に入れて、安定したか、してないかが確証も取

れない冷蔵庫で保存した。７月１５日に買ってきた冷蔵庫って言われたね、だから、
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ワクチン運んだのは７月１６日やから。時系列からしたらそうなりますね。それで

よろしゅうございますか。前田証人。  

○証人（前田 繁君） はい、私が覚えているのは、確か１５日に入りまして、翌日、

１６日がシミュレーションした後にワクチンを事前の準備に行かせていただいた。

保健師さんとともに事前の準備に行かせていただいた、というふうに記憶しており

ます。 

○議長（新澤良文君） だから、７月１６日のこのワクチンの再冷凍や云々やってい

う、今、疑義のある問題ですけども、そもそもの冷蔵庫というのは、前の日に買っ

て、前の日までは温度は安定してなかった冷蔵庫に放り込んだっていうことでよろ

しゅうございますね。前田証人。  

○証人（前田 繁君） 議長おっしゃるとおりです。前の日までにつけた機器、設置

した機器ですんで安定してなかったというふうに思います。 

○議長（新澤良文君） その分も次の日もきちんとした記録は取っておらず、今さっ

きおっしゃったのは、大中小でしたっけ、大中小の、小に合わせたんですか、大に

合わせたんですか。はい。  

○証人（前田 繁君） 強中弱でございます。 

○議長（新澤良文君） 強中弱か。 

○証人（前田 繁君） 中のちょっと下あたりっていう形で、私、設定していただい

たというふうに記憶しております。  

○議長（新澤良文君） 中の中でも何段階かあるんですね。その中の何段階かしたん

が２度から８度っていうところに当たるんですか。はい。  

○証人（前田 繁君） それがその、目盛りとして上がってなくて、中と弱のちょっ

と中に近いぐらいのとこら辺に合わせていただいて、ちょうどそのぐらいの温度に

なったというふうに聞いております。  

○議長（新澤良文君） ちょっと、ええ加減にしてくれやって感じですよ。じゃあ、

次行きます、取りあえず。証拠書類として提出された情報提供シートとファイザー

社のワクチン取扱い資料を基にお伺いいたします。情報提供シートには、移送温度

などにチェックされており、また、石尾リーダーのサインもありますが、内容につ

いて、前田サブリーダーは確認されたことはございますか。前田証人。  

○証人（前田 繁君） 私も地域交流スペースのほうから、何度かワクチンを朝早く

預かりに行かせてもろうたときもございます。ですので、そのときには何本出てま

すよというような、何本今日入ってますという形で、保健師さんのほうが・・・御
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用意していただいて、もうバッグにも全部入れていただいたときに、横に紙も置い

ていただいたとこで、ちょっと回数覚えてませんけれど、私のとこの名前書かせて

いただいて、本数確認していただいたと、確認させていただいたといったことで、

そのまますぐに交流スペースのほうに走るといったことでございます。ですんで、

朝のちょっとばたばたしとるときでございます。細かい字をたくさん書いてある部

分もございますねんけども、それにつきましては、ここのほうで全部やっていただ

いておりますんで、名前を書くといったとき、私、一度ぐらいはさせていただいた、

一度、二度させていただいたような記憶ございます。  

○議長（新澤良文君） ちょっと待って。証人、ちょっと後ろ向いてくれる。  

○証人（前田 繁君） はい。 

○議長（新澤良文君） 細かい字って、２度から８度、マイナス６０度から１５度と、

このチェックしてるだけのことよ。俺言うてんのここよ、温度のこと言うてんや。

この字、下の字のこと言うてないよ。この温度のこと言うてるんよ。本数だけと違

うて、温度も確認してますかっていうこと言うてる。前田証人。  

○証人（前田 繁君） 名前書かせていただいて、本数確認させていただいてといっ

た作業で、すぐに走るといった作業でございまして、その他いろいろ温度とか細か

いところが本来全部チェックせなあかんかわかりませんけど、そのときは私見えて

おりませんでした。 

○議長（新澤良文君） ちょっと暫時休憩。 

          午後 ５時０８分 休憩 

          午後 ５時１３分 再開 

                                     

○議長（新澤良文君） 再開します。 

  これも見てないということですね。はい。  

○証人（前田 繁君） 大変申し訳ございません。署名をして、そして、本数数えま

す。本数のほうも見ますけど、あと細かい部分につきましては、事実、ごめんなさ

い、見ておりませんでした。  

○議長（新澤良文君） あまりにも雑になって、また、違うことも心配の種が増えた

から、ちょっと一つお伺いしますけども、これ、例えばいくせいの人分のワクチン

を取りに行ったときに、まず、保冷バッグにはいつの時点で入れるんですか。先に

保冷バッグにワクチンを入れて、注射器を数えるものなのか、その所要時間とかは

どれぐらいかかるんですか。正直に言うてな。前田証人。  
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○証人（前田 繁君） 朝行きますと、保健師さんのほうが保冷バッグを御用意して

いただいておりまして、保冷剤のほうを冷蔵庫から取りに行っていただいて、そし

て、ワクチンのほう、鉄のアルミというか、鉄の箱がございまして、そこに超低温

の冷凍からその日使うバイアル数を入れていただいて、そして、そのときに保健師

さんと今日は何本っていうとこら辺の本数、確認させていただいて、それでそれ確

認できたら、箱の蓋を閉めて、そしてサインだけお渡ししてすぐ走るといった形で、

流れでございます。 

○議長（新澤良文君） 注射器は。 

○証人（前田 繁君） はい、注射器も箱、段ボールの箱に全てセットして入れてい

ただいとるといった形でございました。  

○議長（新澤良文君） 本数確認してないんですか。  

○証人（前田 繁君） そのときの本数確認させていただいていきますねんけども、

いつも向こうさんが、保健センターさんがいつも数えて入れていただいておりまし

て、ちょっと後ほどはもう自分で数えて持って帰るようないうふうな指示がござい

ましたんで、私も何に針が何ぼ要るとかそういうのがわかりませんので、保健師さ

ん行っていただいて、数えていただいて持って帰るといった作業を、事前にまた、

事前に運ぶといった作業もございますし。  

○議長（新澤良文君） じゃあ、また、ワクチンを保冷ボックスの中に入れてから、

たかとりクリニックまでの移動時間も含めて、どれぐらい時間かかるか。前田証人。  

○証人（前田 繁君） 交流センターは毎朝、朝夕、土日はしていただいております。

１０分程度の、５分か１０分の間ぐらいで、交流センターのほうに着きます。以上

です。 

○議長（新澤良文君） いや、５分や１０分やっていうのは好きなあれやけども、い

や、僕が聞いているのは所要時間。保冷バッグの中に入れて、それから、注射器

等々もまた数えるっていうことですんで、せやから、その保冷ボックスの中入れて、

いろんな準備をしてから、その保冷バッグの中入れて、いろんな準備をして出発す

るまでの時間、どれぐらいかかるんですか。前田証人。  

○証人（前田 繁君） 朝一、取りに行かせていただいたときには、もう全て御用意

していただいておりましたんで、１０分ないし１５分ぐらいの間にはもう全て揃え

てくれてましたんで、それですぐ走らせていただくというような形で御準備のほう

していただいておりました。ですので、大体１０分ぐらいかなというふうに思った

りもします。 
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○議長（新澤良文君） １０分で、移動時間が１０分で、２０分ということですね。

せやけど、さっき話しされてましたけども、初めのほうは注射器というのは用意し

ていただいてたけども、途中から自分らで用意するようになったという話をされま

したよね。自分たちで用意するようになったということは、時間、大方長くなった

んじゃないですか。前田証人。  

○証人（前田 繁君） 先ほど私、自分らで数えとったときもあったと、ダブルチェ

ックで数えてましたということがあったんやと思いますねんけども、大体その７月

の１６日のとき、運ぶときにはちょっと保健センターもお忙しくて、ちゃんと数え

てくださいよというとこら辺で、お昼の時間でございました、また、ちょっと急遽。 

○議長（新澤良文君） はい、わかりました、はい。それらも間違いなく、今度は冷

蔵、たかとりクリニックのほうは医療用の冷蔵庫があって、医療用の冷蔵庫に冷蔵

で保存してるということで間違いないですね。前田証人。  

○証人（前田 繁君） その日に使う分を朝に取りに行かせてもろうてますので、そ

れで向こうで常温で溶かして、そして、使えるといったところでございまして、残

りというか、朝から昼からで分けて冷蔵しとったか、ちょっとそこら辺はあれです

けども、常温で融解させて使用していただいてたというふうに記憶しております。  

○議長（新澤良文君） 私のほうから最後に、ファイザー社の取扱い資料の１６ペー

ジに冷蔵、あるんですけども、この１６ページのほうを見ると、冷蔵はしないでく

ださい、再冷凍しないでくださいっていうふうに書いてあるんですけども、これも

証人にいくら聞いても議論はかみ合わないと思うんで、私のほうからはこの辺であ

れしますけど、誰かほかの議員さん、前田証人について、質問のある方はお受けい

たします。西川議員。 

○２番（西川侑壱君） すみません、前田証人に聞かせていただきたいと思います。  

  ８月１日のシールが２枚紛失した、注射器が２本余った、何度も言われるとこな

んですけど、これに関して、ちょっと御質問させていただきたいんですが、先ほど

二度打ちの可能性があるというふうに証言されてましたが、その日６４８人予約が

あって、６４６本の注射器使って２人余って、注射器も２本余って、６４８枚の接

種済みシールがなくなったっていう認識なんですけど、これどういう論理で二度打

ちっていうふうに考えられているのかっていうのを教えていただきたいなと思いま

す。 

○議長（新澤良文君） 前田証人。 

○証人（前田 繁君） すみません、私、一番初めのときにちょっとお話もさせても
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ろうたと思いますねんけども、私もそのシールが最終的にずっとチェックしながら

進めてきて、２枚、こういった最後ちょっとそのシール、廃棄分を使うたりってし

てましたけど、最後、シールが２枚なくて、２本注射器使えなかったというふうな、

そのときはそういうふうな判断をしておったんですけども、いろいろなやっぱり、

１００％そうなのかと言われますと、可能性として否定できない部分というのはあ

ると思いまして、二度打ち、要するにここで言うたら、元々から２本余るというこ

とが、ちょっと７月の１１日とはちょっとパターンというか、内容違うと思います

ねんけども、もしかしたら２本、午後の２診において、２人の方にもしかしたら二

度打ちを２回してしもうたから２本残ったんやないかというふうな、これは、私は、

シール２枚残ったというふうにそのとき判断して、間違いないと思っておったもん

でございましたけど、今から１％、それはないんか、と言われたときには、それは

なかなか言い切れないなという部分がございましたんで、そういった可能性もある

といった部分の発言でございます。  

○議長（新澤良文君） 西川議員。 

○２番（西川侑壱君） 予診票の数６４６枚あったんですよね。ちょっと僕も可能性

っていうとこで考えてて、先ほど議長のほうから、保健師がゼロ％とは言い切れま

せんっていうところがあって、僕も保健師に実は確認させていただいたんですけど、

その保健師はちゃんと論理立てて、何で二度打ちがあったかもしれん。ゼロ％って

言い切れないかっていうことをちゃんと話ししてくれはったんですけど、そこのと

ころがちゃんと整理できてるかできてないかやと思ってて、そこを今の証言とかい

ろいろ聞いてると、こんな言い方ちょっと議長に申し訳ないところもあるんですけ

ども、議長の言うとおりにそのまま言っとけばそのうち済んでいくみたいな空気を

ちょっと感じるところが僕自身そうなってて。  

○議長（新澤良文君） ええ、ごっつい、ごっつい感じ方やな。 

○２番（西川侑壱君） て、僕は思ってて。 

○議長（新澤良文君） すごいな。 

○２番（西川侑壱君） だから、そういう部分がスタートのところで僕は問題なんか

なっていうのは思ってて。  

○議長（新澤良文君） 俺、済ますことないよ。  

○２番（西川侑壱君） 事なかれ主義というかね。  

○議長（新澤良文君） 済ますことない、俺、刑事告発するつもりやもん。済まさへ

んよ、俺は。 



 

－１０９－ 

○２番（西川侑壱君） 事なかれ主義というか、やっぱり責任持ってちゃんと論理立

てて、何でこういうことが起こってるんやっていうところをもうちょっとやっぱり

責任持ってやっていかなあかんっていうふうに僕はちょっと答弁聞いてて思います。

すみません。それだけちょっと確認させていただけたら。  

○議長（新澤良文君） えらい失礼なこと言われたんやけども。  

○２番（西川侑壱君） すみません、申し訳ないです。  

○議長（新澤良文君） 俺、厳しく追及してるつもりでおるんやけども、何か事なか

れ主義的なことっていうことですんで、もっと厳しくいくわ、これから、前田証人。 

  それで、前田証人、西川議員も言うてるけども、これ、疑義のあることに関して、

行政、我々議員っていうのは、１００％って言えないことに対しては、これちゃん

としとかなあかんっていう思いがあって、だから、ちゃんとせえって言うてるわけ

であって、二度打ちなんかどうなんか、二度打ちの可能性はどうなんかっていうの

は、荒っぽい言い方させてもらうとどうでもええ話で、これは結果じゃなしに過程

の問題。過程の中でやっぱりびしっとした形で、６４６人予約が入って、６４６人

の方が接種されて、接種済みシールは６４６枚、ぴしっとなくなる、こういう形で

あれば正常、こういう当たり前の形であって、これ以外のイレギュラーな形、例え

ば今、これ、８月１日の事案の中で出てるのは、接種済みシールが２枚足らなかっ

た、これイレギュラーな形っていうのは疑義があることやから、行政としてできる

ことは全てやれっていうことで、何も事なかれ主義で、なあなあの質問してるわけ

じゃないんで、誤解がないように。  

○２番（西川侑壱君） ちょっと誤解ないように、質問のほうはそんなこと思っては

ないです。 

○議長（新澤良文君） 何に対して感じてたの、回答のこと言ってるの。  

○２番（西川侑壱君） 回答のほうです。 

○議長（新澤良文君） ほかに、誰かいらっしゃいますか。谷本議員。 

○３番（谷本吉巳君） もう一度確認しておきたいんですけれども、前田証人におか

れては、７月１９日に県とファイザーに問合せをされました。それについては、３

日前の７月１６日の記憶をたどって、記憶に基づいて質問されたということで、そ

の質問内容については、石尾課長並びに濱坂保健師、藤原保健師も確認せずに御自

身の記憶に基づいて質問されて、それについても、こういう内容で質問してよろし

いかといった伺いはないですよね。それと、回答だけを町長まで決裁取られてると

いうことでよろしいですか。  
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○議長（新澤良文君） 前田証人。 

○証人（前田 繁君） 最後の質問でございます。回答だけの決裁つくったわけでは

なくて、回答を文書にいたしまして、関係者にファックスしたり、皆様のコピーを

焼いてお渡ししたりといった形で情報共有させていただいたというところでござい

ます。 

○議長（新澤良文君） 谷本議員。 

○３番（谷本吉巳君） 何か質問は、何も決裁取られてないですよね。 

○議長（新澤良文君） 前田証人。 

○証人（前田 繁君） 決裁までは至っておりません。情報共有まででございます。  

○議長（新澤良文君） もっと理論立てた説明しやんか、理論立った。ほかに、新澤

議員。 

○８番（新澤明美君） 前田証人はお答えできないのかなと思いますが、これちょっ

と調べていただきたいなと、議長にもお願いをしたいんですが、先ほどから議長が

棒の温度計で温度管理できないと、私も当然そう思うんですね。思うのに、この前

からの証言聞きますと、濱坂さんとか、それから松本さんも江口君も、所長から棒

の温度計、使えへんのやったら、データロガーが使えないのやったら棒の温度計を

使ったら大丈夫だよという指示を受けたという証言あるんですけど、どうしてそう

いう、どっかそういう指示が、厚生労働省から出てたのか。  

○議長（新澤良文君） 出てません。 

○８番（新澤明美君） そこら辺がちょっとね、なぜそういうことになってしまった

のか、そこら辺がよくわからないんで、そこをきちっと処理してほしいなという思

いが、そこら辺、大事な温度管理っていう部分では大事なことなんでしてほしいな

と思ってんですが、その点について、具体的にどういう根拠があって温度計を使っ

たらいいというふうに、何か聞いておりますか、前田証人は。  

○議長（新澤良文君） 前田証人。 

○証人（前田 繁君） 私は直接聞いたわけではございませんで、冷蔵庫の中に棒の

温度計で管理していただいているということを、冷蔵庫開けたときにわかりまして、

認識しておりました。直接は聞いておりません。  

○議長（新澤良文君） 新澤議員。 

○８番（新澤明美君） 所長から直接その点については聞いてませんから、ちょっと

別の証人だけが話でこの話がちょっと進んでますから、実際、その辺がどういうこ

とだったんかなというのは、ちょっといろいろ質問をされる中で、ワクチンの温度
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管理という一つの点からちょっと解明もしておかなくてはいけないのかなという思

いがありますんで、よろしくお願いします。  

○議長（新澤良文君） 僕の知識の中で、頭悪いんで、知識が少ないかもしれないで

すけど、僕の調べた知識の中でいいですか。  

○８番（新澤明美君） はい。 

○議長（新澤良文君） ちょっとお答えさせていただきます。  

  ワクチンの管理は絶対でございます、２度から８度。だから、棒の温度計で温度

を測れるはずがございません。棒の温度計で温度を測ろうとするんであれば、例え

ば冷蔵庫の中にカメラ、ビデオカメラを設置しといて、温度計を照らしておいて、

それを録画を記録で残しておくしかないと思いますね。それ以外は棒の温度計の温

度を２４時間っていうのは絶対無理でございます。前田証人は器用なんで、中のち

ょっと下ぐらいであったらばできるっていうことをおっしゃいますけども、僕ちょ

っと調べたところによりますと、冷蔵庫というのは、先ほど申しましたけども、室

温、天候、人の出入り、そして昼夜っていうことで、前後に大きくするというのが、

特にそれから開け閉めでかなり温度の前後するということがわかっておりますんで、

棒の温度計じゃなしに、データロガーっていう形で温度を残すっていうのは通常の

やり方だと、僕はそういうふうに認識しております。新澤議員。  

○８番（新澤明美君） 一つの方法として、そうなのかなと思うんでね、私も。なぜ、

きちんと温度管理ができない棒の温度計を使ったらいいという指示を所長がされた

のかというのがとても疑問に思うんでね。その辺をはっきりさせといたほうがいい

かなと思って。 

○議長（新澤良文君） ちょっといいですか、録画、残ってしまうんで、申し上げま

すけども、所長はそれを判断したとは申してません。これも片っ方の言い分であっ

て、やはりこういうのって両方の意見を聞いてちゃんと調べないと、今みたいに、

新澤議員みたいに、所長、そういう判断したんやっていうこと、僕も所長からも聞

き取りしてますんで、私は言うてませんと言うてます。これは先に申し上げておき

ます。新澤議員。 

○８番（新澤明美君） 私もそう思います。そういう意味で、所長が１回目の聞き取

りだけで、今ちょっとお休みになられているかのようにも聞いたんですが、そうい

う意味で、一方的な証言だけで終わらせておくのはちょっとまずいなという思いで、

とても疑問を感じて、そちらから、議長からいろいろこちらへ質問してもわからな

いわけでして。 
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○議長（新澤良文君） 僕、所長の名前、「所」の字も言うてないです。  

○８番（新澤明美君） いや、だからね、所長さんがどういうふうに指示してきたの

か、指示してないのとかは、うちらは全然聞いてないからね、わからないですから、

そういう意味で、そこのところははっきりしておかなくちゃいけないなと思ったん

です。 

○議長（新澤良文君） 僕もそれを質問してるんですけども、誰の指示やったんです

かっていうても、あやふやな答えしか返ってきてないんです。  

○８番（新澤明美君） そうですやろ。だからね、私は別にそのことで犯人捜しをし

ようという思いじゃないんです。そこら辺のやはりワクチンの温度管理がどうだっ

たんかっていうことをきちんとしといて、それぞれの責任をもう一度かみしめてほ

しいという思いですから、そこら辺のことで、ちょっと課題として置いといてほし

いです。お願いします。 

○議長（新澤良文君） 僕は犯人捜しします、逆に申し上げますとね。僕はそうです。  

○８番（新澤明美君） それやったら、聞く人にも聞かなくちゃいけないし。  

○議長（新澤良文君） 聞くつもりです。順番にね。 

○８番（新澤明美君） お願いします。 

○議長（新澤良文君） 順番に、とにかく順番に、今、これ何で冷蔵とか再冷凍とか、

これしつこく申し上げているかと言いますと、リベルテホールの家庭用冷蔵庫の温

度が安定してなかったというのが、２度から８度で、安定してなかったということ

は、明日かあさって、奈良新聞出ると思います、さっき、記者の取材来ましたけど

も。そういうふうに世間の常識が、高取町は非常識になってる部分がございますん

で、そうなった場合に、この７月の半ばから７月末までの間に１，３００人ぐらい

の人が、これまた、不適切温度管理のワクチンを接種されたということになってこ

ようと思うんですよ。だから、このサブリーダー、現場の人間に厳しく、理論立っ

た答えはもらえてないんですけども、厳しく追及して認めさせようとしてるわけな

んです。いいですか。 

○８番（新澤明美君） いいです。先ほど言いたいこと言いましたんで、以上です。  

○議長（新澤良文君） 前田証人に何かあと、質問のある方。ございませんか。  

          〔「なし」の声起こる〕 

○議長（新澤良文君） それでは、これをもちまして、本日の議会を終了させていた

だきます。 

 前田証人、退席ください。次の日程等々もございますんで、この場でちょっと打合
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せさせてもらってもよろしゅうございますか。  

          〔「はい」の声起こる〕 

○議長（新澤良文君） 一回終わりでいいですか。一旦記録は切って。  

          午後 ５時３５分 散会 


